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巻頭言

紀要『ホスピタリティ・マネジメント』
第13巻1号の発行に向けて

新型コロナのパンデミックは，私たちの普段の暮らしに何らかの変容を作り出し，結果として，もし
くは途中経過として，人と人の笑顔の交わりを基本とするホスピタリティの捉え方や在り方にも予想外
の変化を生じさせていると言えるでしょう。よって，本巻では「コロナ禍がホスピタリティ領域に与え
た変容と変革」について特集し，経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科の教育研究上の主たる柱
である6領域（ホテル／ブライダル／トラベル／フード／スポーツ／マネジメント）の観点から論考し
ております。

本紀要では，投稿規定に基づき，学科内の専任教員に限らず，本学科の非常勤講師としてご活躍の先
生方および産業界でご活躍の方々から，ご執筆を頂戴いたしました。なお，本誌編集委員会にて，いず
れも豊かな学識や示唆に富んだ考察・報告であると審査済みであります。以上，本紀要のあらましにつ
いて，ご説明させていただきます。

2024年3月31日

経営学部長 鈴 木 信 幸
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研究ノート

コロナ禍後のホテル業における
人手不足状況

～労働力としての新規学卒者と外国人労働者の現状と見通しに関する考察～
Labor Shortage in the Hotel Industry After the Coronavirus (COVID-19) Pandemic

～A Report on the Current Situation and Prospects of New Graduates and
Non-Japanese Citizens as a Labor Force～

岡 久行＊

OKA, Hisayuki

Abstract
Hotel business in Japan is now facing a labor shortage. This labor shortage is caused not by short-term

economic trends, but by continuous population decline. This report discusses the current situation and prospects
of new graduates and foreigners as a labor force in the Japanese hotel industry. Three initiatives will be more
important : maintaining the existing workforce, considering the usage of mechanization and the human workforce,
and securing the necessary workforce.
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＊本学経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 准教授
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Ⅰ．はじめに

2022年後半頃からホテル関係者からのアルバイ
ト学生の紹介依頼やスタッフ集めに苦労している
話を聞くようになった。そして，2024年度の新規
学卒者採用が本格的に始まった2023年の年明け以
降はその傾向が強くなり，コロナ禍での状況から
急展開していると感じていた。教育機関の就職関
係者との話でも，企業の採用意欲はコロナ禍前の
状態に回復してきているという。そして，採用企
業数が増えたことにより，学生も募集を行ってい

る企業名を確かめて始めていた就職活動から，有
名とされる企業から始めるなどの従来のやり方に
戻ってきているとのことだった。

日経 MJ の2023年10月の記事(1)ではサービス業
関連企業の多くが売上高の前年比で大きな伸び率
を示していていた。前年の2022年，日本はまだ水
際対策が実施されていた年でもあるが，高い伸び
率を示した産業として旅行業97.0％，航空業
82.6％，ホテル業64.7％などがあった。同時に
2023年の夏頃までには，人手不足がコロナ禍から
の回復を目指す企業活動にブレーキをかける要因
として定着してしまったようでもある。振り返っ
てみると，コロナ禍直前の2019年頃，戦後2番目
に長かった「いざなぎ景気（1965年～1970年）」
の期間を超えたとの報道がされており，その時期
に合わせるように人手不足も問題視されていた。
それが2019年の末頃からとされる新型コロナウイ
ルス感染症によるコロナ禍に入ると状況は一転し
た。

当時の状況を厚生労働省（2021）の「令和3年
(2021)版 労働経済の分析─新型コロナウイルス
感染症が雇用・労働に及ぼした影響─｣(2)の冒頭
では次のように解説している。「我が国の経済は，
輸出を中心に弱い動きが続いていたものの，緩や
かに回復していたなかで，依然として続く人手不
足感等を背景に2019年までは女性や高齢者等を中
心に労働参加が進んでいた。しかしながら，2020
年に入ると，新型コロナウイルス感染症の感染拡
大（以下「感染拡大」という。）の影響により，
実質 GDP は大幅なマイナス成長となった。雇用
情勢も大きな影響を受け，最初の緊急事態宣言が
発出された2020年4月には，就業者数，雇用者数
が大きく減少したほか，労働参加の縮小の動きが
みられ，非労働力人口が増加した。同時に，休業
者数が一時的に増加し，完全失業者数は緩やかに
増加した。こうしたなか，労働時間・賃金は大幅
に減少した。」ここで指摘されている労働時間な
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どは，本稿でも取り上げているデータでも表れて
きている。

サービス業関連企業においても，コロナ禍前の
人手不足と言われていた状態から一転して，「採
用活動中止」や「雇用調整」，「出向」などの労働
力抑制に関する報道が出るようになった。そして，
自宅勤務日やマスクの着用が必須となった接客な
ど，それまでは全く想像できなかった職場環境が
当たり前のようになっていった。それから約3年
後，日本では水際対策が終了した2023年4月29日
の前後あたりから数か月の間にインバウンドが活
況を取り戻し，オーバーツーリズムが再燃してき
た。そして，この動向に合わせるように「人手不
足」も急速に復活してきた。目まぐるしい変化で
あり，企業によっては成長機会と機会損失が同時
に起こる状況になった。ある報道番組でタクシー
企業の社長が，多くのお客からの依頼と十分な数
のタクシーを前にして，コロナ禍期間中にやむな
く行った雇用調整で減った分のドライバー数が，
どんなに募集を行っても元に戻らないことを嘆い

ていた。
この人手不足は短期的な景気動向に因るもので

はなく，長期に渡って今後続いていく可能性が強
いものとして，改めて認識させられることになっ
た。リクルートワークス研究所（2023）は「未来
予測2040｣(3)のなかで17年後となる2040年の
1,100万人余りの労働力不足を指摘している。厚
生労働省においてもハローワークの仲介機能拡大
や人手不足対策を専門に行う部署を省内に設ける
としている（NHK NEWS WEB 2023)(4)。人手
不足の主要因である総人口ついて，総務省労働統
計局（2016)(5)によると日本の総人口は2008年の
1億2,808万人をピークに減少を始めたとしてい
る。労働者の主体とされる生産労働人口（15歳
～64歳）はそれより13年前の1995年の8,700万人
でピークを迎え，2020年には7,300万人となりこ
の25年間で1,400万人の減少となった（グラフ1）。
この1,400万人という値は2023年東京都の人口と
ほぼ匹敵している。また，総人口に占める生産年
齢人口の割合をみても1995年の69％から2020年に

コロナ禍後のホテル業における人手不足状況
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データ元：総務書および国立社会保障・人口問題研究所の資料を基に筆者作成
注1：バブル期間

グラフ1
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59％の10％減少となっており，2060年には総人口
のほぼ半分となる51％と予測されている。

近年の人手不足の代表事例としてバブル期間
（1986年～1991年）がある。この間の新規学卒者
採用は「超」が付くほどの売り手市場とされ，新
規学卒者の採用に知恵を絞る企業の話題は多かっ
た。当時の採用に関わるエピソードとして思い出
されるのが，「内定者には車1台進呈」や「会社
説明会に出ただけの会社からの内定通知書」，役
員面接で新聞をあまり読まないと回答した大学生
に対しての役員の返答は「会社に入ってから読め
ばよい」として内定を与えたなどといったことが
あった。その当時，筆者も新規開業したホテルの
人事業務に携わっており，難しい時期に当たって
しまったことを嘆きながら，他とは異なる入社案
内の作成や会社説明会の実施，教育機関との関係
づくりなどに腐心していた。一方で，この間の生
産労働人口は，1985年の8,300万人から1990年の
8,600万人の約300万人増加となっており，バブル
崩壊後の1995年には最多となる8,700万人を迎え
ることになる。これらのことから，当時は人手不
足と言われながらも生産労働人口は現在よりも多
く，そして増加傾向にもあり，企業が置かれてい
た採用活動環境は今よりも恵まれていたことにな
る。

人手不足を表す表現として「手が回らない」や
「猫の手も借りたいほど」などがある。専門的な
知識や技術，経験などを持った人がいない時など
で用いられる人材不足とは異なり，人手不足時の
募集広告などでは「初心者，未経験者歓迎」など
の表現が用いられていることも多い。人手不足の
対象業務は，産業ごとに異なり業務内容も一様で
はないが，熟練を要しない初心者でも可能な単純
労働とされるもので，労働者の数を必要とする職
種が多いと考えている。そして，現在の人手不足
でも「手が回らない」とする職種は多いのではな
いだろうか。また，この職種は出入国管理及び難

民認定法（以下 入管法という）が定める在留資
格において，バブル期間などでは就労資格の発給
対象として認められていなかった。

本稿ではホテル業の単純労働とされる業務を行
う職種に関わる人手不足と，その職種に労働力と
して従事することの多い新規学卒者，そして外国
人労働者についての現状と今後の状況に関する考
察を行った。なお，本稿のなかで「単純労働」と
いう表現を用いているが，違和感を持ちながら使
用している。単純労働＝単純作業=軽作業などと
いう図式はホテル業では成り立っていない。一方
で，この表現は外国人労働者の以前の就労資格審
査において，在留資格の説明等では用いられては
いないと承知しているが，許可対象とはならない
職種の総称として一般的にも用いられていると考
えている。本稿が人手不足の職種と外国人労働者
にも視点を当てていることからも，通念上の理解
を得られる表現として単純労働を用いている。

Ⅱ．背景

1 ホテル業の人手不足状況
ホテルの中心となる商品とサービスの提供には

単純労働とされる業務を行う職種によって行われ
るものが少なくない。それらは料飲部門や宴会部
門でサービス業務を行うウエイター・ウエイトレ
ス職，調理部門の補助業務を行う調理補助職，そ
して客室部門で清掃業務やベッドメーキング業務
などを行うハウスキーピング職などである。これ
らの職種には知識や技術，経験を備えたホテルの
顔として活躍しているスタッフがいる一方で，人
手不足の職種として採用対象の機会となることが
多く，労働者の数を必要とすることも多い。その
ため，未経験者や幅広い年齢層を採用対象として
いるホテルは少なくない。

ホテルの人手不足の現状を説明するものとして，
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2023年夏の週刊東洋経済にハウスキーピング職に
関わる記事がある（星出，2023)(6)。「『清掃員が
足りず，チェックインの15時に清掃が間に合わな
い』あるホテルの清掃業務を請け負っている清掃
会社の関係者はそう嘆く。この関係者によればこ
こ最近，清掃員不足を補うためにベテランを残業
させたり，繁忙期の週末に清掃できなかった部屋
は清掃を翌日に回したりといった綱渡りの状況が
続いているという。ホテル業界は，（中略），慢性
的な人手不足に陥っている。なかでも深刻なのは，
こうした客室清掃員だ。（中略）ホテル清掃は覚
える業務が多く一人前になるには時間がかかる。」
この記事にある客室清掃は以前から人手不足とさ
れることが多い業務であり，ホテルが客室清掃業
務を外部企業に委託することもよくあることであ
る。事例にあるスタッフ不足に起因する「ベテラ
ンの残業」や「清掃できなかった部屋の清掃翌日
回し」などは，その後の状況によっては外部企業
と共にホテルにとっても対応が求められることに
なってくる。

コロナ禍後の現在，人手不足の影響を受けてい
るとする産業は多いと言われている。表1および
表2は帝国データバンク（2023)(7)が実施してい

る正社員および非正社員に関する「人手不足に対
する企業の動向調査」を示したものである。対象
となっている10産業の調査実施3時期の値は，表
2の非正社員の飲食料品小売2023年7月値を除き，
正社員および非正社員ともにいずれの産業も人手
不足とする値は増加を示している。旅館・ホテル
について見ると，コロナ禍にある2021年7月は正
社員が産業間で最も低い値22.5を示しており，非
正社員の結果39.5と併せて見ても人手不足が目立
つ産業ではなかったと解釈できる。

しかし，その2年後となる今年，2023年7月の
調査において正社員，非正社員ともに2番目に高
い値を示し，調査3 期間を通した増加幅(注1)
は正社員50.1％，非正社員28.6％と最も高い値を
示している。2024年問題を抱える物流業界でのド
ライバー不足や介護業界などを報道等で聞く機会
もあるが，旅館・ホテルの表1での正社員の増加
幅50.1％は運輸・倉庫はもとより，2番目に高い
飲食店の2倍以上の値を示している。なお，人手
不足に関連する調査は他でも行われており，産業
別の順位などは本稿で取り上げている調査結果と
一致していないものもある。

コロナ禍では旅館やホテルが商品としている飲

コロナ禍後のホテル業における人手不足状況
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表1 正社員の人手不足割合 （％)

2021年7月 2022年7月 2023年7月 増減(注1)
1 情報サービス 54.7 64.9 74.0 19.3
2 旅館・ホテル 22.5 66.7 72.6 50.1
3 建設 57.5 62.7 68.3 10.8
4 メンテナンス・警備・検査 53.8 59.8 68.2 14.4
5 飲食店 43.6 54.1 66.3 22.7
6 運輸・倉庫 47.1 59.4 64.3 17.2
7 医療・福祉・保健衛生 43.5 52.9 62.3 18.8
8 金融 41.2 56.5 60.9 19.7
9 自動車・同部品小売 57.1 57.8 59.5 2.4
10 人材派遣・紹介 43.8 52.2 58.9 15.1

平均(※2) 46.5 58.7 65.5 19.1

データ元：帝国データバンクの資料を基に筆者作成
※1 筆者算出の2023年7月値─2021年7月値
※2 筆者算出の年度別平均値



食や宴会などが他者との接触が生じ，避けるべき
ものとされた「密」が生まれる空間として客足が
遠のいていた。そのようななか，国内では2022年
初頭頃から，国外からは2023年4月29日に水際対
策が撤廃されたことも契機となり人流が活発化し
てきた。この動きに伴い，客室や飲食の商品を提
供する旅館・ホテルの利用者が短期間のうちに増
加し業務量が拡大したことが，コロナ禍期間中に
労働力を抑制していたことなども重なり，人手不
足状況が急速に生じることにつながったと考えて
いる。特に，中小規模の宿泊施設，業務では客室
部門の客室清掃や料飲部門でのサービスなどが影
響を受けているのではないだろうか。

2 日本のホテル業の現状
⑴ 施設数と客室数

グラフ2とグラフ3は厚生労働省発表（2023)(8)

の施設数と客室数のデータをグラフ化したもので
ある。なお，施設数，客室数ともに2017年までは

「旅館営業」と「ホテル営業」に分かれて発表さ
れていたが，2018年以降は旅館業法の改正により
一本化され「旅館・ホテル営業」として発表され
ている。従って，現在のホテル営業のみの施設数

と客室数は確認出来ていない。そのため，2018年
以降の「旅館・ホテル営業」の施設数と客室数の
推移と併せるため，2017年以前についても「旅館
営業」と「ホテル営業」それぞれの施設数と客室
数を合わせた値を「旅館・ホテル営業」として，
双方のグラフのなかで示している。

｢ホテル営業」の施設数は1965年の258軒から
徐々に増加してきており，バブル末期となる1990
年に初めて5,000軒を超え5,374軒となった。その
後，2016年に10,000軒を超え10,101軒となり，

「ホテル営業」としてのカウント最終年となった
2017年には10,402軒となっている。戦後91軒のホ
テルから始まったとされるホテルは，1964年の東
京オリンピックや1970年の日本万国博覧会などの
国家的イベントによるホテルブームを経ながら約
45年間をかけて5,000軒に達した。そして，それ
から26年間で倍となる10,000軒を超えるという増
加を示した。2017年までの「旅館営業」と「ホテ
ル営業」を合わせた「旅館・ホテル営業」施設数
が減っているのは，グラフ2からも分かる通り

「旅館営業」の減少数が「ホテル営業」増加数よ
りも多いことが反映されたものとなっている。

｢旅館・ホテル営業」の施設数は1991年から減
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表2 非正社員の人手不足割合 （％)

2021年7月 2022年7月 2023年7月 増減(注1)
1 飲食店 56.4 73.0 83.5 27.1
2 旅館・ホテル 39.5 55.3 68.1 28.6
3 人材派遣・紹介 41.8 55.4 65.8 24..0
4 各種商品小売 48.8 56.5 56.6 7.8
5 飲食料品小売 41.4 54.5 53.6 12.2
6 農・林・水産 34.4 48.5 52.1 17.7
7 メンテナンス・警備・検査 44.0 45.9 50.3 6.3
8 娯楽サービス 31.7 40.8 50.0 18.3
9 金融 22.9 33.1 48.7 25.8
10 専門商品小売 31.7 40.9 44.7 13.0

平均(※2) 39.3 50.4 57.3 18.1

データ元：帝国データバンクの資料を基に筆者作成
※1 筆者算出の2023年7月値─2021年7月値
※2 筆者算出の年度別平均値



り続けていたが，2018年に27年ぶりに増加に転じ，
翌年の2019年も増加を示したが，2020年，2021年
と若干の減少となった。2020年および2021年の減
少は新型コロナウイルスの影響が加わった倒産や
廃業軒数が新規開業軒数を上回った結果だと考え
られる。また，2018年以降の増減数に関わる「旅
館営業」と「ホテル営業」それぞれの施設数は不
明だが，「ホテル営業」の増加数そして「旅館営
業」の減少数の差が，今後の「旅館・ホテル営

業」施設数の増減を決めていくことになると考え
ている。これに関連して，2017年までの「旅館営
業」施設数の減少傾向からも，日本の宿泊施設と
しての今後の旅館施設数の推移は気になるところ
でもある。

客室数については2009年に「ホテル営業」の客
室数が「旅館営業」の客室数を上回って以降，両
施設の差は広がってきていている。2018年以降の

「旅館・ホテル営業」の客室数を見ると，施設数

コロナ禍後のホテル業における人手不足状況
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データ元：厚生労働省の資料を基に筆者作成
グラフ2
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とは異なる状況を示している。特に，コロナ禍の
始まった2019年以降，施設数は2020年と2021年に
減少を示しているが，客室数は2020年および2021
年の2年続けて増加を示している。この客室数に
ついては以前の「旅館営業」とされていた施設で
の大幅な減少が無ければ，当面は増加していくこ
とが考えられる。

施設数や客室数に影響を与えるものとしては既
存ホテルの増改築などもあるが，ホテルの新規開
業が大きな要因となる。このホテルの新規開業に
ついてはオータパブリケイションズ(9)の「週刊
ホテルレストラン」が年2回の特集を組んでおり，
表3はその特集「全国ホテルオープン情報」で同
誌が確認したとされるホテルの計画軒数や客室数
などをまとめて示したものとなっている。併せて

その年の訪日外客数（日本政府観光局，2023)(10)，
および東京オリンピック・パラリンピック（以下
オリパラという）開催に向けたなかで起きた関連
事項（笹川スポーツ財団，2021)(11)も載せてある。
なお，計画軒数等の推移を把握できるよう，2013
年にオリパラ開催が決った前年となる2012年から
のデータを掲載した。

2013年のオリパラ開催決定以降，新たに浮上し
たとされる計画軒数が2015年から大幅に増加して
いることが分かる。ホテルブームの背景には国家
的イベントの存在があると言われており，第1次
ホテルブームの背景には前述した1964年開催の東
京オリンピックの存在があった。今回もホテルブ
ームを起こす十分な理由が存在し，計画軒数など
も当初のオリパラ開催時期に間に合うべく年々増
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表 3

発行月 計画軒数 計画客室数
無くなった
計画軒数

（調整含む)

新たに浮上した
計画軒数

過去1年間の
開業軒数
(注1)

訪日外客数

2012年12月 193 25,005 9 44 59 8,358,105
2013年9月8日 東京オリンピック・パラリンピック開催決定
2013年12月 234 34,153 8 59 60 10,363,918
2014年12月 192 29,358 25 22 74 13,413,473
2015年12月 287 44,564 1 124 77 19,737,409
2016年12月 462 70,562 7 184 100 24,039,700
2017年12月 716 106,215 9 193 303 28,691,073
2018年12月 729 109,317 17 160 362 31,191,856
2019年12月 720 106,133 23 133 325 31,882,049
2020年3月30日 東京オリンピック・パラリンピック開催の延期決定
2020年12月 512 73,478 72 84 362 4,115,828
2021年7月8日 東京オリンピック・パラリンピック 無観客に決定（首都圏1都3県）
2021年7月23日～8月8日 東京オリンピック開催
2021年8月24日～9月5日 東京パラリンピック開催
2021年12月 445 65,689 17 67 322 245,862
2022年12月 365 57,216 18 47 247 3,832,110
2023年4月29日 日本水際対策措置終了

2023年6月 335 48,874 11 48 93(半年間) 10,712,396
（注2)

データ元：オータパブリケイションズの「週刊ホテルレストラン」，日本政府観光局および笹川スポーツ財団の資料を基に筆者作成
注1：同誌6月号掲載の当該情報との合算値
注2：2023年1月～6月の暫定値



加していた。併せるかのように，同期間の訪日外
客数も飛躍的な増加を示していた。そのようなな
かで起きたコロナ禍とその期間中となる2020年3
月30日のオリパラ開催の延期決定は，ホテルブー
ムに少なからぬマイナスの影響を与え，2020年に
無くなった計画軒数が72軒と突出した値となった
ことにも表れていると考えている。

一方で，コロナ禍期間を通して開業したホテル
の軒数は，建設が既に始まっていたこと，および
コロナ禍前の右肩上がりのインバウンド状況など
が理由と考えられ，2020年そして2021年ともに
300軒を超えていた。延期されたオリパラ開催の
翌年となる2022年には247軒と減少したが，国家
的イベント終了後ということからこの減少は通常
のことではないだろうか。今後の計画軒数や新規
開業ホテル軒数等の動向を見るにはもう少し時間
を置く必要があるが，2023年の上期半年間に開業
したホテル軒数が93軒となっており，この軒数は
オリパラ開催前の2015年までの1年間の開業軒数
よりも多い値となっている。

2023年に入ってから4月末の水際対策終了を挟
んだ半年間の訪日外客数が順調とされる回復傾向
を示し，IMF が2023年10月に発表（Bloomberg，
2023)(12)した2023年の日本の経済成長見通し修正
のなかで，観光業の好調さについて触れられてい
た。また，外資系ホテルチェーンによる高級ホテ
ルや地方での積極的な展開計画予定などの報道も
されており，オリパラ開催に向けた期間の規模よ
りは小さくなるが，コロナ禍期間中から続いてい
るホテル軒数とそれに伴う客室数の今後の動きは，
増加基調が当面続いていくのではないだろうか。

⑵ 労働環境と日本人労働力

それぞれの産業には労働力に影響を与える労働
環境や仕事内容を表現しているものがあるだろう。
例えば，バブル期の1990年の頃に「3K」，「3K 職
場」などという表現が使われていた。「きつい」

「汚い」「危険」の頭文字をとったもので，売り手
市場の当事者であった新規学卒者などの若年労働
者が就職活動で敬遠する仕事や産業などにこの
3K が使われていた。当時 3K とされた産業で採
用業務を担当していた知人は会社説明会のなかで
マイナスイメージの払拭に時間を割いていた。ホ
テル業が 3K 対象とされたことは無かったが，そ
のうちの「きつい」と言われる職種はホテルには
いくつもあり，そこには単純労働とされる業務も
含まれている。ホテルの人手不足状況の現状事例
で紹介した客室清掃やベッドメーキングなどを行
うハウスキーピング職はその代表でもある。

3K とは言われていなかったとしたが，ホテル
業の労働環境を表すものとして，1.労働時間が不
規則で長い，2.土日に休めない，3.賃金が低い，
4.離職率が高い，5.労働生産性が低い，などとい
うものがあった。労働時間が不規則や土日が休め
ないなどの改善対象にできないものもあるが，そ
れ以外はバブル期より前からも言われていたこと
で，就職活動期の学生が見る当時の産業別ガイド
ブックなどでもホテル業の仕事の特徴などとして
紹介されていた。筆者も会社説明会などではこれ
らの点に必ず触れ，労働時間や賃金レベル，配属
に関する考え方などの自社ホテル状況について説
明していた。観光庁（2022）が発表した「関連デ
ータ・資料集｣(13)では，これらの労働環境に関す
る現状のデータが示され，コメントが付記されて
いる。表4はそのコメントをまとめたものである。

労働生産性を除く3項目は，労働者が日常業務
のなかで敏感に感じ取るものであり，退職事由と
して記載され，新規学卒者を含む求職者の応募動
機などにも影響を与えることでもある。労働生産
性については報道や業界誌等の記事でも取り上げ
られる機会もあり，マネジメントにとって重要な
指標となっている。一方で，労働生産性値の高低
や推移などがスタッフ間で情報共有されたり，話
題になることは少ないと考えており，労働時間や
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賃金などとは異なり退職事由や求職者の応募動機
などでの対象となるものでもない。

表5は総務省（2017，2022）が発表している宿
泊業・飲食サービス業の就業者年齢別構成割
合(14)を示したものである。全産業では40代まで
は年代層ごとに割合が増加し，ピラミッド型に近
い形をしているが，宿泊業・飲食サービス業はそ
のような傾向は見られず，全産業との比較では10
代および20代の割合が多く，30代，40代，50代が
低くなっている。特に，30代が全産業との比較そ
して宿泊業・飲食サービス業内の割合でも低く目
立つ値となっている。理由としては若年から中堅
層の離職が考えられ，この年代層が労働力として
少ないということは，低いとされている労働生産
性にも影響を与えているのではないだろうか。40
代の割合が30代より多くなっているのは，想像の

域を脱しないが，正社員については中途採用によ
り入社した中堅からマネジメント層などの存在が
考えられ，この傾向は新規開業ホテルにおいてよ
り強いと考えている。

60代以上については2017年データでは全産業よ
りも多い値となっていたが，2022年についてはそ
の傾向は見られていない。しかし，宿泊業・飲食
サービス業内における構成割合は両年とも最も高
い値を示している。対象としては定年後の継続雇
用や，単純労働を行う職種などに常用雇用者とし
て，あるいは非正規雇用者として採用されている
ことが考えられる。観光庁はこの60代以上の状況
について「宿泊業における就業者は60代以上の高
齢者が3割を占めており，今後この層の退職によ
る大幅な就業者数の減少が見込まれる｡(13)」とコ
メントしている。定年時期が来れば雇用形態に関
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表 4

項目 観光庁資料でのコメント内容

労働時間について 宿泊業は労働時間が長く，有給休暇の取得率も低水準であり，労働環境が人手不足の一因と
なっている。

賃金について 宿泊業の賃金は全産業平均に比べ低水準となっている。

離職率について 宿泊業の離職率は全産業平均を大きく上回る。

労働生産性について 宿泊業の労働生産性は他産業と比べて低い水準。

データ元：観光庁

表 5
2017 （％) 2022 （％)

年代 全産業 宿泊・飲食 差(※1) 全産業 宿泊・飲食 差(※1)

10代 1.6 2.8 1.2 1.6 10.2 8.6

20代 14.5 14.8 0.3 14.9 21.2 6.3

30代 18.9 13.5 －5.4 17.4 12.6 －4.8

40代 24.4 21.2 －3.2 22.6 17.8 －4.8

50代 19.7 17.4 －2.3 21.8 16.0 －5.8

60代

70代 20.9 30.2 9.3 21.7 21.5 －0.2

80代以上

合計(※2) 100.0 99.9 ─ 100.0 99.3 ─

データ元：総務省，観光庁の資料を基に筆者作成
※1 同表を基に筆者算出の宿泊業─全産業値
※2 同表を基に筆者算出の全産業および宿泊業の割合合計値



わらず退職は避けられないが，60代以上の雇用が
進んできているのであれば，ホテル内の労働力と
しての位置づけは今後もさらに重要になっていく
と考えている。一方で，人手不足を背景とした他
産業での高齢者雇用の今後の動向などによっては，
宿泊業・飲食サービス業で働く高齢者割合などに
変化が生じてくることは考えられる。

表6は厚生労働省（2022）が実労働時間につい
て「労働統計要覧（令和4年(2022)度）｣(15)のな
かで示している産業別月

・

間
・

総実労働時間数から30
人以上の事業所規模のデータを抽出したものであ
る。最初に，多くの産業の月

・

間
・

総実労働時間値が
160時間より短いということに違和感を持った。
この160時間は法定労働時間が1日8時間，1週
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表6 産業別月間実労働時間数

事業所規模・年
調査産業計 鉱業，採石業，

砂利採取業 建 設 業 製 造 業 電気･ガス･熱供給･
水道業

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

30人以上

平成29(2017) 148.4 12.7 163.6 13.5 173.4 19.0 165.1 17.9 156.9 14.6
30(2018) 147.4 12.5 165.3 17.4 173.0 19.2 165.1 18.0 157.2 16.1

令和元(2019) 144.4 12.4 163.9 16.9 170.7 20.8 162.0 16.7 154.4 16.7
2(2020) 140.4 10.8 159.7 14.9 168.6 19.3 155.8 13.4 156.4 17.4
3(2021) 142.4 11.6 160.2 15.6 169.3 19.7 159.0 15.3 156.3 16.2
平均 144.6 12.0 162.5 15.7 171.0 19.6 161.4 16.3 156.2 16.2

事業所規模・年
情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業，小売業 金融業，保険業 不動産業，

物品賃貸業
総実

労働時間
内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

30人以上

平成29(2017) 159.5 15.8 172.0 24.6 137.4 7.7 148.5 12.9 147.7 11.3
30(2018) 156.4 14.3 167.2 23.4 136.7 7.9 147.6 12.2 147.0 12.2

令和元(2019) 154.9 15.6 164.0 23.3 134.3 8.2 145.9 13.5 144.2 11.8
2(2020) 156.2 15.5 157.7 20.8 133.0 7.5 146.3 14.0 140.7 10.6
3(2021) 159.0 16.5 160.0 21.6 134.7 7.9 147.4 14.3 144.3 12.5
平均 157.2 15.5 164.2 22.7 135.2 7.8 147.1 13.4 144.8 11.7

事業所規模・年

学術研究，専門・
技術サービス業

宿泊業，
飲食サービス業

生活関連サービス業，
娯楽業 教育，学習支援業 医療，福祉

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

30人以上

平成29(2017) 156.3 15.2 109.9 7.4 129.4 7.5 127.0 7.7 143.6 6.2
30(2018) 156.8 15.8 108.7 7.4 128.7 8.0 128.2 9.4 143.6 6.2

令和元(2019) 155.4 16.3 103.7 7.2 121.9 7.9 126.1 9.8 140.6 6.2
2(2020) 153.8 14.6 88.8 4.8 105.8 5.1 123.6 8.7 139.0 5.5
3(2021) 156.0 15.4 88.2 4.1 113.2 5.8 126.9 10.5 139.1 5.5
平均 155.7 15.5 99.9 6.2 119.8 6.9 126.4 9.2 141.2 5.9

事業所規模・年
複合サービス事業 サービス業

(他に分類されないもの)

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

総実
労働時間

内 所定外
労働時間

30人以上

平成29(2017) 155.6 8.2 139.7 11.5
30(2018) 153.6 12.0 139.7 11.4

令和元(2019) 149.4 11.9 136.8 11.0
2(2020) 149.4 10.6 132.5 9.5
3(2021) 149.8 11.5 133.9 10.0
平均 151.6 10.8 136.5 10.7

データ元：厚生労働省の資料を基に筆者作成
注：1）総実労働時間は所定内労働時間に所定外労働時間を加えたものである。

このうち所定内労働時間は事業所の労働協約，就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のこ
とであり，所定外労働時間は早出，残業，臨時の呼出，休日出勤等の実労働時間数のことである。

2）年間の労働時間は1か月当たり労働時間を12倍し，小数点以下第1位を四捨五入したものである。



間40時間と定まっていることから，月間労働時間
の目安として本稿で用いている。データに基づく
と，宿泊業については宿泊業・飲食サービス業の
時間数が想定していたよりも短く，全産業との比
較でも短い値となっている。そして，本稿冒頭の
厚生労働省「令和3年(2021)版 労働経済の分
析｣(2)でも記載されていた通り，コロナ禍にあっ
た2020年と2021年は多くの産業の労働時間が短く
なっている。特に，宿泊業・飲食サービス業は他
産業と比べても極めて短くなっており，88時間と
いう労働時間は通常時のほぼ半分という，当時の
ビジネスが厳しい状況に置かれていたことを表し
ている値となっている。

この統計は同じく厚生労働省が行なっている常
用雇用者を対象とした「毎月勤労統計調査」の情
報が元になっている。常用雇用者には，正社員に
加えてパート・アルバイトや契約社員など1日の
労働時間に関わりなく1か月を超える期間を定め
て雇われている労働者なども含まれている。従っ
て，調査対象となっている常用雇用者に占めるパー
ト・アルバイトなどの割合が多くなるほど，労働
時間数がさらに短い値となって出てくることが想
定できる。以上のことを踏まえると，長時間労働
とされている宿泊業・飲食サービス業ではパー
ト・アルバイトが占める割合が他産業と比べて多
いと考えられることから，表6での労働時間が全
産業中最も短い値となっていることにも説明が付
くと考えている。正社員だけを対象とした調査で
あれば，この調査結果よりも多い総実労働時間と
なり，指摘されている長時間労働などを示す値と
なるのかもしれない。

少し古い資料だが，厚生労働省（2009）の「総
実労働時間の推移｣(16)内にあるパートタイム労働
者を除

・

い
・

た
・

50産業の年
・

間
・

総実労働時間から主だっ
た産業を参考として以下に記載した。所定内と所
定外労働時間を併せた年

・

間
・

総実労働時間として最
も長かったのが道路貨物運用業の2,418時間，次

いで道路旅客運輸業の2,300時間，パン・菓子製
造業2,214時間，宿泊業が4番目となる2,176時間，
飲食店2,142時間となっており，最も短かったの
が保険業の1,781時間，次いで学校教育の1,807時
間となっていた。この値からは当時の宿泊業の労
働時間の長さが分かる。年

・

間
・

総実労働時間一人当
たりの平均を1,780時間とすると，当時の宿泊業
は約400時間長くなり，この値は1日の法定労働
時間8時間の50日分に相当している。

グラフ4は厚生労働省（2023）が「令和4年
(2022)賃金構造基本統計調査の概況｣(17)で発表し
ている産業別の月額賃金である。「電気・ガス・
熱供給・水道業」が最も高い40万2千円，次いで

「学術研究，専門・技術サービス業」の38万6千
円，「情報通信業」37万9千円，そして「宿泊
業・飲食サービス業」が最も低い25万7千となっ
ている。「宿泊業・飲食サービス業」は「電気・
ガス・熱供給・水道業」より月額で約15万円，全
産業の平均が32万6千となることから平均よりも
約7万円低い賃金となっている。なお，ホテル業
単体についてはこの調査結果よりも5万円程高い
30万円前後としている調査情報がいくつかあるが，
いずれの値も平均値より低い金額となっている。

次に，厚生労働省（2018）による産業別平均年
齢および平均勤続年数(18)を表7で示してある。
宿泊業の平均年齢値は，男女別ともに平均値より
少し低くなっている。表5において宿泊業の60代
以降の就業者割合が多いとしたことからも若干違
和感がある値だが，調査年が異なることに加えて
調査主体が総務省と厚生労働省となっていること
から，調査対象となった宿泊業者や就業者の雇用
形態の違いなどが反映されていることも考えられ
る。ホテル業単体の平均年齢については種々の調
査結果があるが，男女平均でこの調査結果とほぼ
同じ40歳前後としているものが多い。

平均勤続年数については，宿泊業の特徴とされ
ている値となっているのではないだろうか。宿泊
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データ元：厚生労働省の資料を基に筆者作成
グラフ4
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表 7

全産業
平均年齢 平均勤続年数

男性 女性 平均 男性 女性 平均

鉱業，採石業，砂利採取業 47.5 44.4 46.0 14.4 11.4 12.9

建設業 44.9 42.2 43.6 14.1 10.7 12.4

製造業 42.4 42.4 42.4 15.4 11.6 13.5

電気・ガス・熱供給・水道業 42.4 39.3 40.9 19.3 15 17.15

情報通信業 40.6 37.2 38.9 12.9 9.5 11.2

運輸業，郵便業 47.2 41.6 44.4 12.5 9.2 10.85

卸売業，小売業 42.6 40 41.3 14.6 9.9 12.25

金融業，保険業 43.3 41 42.2 16 11.7 13.85

不動産業，物品賃貸業 43.8 38.9 41.4 10.5 7.8 9.15

学術研究，専門・技術サービス業 43.4 39.3 41.4 14.1 9.5 11.8

宿泊業 43.5 39.4 41.5 10.1 7.1 8.6

飲食店 40.6 40.5 40.6 9.2 7.6 8.4

持ち帰り・配達飲食サービス業 45.4 43 44.2 8.6 7.5 8.05

生活関連サービス業，娯楽業 41.7 39.1 40.4 10.8 8.6 9.7

教育，学習支援業 46.5 39.5 43.0 13.2 9.4 11.3

医療，福祉 40.5 41.7 41.1 8.4 8.3 8.35

複合サービス事業 42.6 40.6 41.6 15.7 11.6 13.65

サービス業（他に分類されないもの) 45.4 40.2 42.8 9.5 6.6 8.05

平 均 43.6 40.6 42.1 12.7 9.6 11.2

資料：厚生労働省の資料を基に筆者作成



業の業態（ホテル，旅館など）は分からないが，
男女ともに勤続年数は平均値よりも短く，女性の
7.1年は産業別で下から2番目，男性の10.1年は
下から5番目となっている。男女とも最も長い電
気・ガス・熱供給・水道業の半分もしくは半分以
下となっている。新規学卒者であれば男女とも30
代前後で離職していることになり，このような状
況が表5で示されている宿泊業の30代就業者の割

合が少ないことにも表れているのかもしれない。
グラフ5-1，グラフ5-2，およびグラフ5-

3は同じく厚生労働省（2005，2021，2022）が行
っている産業別入職と離職状況の調査(19)結果を
示したものである。この値は1年間（2022年は上
半期のみ）に入職そして離職した常用雇用者数を
1月1日時点の常用労働者数で割った割合（％）
となっている。飲食店・宿泊業の2005年および宿
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データ元：厚生労働省の資料を基に筆者作成
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データ元：厚生労働省の資料を基に筆者作成
グラフ5-2



泊業・飲食サービス業の2021年と2022年上半期の
値は他産業との比較で共通した2つの特徴を示し
ている。1.高い入職率と2.高い離職率である。特
に，入職率では2022年上半期の値の高さが際立っ
ている。

入職率と離職率の差となる入職超過率について
は2005年と2011年にはマイナスを示している。つ
まり，入職者数よりも離職者数が多いことを示し
ている。2022年上半期の入職率は2005年と2021年
1年間の値を既に上回っており，離職率も2021年
1年間の値を上回っている。そして，入職超過率
の7.8ポイントプラスは全産業中で最も大きな値
となっている。2021年はコロナ禍の影響で入職者
数と離職者数が抑えられたことが，入職率と離職
率ともに例年より低い値となったと推測できる。
そして，2022年のコロナ禍からの回復に伴い採用
活動が活発化し，労働者の出入りが多くなったこ
とが，上半期の入職率と離職率の高い値として表
れたと考えられる。2022年1年間の動向について
は2022年12月末の入職超過率値の公表を待つこと
になる。

グラフ6は労働生産性について観光庁（2022）
「関連データ・資料集(13)」で示している，財務総

合政策研究所の資料を基にした2018年のものであ
る。「宿泊業」の値510万円は「飲食サービス業」
の304万円よりは高いが，他産業と比べてかなり
低い値となっていることが分かる。中小企業庁

（2021)(20)が発表した翌年となる2019年の値では，
「宿泊業」約440万円，「飲食店」約230万円となっ
ている。1年後の値が小さくなっているが，2019
年のデータは「中小小売業・サービス業の生産性
分析」のタイトルが示す通り，調査対象となった
中小宿泊業者のコロナ禍前の状況が反映されたも
のと考えている。なお，製造業も同様に2019年の
値は2018年より低い値を示している。

宿泊業の労働生産性が低い理由については，付
加価値の高い商品が少ないことや機械化・IT 化
の難しさと遅れ，中小の事業規模が多いことや労
働環境などが以前から指摘されてきている。人手
不足時などでは，労働生産性値の向上が対応策と
して注目が集まる指標だと考えており，原因の追
究や改善に向けた動きはそれぞれの企業や業界団
体などで既に起きていると承知している。なお，
中小企業を対象としたものだが，年間の労働生産
性の目安としては800万円から1,000万円などと言
われており，「宿泊業」は事業規模とは関係なく，

コロナ禍後のホテル業における人手不足状況
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データ元：厚生労働省の資料を基に筆者作成
グラフ5-3
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コロナ禍前であってもこの調査結果からは目安に
及ばない値となっている。また，ここでは「宿泊
業」に視点を当ててきたが，日本の労働生産性も
先進国とされているなかで低いことが以前からも
指摘されてきており，2021年のデータでは
ODEC 加盟38カ国中27位とされている。（日本生
産性本部，2022)(21)

① 新規学卒者，若年労働者
表8は文部科学省（2008，2013，2017)(22)とマ

イナビ（2018）の資料(23)を基に，大学卒業者の
職業別就職者数と比率を示したものである。なお，
2008年の大学卒業者数が555,690人となっており，
本表にある同年の合計数388,208は卒業生全体の
約70％にあたっている。以下，2013年約67％，
2017年約76％となっており，表8のデータは卒業
生全体の傾向に近いものではないかと考えている。
卸売業・小売業がどの年も最も多い新規学卒者を
採用している。2番目以降の順位については年に
よって変動はあるものの，卸売業・小売業の他に，
製造業，金融業・保険業，情報通信業，医療・福
祉などで毎年60％前後の学生を採用している。宿

泊業・飲食サービス業は8千人から1万人前後と
なり，学生の2.5％前後を採用しており，表中17
ある産業のなかの13番目から14番目に採用数の多
い産業となっている。

表9は東京都(2021)(24)と厚生労働省(2021)(25)

がそれぞれ発表している，2021年3月の大学卒業
者の職業別初任給（月額）を併せたものである。
東京都は都内，厚生労働省は国内のともに公共職
業安定所からの情報を基にしたものとしている。
注意を引かれたのが，東京都の多くの産業の値が
全国平均値よりも低くなっていることだが，この
理由について関連する資料からは読み取ることが
できなかった。データからは，宿泊業については
宿泊業・飲食サービス業の値が東京都調査では産
業平均よりも1万円強高くなっているが，厚生労
働省の全国を対象としたものでは男女ともに産業
別で下位にあり，産業平均よりも男性は約4万円，
女性は約8万円低い値となっている。なお，新規
学卒者を対象とした産業別の年収については，官
公庁関連の資料からは見つけることが出来なかっ
た。

この初任給月額についてはホテルによって給与
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データ元：財務総合政策研究所，観光庁，中小企業庁の資料を基に筆者作成
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表 8

全産業
H20（2008) H25（2013) H29（2017)

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
建設業 15,893 4.1 17,033 4.5 20,055 4.7
製造業 62,711 16.2 46,212 12.3 50,240 11.7

電気・ガス・熱供給・水道業 1,989 0.5 1,492 0.4 1,748 0.4
情報通信業 38,969 10.0 27,157 7.2 38,719 9.0

運輸業，郵便業 11,837 3.0 11,138 3.0 14,019 3.3
卸売業，小売業 66,843 17.2 67,152 17.9 68,998 16.0
金融業，保険業 44,072 11.4 30,082 8.0 38,261 8.9

不動産業，物品賃貸業 11,305 2.9 9,787 2.6 12,900 3.0
学術研究，専門・技術サービス業 10,653 2.7 12,330 3.3 16,062 3.7

宿泊業・飲食サービス業 8,482 2.2 9,953 2.7 10,453 2.4
生活関連サービス業，娯楽業 8,911 2.3 12,329 3.3 12,385 2.9

教育，学習支援業 22,684 5.8 30,622 8.2 33,048 7.7
医療，福祉 31,223 8.0 50,063 13.4 54,335 12.6

複合サービス事業 5,477 1.4 4,800 1.3 5,507 1.3
サービス業（他に分類されないもの) 25,563 6.6 16,352 4.4 22,458 5.2

公務 16,560 4.3 22,556 6.0 27,267 6.3
その他 5,036 1.3 5,607 1.5 4,692 1.1
合計 388,208 100 374,665 100 431,147 100

データ元：文部科学省，マイナビサポネットの資料を基に筆者作成

表 9
令和3年（2021）（千円）

全産業
東京都

全国平均
男 女

建設業 220.0 227.0 223.0
製造業 210.0 219.0 216.0

電気・ガス・熱供給・水道業 213.0 215.0
情報通信業 205.0 227.0 228.0

運輸業，郵便業 201.8 216.0 213.0
卸売業，小売業 209.0 220.0 215.0
金融業，保険業 220.0 218.0 214.0

不動産業，物品賃貸業 220.0 236.0 226.0
学術研究，専門・技術サービス業 210.0 231.0 228.0

宿泊業・飲食サービス業 213.0 216.0 209.0
生活関連サービス業，娯楽業 210.0 220.0 211.0

教育，学習支援業 216.1 220.0 217.0
医療，福祉 211.4 223.0 224.0

複合サービス事業 198.0 196.0
サービス業（他に分類されないもの) 206.2 219.0 218.0

公務・その他 210.0 221.0 221.0
平均 211.6 220.3 217.1

データ元：東京都および厚生労働省の資料を基に筆者作成



体系が異なることから，一定の時間外手当や賞与
相当額等を含んだもの，決められた年収を12等分
したものなどもあり，対象となっている月額給与
の内訳は一律ではないことが考えられる。また，
産業別の年収については，表9のデータ元などの
月額に月数の12を掛け，一定額の賞与などを加え
た金額を産業別の年収としている調査結果はいく
つか存在している。

表10は厚生労働省（2022）が発表した2019年の
新規学卒就職者の3年以内に離職した離職率の高
い上位5産業(26)を示したものである。高校，大
学ともに宿泊業・飲食サービス業は最も高い値の
産業となっており，高校は6割，大学ではほぼ半
分の就職者が3年以内に退職していることを示し
ている。大学については，前年の調査となる2018
年でも50％を超えた51.5％となっており，「その
他」を除いて最も高い値となっている。表8で就
職者数の多かった卸売業・小売業の離職率はそれ
ぞれ28％と36.1％，製造業は18.5％となっており，
製造業の18.5％は最も低い電気・ガス・熱供給・
水道業の10.6％に次いで2番目に低い値だった。
日本の製造業は就職者数が多く，3年以内の離職
者数は少ないという宿泊業・飲食サービス業とは
極めて対照的な産業となっている。

なお，ホテル専門学校などの専門学校や専修学
校卒業者に関する3年以内の離職率については，
少し古いデータだが学校法人大原学園（2013）が
卒業生に対して行った調査結果として発表(27)し
た3年以内の離職率14.4％という値がある。低い

値でもありホテル専門学校卒業生のホテル業界へ
の就職後の動向についても気になるが，産業分野
を特定しない専門学校と短大を併せた値以外の情
報は見つけることができなかった。参考までにそ
のデータを紹介（小杉，2014)(28)すると同じく古
いものだが，2008年40,2％，2009年39.3％，2010
年39.9％と高い値となっており，それ以前を含め
ても40％前後の値となっている。この値は高卒者
よりは低いが，大卒者よりは高い値となっている
年が多い。

ホテル業の離職率が高い，勤続年数が短いとい
うことは言われてきたことだが，新規学卒者を重
要な労働力として捉え，今後も継続して採用して
いくとするホテルは依然として多いのではないか
と考えている。この離職率の高さや勤続年数の短
さはマイナス面として捉えられることが多いが，
キャリアアップとして新規開業ホテルなどへの同
業他社への異動であれば，ホテル業界内での労働
力の流動化であり悪いことではない。むしろ，そ
のようなホテルの業務経験を持った人材の業界内
異動は新規開業ホテルが行う中途採用で重要な存
在となっている。

新規学卒者の三年以内の離職について，離職先
に関する情報を見つけることは出来なかったが，
ホテル業以外への転職が多いと考えている。退職
事由としては低いとされている賃金よりも，憧れ
や期待感などを持って入社したが現実の仕事内容
や職場環境が入社前に考えていたことと違ってい
た，などとすることが多いと考えており，これら
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表 10
2019年3月高校卒 ( )内は前年比増減 2019年3月大学卒 ( )内は前年比増減

宿泊業・飲食サービス業 60.6％（▲0.5Ｐ) 宿泊業・飲食サービス業 49.7％（▲1.8Ｐ)
生活関連サービス業・娯楽業 57.2％（＋0.3Ｐ) 生活関連サービス業・娯楽業 47.4％（＋0.9Ｐ)
教育・学習支援業 53.5％（＋3.4Ｐ) 教育・学習支援業 45.5％（▲0.1Ｐ)
小売業 47.6％（▲0.2Ｐ) 医療，福祉 38.6％（±0.0Ｐ)
医療，福祉 45.2％（▲1.0Ｐ) 不動産業，物品賃貸業 36.1％（＋1.6Ｐ)

データ元：文部科学省



は以前からも言われていることでもある。なお，
賃金を理由とした退職は給与アップを伴う新規開
業ホテルへの転職など，中堅社員以上の年齢層が
多いと考えている。

また，新規学卒者を含む若年労働者の労働力源
として，大学生や高校生の存在はあるが，ホテル
業に関する一定の理解と実習等での経験値を持っ
た卒業生の継続的な輩出，そして今回情報を得る
ことが出来なかったが，離職率とホテル業界内で
の異動の3点においてホテル専門学校は日本のホ
テルの労働力源として大きな役割を担ってきてい
ると考えている。同じく，ホテル専門学校の学生
をはじめとした10代や20代の学生の存在は，アル
バイトなどの非正規雇用者としてホテルにとって
貴重な労働力源となってきている。そして，ホテ
ルが雇用したアルバイト学生，配ぜん人紹介所か
ら紹介を受けた学生など雇用経路は異なるが，若
年労働者を活用しているホテルは多いと考えられ
る。このことは表6の宿泊業・飲食サービス業の
月間総実労働時間が全産業のなかで短いことにも
表れているのだろう。

専門学校や大学が多い都市圏に存在するホテル
では，料飲部門などを中心とした日常的あるいは
イベントごとの臨時的な労働力として，地方のリ
ゾートホテルなどでは繁忙期となる長期休暇中の
労働力として，学生が一定の労働力を担っている
ところは多いだろう。さらには，専門学校や大学
などが授業の一環として行っている実習やインター
ンシップなどを行う学生の存在もある。これにつ
いては，日常的なアルバイト学生よりも人数的に
少なく，実施時期や期間の制限があることが多い
が，筆者がインターンシップ科目を担当し始めた
2000年初期の頃より，リゾート地などを中心に繁
忙期と重なる夏季休暇期間などでの受け入れを行
うホテル数，そして受け入れる学生数は大幅に増
加してきていると認識している。このインターン
シップについては後で考察する。

⑶ 外国人労働力の制度と現状

① 単純労働と在留資格
正規や非正規に関わりなく，日本人労働者の必

要人数が確保できない時，それが単純労働を含む
職種で日常業務に支障をきたすようになった時な
ど，労働力源として外国人労働者の存在は気にな
ってくるのではないだろうか。バブル期間中にも
外国人労働者期待論があったと記憶している。在
留資格に「定住者」が新設され，南米からの日系
人労働者の受け入れが始まったのは，バブル期間
が終わりに近づいていた1990年であった。当時，
筆者も単純労働とされる職種での日本人労働者を
予定通りに採用できないことが続いていたことも
あり，必然的に外国人労働者，特に日系人の受け
入れ動向については関心を持っていた。

外国人労働者の受け入れでは，海外にいる外国
人本人とのやりとりはもとより，入国管理局での
手続き業務やホテル内受け入れ体制の準備などに
時間を要すことはよくあった。そのようなことも
あり，日系人ということからも，それまで携わっ
てきた外国人採用の時よりも手続き上などでのハ
ードルが低いのではないかと推測していた。そし
て採用後は，従業員間の意思疎通が口頭での会話
を含めて日系人は他の外国人労働者よりも円滑で
はないかということも期待していた。なお，採用
職種としては同じ単純労働とされる業務でもハウ
スキーピング職が中心で，接客要素の強いウエイ
ター・ウエイトレス職やマネジメント職での雇用
は考えていなかった。

結果から言うと，新設された「定住者」は就労
資格ではなく，「永住者」や「日本人の配偶者等」
などと同じ分野の在留資格で単純労働とされる業
務は可能だが，設けられた取得条件などからは手
続き上のハードルが低いなどの推測は間違ってい
た。そして，日系人労働者の受け入れは車関連な
どの製造業中心に進んだようだが，自社ホテルで
採用につながる機会は全く無く，他ホテルでの日
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系人採用に関する情報を聞くことも無かった。従
って，業務上の従業員間の意思疎通状況について
も確認出来ないままとなった。

外国人による単純労働の就労資格が認められな
い理由としては，日本人を含め日本で働く人の仕
事を奪ってしまうことや治安への懸念などが挙げ
られている。これらの理由は日本だけのことでは
ないと承知している。一方で，外国人労働者の活
用を期待する立場からは，人手不足で生じている
ビジネス上での機会損失の解消はもとより，外国
人労働者を通した海外への日本紹介の担い手とし
ての期待なども言われていた。その後，日本では
バブル崩壊が起き，一転して不景気下での日系人
や外国人労働者の雇用の在り方についての注目が
集まった。課題なども浮き彫りになったが，この

「定住者」の登場は就労資格ではないが，単純労
働に従事する外国人労働者を可能にするその後へ
の起点になったと考えている。

表11は出入国在留管理庁作成の就労資格となる
在留資格一覧表(29)で，筆者が携わった外国人ス
タッフの就労資格の実例(注1)を加えたものとな
っている。それぞれの産業特有の就労資格がある
と思うが，ホテル企業として件数の最も多かった
ものは「技術・人文知識・国際業務」であった。
出入国在留管理庁（2022）による2022年6月の在
留資格別の在留外国人数(30)でこの「技術・人文
知識・国際業務」は「永住者」845,693人，「技能
実習」327,689人に次いで3番目に多い300,045人
となっている。秋田（2020)(31)によると，日本の
大学への留学生が日本企業に就職する際の90％以
上が「技術・人文知識・国際業務」という指摘か
らも，この在留資格は産業横断的に幅広い業務・
職種に適用されていると考えられる。なお，最も
多い「永住者」も前出の「定住者」と同様に単純
労働を含めた就労は可能だが就労資格ではないた
め表11では記載していない。

就労が認められている在留資格で2番目多い

「技能実習」については，公益財団法人国際人材
協力機構(32)はその目的として，「外国人技能実習
制度は，我が国で培われた技能，技術又は知識を
開発途上地域等へ移転することによって，当該地
域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与するこ
とを目的として1993年に創設された制度です。」
としている。この在留資格は日本で習得した技術
等を母国に持ち帰り，活用してもらうという国際
貢献を目的としていることから，専門的な技術や
知識の習得とされない人手不足対応を目的とした
業務での取得は認められていない。この就労資格
は対象となる職種が定められており，宿泊職種は
創設から7年後の2020年に「技能実習2号移行対
象職種」に追加され，通算3年間の実習が可能と
なっている。

外国人技能実習機構（2022）が「令和3(2021)
年度業務統計｣(33)で発表している「職種別 技能
実習計画認定件数」で件数の最も多い職種は食品
製造の総菜製造業の16,969人となっており，農業
の耕種農業13,324人，建設業のとび10,148人と続
いている。その他業分類にある介護は8,384人で
5番目に多い値となっており，同じくその他業分
類にある宿泊は65番目となる256人となっている。
なお，この就労資格は最低賃金が保証されるなど
とされているが，賃金の支払いや労働時間などの
課題も指摘されており，2024年以降の変更が予定
されている。

単純労働が可能となった就労資格は，2019年に
新たに創設された「特定技能」からとなる。この
在留資格は事業者にむけた出入国在留管理庁の

「特定技能ガイドブック｣(34)で次のように説明さ
れている。「中小・小規模事業者をはじめとした
人手不足は深刻化しており，我が国の経済・社会
基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきてい
るため，生産性向上や国内人材確保のための取組
を行ってもなお人材を確保することが困難な状況
にある産業上の分野において，一定の専門性・技
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表 11
就労資格 在留期間 該当例 実例(注1)

外交 外交活動の期間 外国政府の大使，公使等及びそ
の家族

公用 5年，3年，1年，3
月，30日又は15日

外国政府等の公務に従事する者
及びその家族

教授 5年，3年，1年又は
3月 大学教授等

芸術 5年，3年，1年又は
3月 作曲家，画家，作家等

宗教 5年，3年，1年又は
3月

外国の宗教団体から派遣される
宣教師等

報道 5年，3年，1年又は
3月

外国の報道機関の記者，カメラ
マン等

高度専門職1号・
2号

5年（1号）又は無期
限（2号） ポイント制による高度人材

経営・管理 5年，3年，1年又は
3月 企業等の経営者，管理者等 チェーン本部派遣の総支配人，経理本部

長，総料理長などホテル経営幹部層

法律・会計業務 5年，3年，1年又は
3月 弁護士，公認会計士等

医療 5年，3年，1年又は
3月 医師，歯科医師，看護師等

研究 5年，3年，1年又は
3月

政府関係機関や企業等の研究者
等

教育 5年，3年，1年又は
3月

高等学校，中学校等の語学教師
等

技術・人文知識・
国際業務

5年，3年，1年又は
3月

機械工学等の技術者等，通訳，
デザイナー，語学講師等

留学生の新規学卒者，総支配人付の外国
人秘書，調理彫刻師，社内研修英会話講
師など

企業内転勤 5年，3年，1年又は
3月 外国の事務所からの転勤者 海外にある同チェーンホテルからの一般

職勤務者，長期研修者など

興業 3年，1年，6月，3
月又は15日

俳優，歌手，プロスポーツ選手
等

※イベント等で外国人歌手等を起用する
場合はエージェント企業が対応

介護 5年，3年，1年又は
3月 介護福祉士等

技能 5年，3年，1年又は
3月

外国料理の調理師，スポーツ指
導者等

チェーン本部派遣ではないフランス料理
シェフ，中国料理長など

特定技能1号・
2号

5年，1年，6月，4
月(1号），上限なし
(2号）

特定産業分野（1号，2号）
（注2)の各業務従事者

技能実習1号・
2号･3号(注3)

1年(1号），2年(2
号），2年(3号）最長
5年

技能実習生

データ元：出入国在留管理庁を基に筆者作成
注1：筆者勤務先ホテルでの実例
注2：特定技能1号) 介護，ビルクリーニング，素形材・産業機械・電子情報関連，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，
宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業 以上12分野

特定技能2号) ビルクリーニング，素形材・産業機械・電子情報関連，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，
農業，漁業，飲食料品製造業，外食業 以上11分野

注3：1993年に制度化。2024年以降変更予定とのこと



能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕
組みを構築するために特定技能制度が創設されま
した。」としている。

人手不足への対応とも解釈できるこの「特定技
能」には1号と2号があり，同資料では「特定技
能1号は，特定産業分野に属する相当程度の知識
又は経験を必要とする技能を要する業務に従事す
る外国人向けの在留資格であり，特定技能2号は，
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
に従事する外国人向けの在留資格です。」として
いる。この説明内容からは，「特定技能」の取得
者となる外国人労働者には人手不足というよりも，
人材不足対象者レベルの知識や経験，技能が求め
られていると解釈することができる。特に，2号
は「熟練」という表現が使われていることからも，
より高いレベルが想定されていることが読み取れ
る。なお，本稿では最初の取得となる「特定技能
1号」を対象としている。

この「特定技能」にも「技能実習」と同じよう
に対象産業分野が決められている。2023年10月時
点では特定技能1号には12の特定産業分野が指定

（表11注2参照）されている。特定産業分野には
それぞれの産業分野を所管する行政機関，5年間
での受け入れ見込み数，従事する業務，受け入れ
機関に対して課す条件なども示されている。これ
らの条件等は他の就労資格には設けられておらず，
この資格特有なものになっている。この5年間の
受け入れ見込み数とは，日本政府が設定している
目標数であって，人数制限をするものではないと
している。分野ごとの値が決められた背景として，
中村（2022）は，「特定技能の受け入れ人数｣(35)

の説明のなかで，5年間の受け入れ見込み数は5
年後の人材不足見込み数として，以下の計算式を
示している。

5年後の人材不足見込み数＝生産性向上の
取り組み＋国内人材の確保の取り組み

＋特定技能1号の受け入れ

そして，「分野ごとに，各政府統計等を参照に
『生産性向上の取り組み』と『国内人材の確保の
取り組み』がなされた上で，人手が足りない部分
を『特定技能外国人』の受け入れでカバーすると
いうものになっています。」と説明している。

また，外国人の就労に関すものとして，外務省
（2023)(36)が「二国・地域間の取決め等に基づき，
各々が，相手国・地域の青少年に対し，休暇目的
の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を
補うための付随的な就労を認める制度です。」と
しているワーキング・ホリデーと呼ばれるものが
ある。このワーキング・ホリデーは就労資格とは
異なる「特定活動」という在留資格となっており，
対象となる外国人は単純労働などの就労を最長1
年間行うことができることになっている。筆者が
いたホテルでも日本語が堪能で，ゲスト対応も可
能と判断した外国人の青年を接客業務の最前線で
在留期間最長の1年間雇用したことがある。ゲス
トからの評判も大変よく貴重な存在となったが，
在留期間の延長も就労資格への切り替えも認めら
れないことから雇用を終了したことがあった。ワ
ーキング・ホリデーはスポット的な労働力として
の活用は可能だが，継続的な労働力としての活用
を見込むことが出来る在留資格ではない。

｢特定活動」には2019年に追加された「特定活
動46号」がある。日本の大学卒業あるいは大学院
修了者で，更に日本語能力試験での N1 などの成
績を有している外国人が対象となっており，単純
労働を含む幅広い業務に従事することが認められ
ている。「技術・人文知識・国際業務」では認め
られていないホテルの客室清掃やレストラン等で
のサービス業務などを行うことも可能だが，それ
に専念することは認められておらず，通訳や翻訳
など高い日本語能力を活用する業務を行うことが
要件となっている（外国人就労 VISA 相談センタ
ー八王子，2023)(37)。従って，人手不足業務に専
念することを目的とする在留資格として解釈する
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ことはできないと考えている。
さらに，単純労働が可能なものとして「留学」

がある。この取得者数は2022年6月時点で26万人
強(30)と在留資格別で5番目に多い人数となってい
るが，入国目的は別にあることから，資格外活動
の許可を受けることによって就労時間制限のもと
で単純労働を含む就労が認められている。もし，
継続的かつ一定の労働力として留学生を用いるの
であれば，時間制限があることからも人数の確保
したうえでの活用となってくる。なお，留学生の
アルバイト採用や退職であっても就労資格（一部
を除く）と同様に，「外国人雇用状況の届出」の
ハローワークへの提出が企業に義務づけられてお
り，そして留学生の就労時間や教育機関での活動
などにも配慮した対応が企業に求められてくる。

② 外国人労働力
厚生労働省（2023）の「外国人雇用状況（令和

4年(2022)10月末現在）｣(38)から産業別外国人労
働者の推移をグラフ7で示した。就労可能な在留
資格を有している外国人労働者総数は2008年の約
50万人から2022年の約180万人へ14年間で3倍強
に増加している。この間のインバウンドも2008年

の約840万人からコロナ禍直前の2019年の約3,200
万人に急増している。外国人労働者数は2019年後
半からのコロナ禍では各国の出入国が厳しく制限
されたこともあってか変化を見せていなかったが，
2022年に入ると日本ではまだ水際対策が取られて
いたにもかかわらず10万人弱の増加を示している。

「宿泊業・飲食サービス業」は2019年から2020年
は約4千人減少し，2020年，2021年の2年間はそ
のまま同数で推移したが，2022年にはそれまで最
も多かった2019年の20万7千人より2000人多い20
万9千人となった。2022年の20万9千人のうち約
9割を飲食サービス業が占め，宿泊業は1割弱の
約2万4千人となっている。なお，ホテルと旅館
などの業態別の人数までは分かっていない。

この宿泊業の外国人労働者約2万4千人の内訳
となる就労資格別の人数は不明だが，職種対応が
広い就労資格の「技術・人文知識・国際業務」や
外資系ホテルチェーンなどでの「経営・管理」，
そして熟練した調理士などが対象の「技能」など
が中心となっていると考えられる。出入国在留管
理庁の2022年6月の在留資格別在留外国人数で

「技術・人文知識・国際業務」が3番目に多い
300,045人としたが，同資料内での「技能」は

コロナ禍後のホテル業における人手不足状況
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39,111人，「経営・管理」が29,385人と，「技術・
人文知識・国際業務」の1割前後の人数となって
いる。

次に，単純労働を行う職種にも関わる就労資格
となる「特定技能」について見てみる。宿泊分野
での「特定技能」の取得には以下の基準や条件な
どが設けられている。（出入国在留管理庁「特定
技能ガイドブック｣(34)からの宿泊分野の一部を抜
粋）

〇従事する業務
・フロント，企画・広報，接客，レストラン

サービス等の宿泊サービスの提供
〇人材基準

・日本語試験：国際交流基金日本語基礎テス
ト，又は，日本語能力試験 N4 以上

・技能試験：宿泊業技能測定試験
〇受入れ機関に対して特に課す条件

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な
協力を行うこと

・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な
協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託する
に当たっては，上記条件を満たす登録支援
機関に委託すること

・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者で
あること

・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

就労を希望する外国人がクリアしなければなら
ないものとして「人材基準」，雇用主となるホテ
ル等の企業が対応しなければならないものとして

「受入れ機関に対して特に課す条件」が設けられ
ている。特に，人材基準には「留学」でも設けら
れている日本語試験があり，それ以外として対象
産業ごとの技能試験など他の就労資格には無い条
件が設けられている。

人材基準で設けられている一般社団法人 宿泊

業技能試験センターが実施している「宿泊業技能
測定試験｣(39)にある学科試験の過去問に目を通し
てみた。日本語で書かれた問題には日常的なホテ
ルの業務内容を問うものから，筆者が行っている
授業でもしっかりと説明をしないと学生の理解を
得られない用語なども含まれていた。この基準と
条件をクリアした外国人が就労資格となる「特定
技能1号」を取得し，外国人労働者として行う業
務のなかに「接客，レストランサービス等の宿泊
サービスの提供」に伴う単純労働が含まれている
という解釈ができるのではないだろうか。この就
労資格は，前述した通り，人材不足対象者レベル
の知識や経験等を外国人労働者に求めていると考
えられることからも，人手不足解消に向けた外国
人労働者を雇用主企業の求めに応じて，あるいは
一定数になるまで日本に受け入れることを目的と
した就労資格ではないことが改めて分かってくる。

これまでの「特定技能1号」の取得者数につい
ては，令和4年(2022)3月末時点の出入国在留管
理庁（2022)(40)が発表している資料（表12）があ
る。特定技能1号取得の在留外国人総数が64,730
人，その内最も多い介護業が7,019人，次いで建
設業の6,360人，外食業2,312人などとなっている。
宿泊業分野は12分野中11番目となる124人，そし
て最も少ない航空業が49人となっている。国籍・
地域別ではベトナム出身者が総数の60％強となる
約40,000人で，2番目に多いフィリピンの約6倍
の人数が来日している。その他としている国・地
域を除くと，東南アジア諸国からの労働者が総数
の90.2％，分野別では自動車整備分野の97.1％が
最も多くなっており，宿泊分野では58.1％，外食
業74.7％，航空業が34.7％となっている。なお，
ベトナム人は「技能実習」でも最も多い人数を示
している。

前述したとおり，特定技能1号には政府が示し
ている5年間での受け入れ見込み数がある。5年
後の人材不足見込み数とされているもので，コロ
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ナ禍の影響を受けた2023年に人数変更が行なわれ
た。一部の分野を除き人数の引き下げが行なわれ

（観光庁，2023)(41)，宿泊業は22,000から11,200
人（2023年10月時点）となった。その他として，
外食業の30,500人，航空業1,300人，最も多い介
護業が50,900人，建設業の34,000人などとなって
いる。

以上から，ホテル業を含む宿泊業で就労する外
国人労働者数は増加してきているが，多くは熟練
者や専門的な業務を行なう「技術・人文知識・国
際業務」などの従来からある就労資格によるもの
で，人手不足の解消や単純労働が可能となる「特
定技能1号」を取得した外国人労働者は，宿泊業
で就労資格を持つ外国人労働者全体の約5％とい
う実態が見えてくる。そして，宿泊分野での「特
定技能1号」取得者数は特定産業分野のなかでも
少数派に位置している現状がある。

また，同資料では総数64,730人の特定技能1号
の在留資格を持つ外国人労働者の都道府県別およ
び特定産業別の人数も示している。宿泊分野124
人の所在地を見ると，33の都道府県で雇用されて
おり，岐阜県が最も多い19人，次いで長野県の9

人，北海道8人，茨城県7人，沖縄県6人，新潟
県，京都府，鳥取県5人となっている。その他と
して東京都4人，千葉県1人，愛知県3人，大阪
府3人，福岡県2人となっており，神奈川県は0
人となっていた。この資料からでは宿泊分野とし
か分からないが，ホテル数の多い東京都や大阪府
などの大都市圏のホテルで，外部企業等を含めて
も就労している「特定技能1号」取得者は少ない
ことが分かる。

3 米国とEUの外国人労働力
本稿では日本のホテル業の人手不足状況を取り

上げているが，同様の状況は日本以外の国におい
ても見られている。時期的にはコロナ禍直前の米
国内の状況と思われるが，デロイトトーマツ

（2019）の「米国業界展望2019旅行・ホスピタリ
ティ｣(42)のレポートによると，「旅行およびホス
ピタリティ業界において，人材逼迫は目新しい課
題ではないが，現在の不足は前例のない規模であ
る。米国では，大不況が最も深刻化した頃，ホス
ピタリティ業界には約35万3千人分の求人があっ
た。2018年現在，旅行業界の成長に伴い，その数

コロナ禍後のホテル業における人手不足状況
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表 12

国籍・地域 総数 介護
ビルク
リーニ
ング

素形材
産業※

産業機
械製造
業※

電気・
電子情
報関連
産業※

建設
造船・
船用工
業

自動車
整備 航空 宿泊 農業 漁業

飲食料
品製造
業

外食業

ベトナム 40,696 3,445 521 2,513 3,834 2,319 4,547 359 480 15 44 3,830 177 17,129 1,483

フィリピン 6,251 698 96 335 778 328 601 1,125 407 2 3 891 9 950 28

インドネシア 5,855 981 67 492 820 167 370 140 14 0 12 1,284 494 970 44

ミャンマー 2,944 647 75 56 45 113 113 10 49 0 12 162 0 1,514 148

タイ 1,339 28 4 246 130 88 88 48 2 0 1 317 0 365 22

カンボジア 1,298 59 28 13 14 2 141 3 5 0 0 741 0 289 3

上記計 58,383 5,858 791 3,655 5,621 3,017 5,860 1,685 957 17 72 7,225 680 21,217 1,728

上記構成比(％) 90.2 83.5 94.3 93.0 93.4 92.6 92.1 85.5 97.1 34.7 58.1 88.6 94.7 92.3 74.7

中国 4,546 391 12 260 369 217 406 286 7 2 7 742 38 1,608 201

ネパール 855 518 19 0 1 0 38 0 4 14 25 61 0 55 120

その他 946 252 17 13 30 24 56 0 18 16 20 125 0 112 263

総 数 64,730 7,019 839 3,928 6,021 3,258 6,360 1,971 986 49 124 8,153 718 22,992 2,312

データ元：出入国在留管理庁の資料を基に筆者作成
※素形材，産業機械，電気・電子情報関連は1つの分野として扱われている。



は113万9千人に膨れ上がっている。技能労働と
単純労働のいずれについても人材不足が広がって
いる。例えば，航空業界は，乗務員不足によって
路線拡大が難しい状態にある。小規模なローカル
キャリアの中には，パイロット不足のため運航を
中止しているところもある。」としている。日本
でも単純労働だけでなく，LCC の拡大などを理
由としたパイロット不足の報道がコロナ禍前に行
われていたと記憶している。

さらに同レポートは続けて，「これは米国だけ
ではなく，多面的でグローバルな問題である。フ
ランス，ドイツ，英国，そしてポルトガルでも，
同様の事態に苦戦している。新規雇用のため，ホ
テル，レストラン，およびその他の旅行関連業者
は収益の25％から30％（数年前の15％から上昇）
に相当する賃金引き上げを余儀なくされている。
したがって，旅行業界の収益は拡大しているもの
の，営業費の増加が利益率を圧迫している。移民
政策の変化が問題を悪化させる可能性もある。全
米人口に占める移民の割合は13％に過ぎないが，
ホテルおよび宿泊業界では労働力の31％，レスト
ラン業界では22％を占めている。」としている。
このなかで記載されている「新規雇用のため，ホ
テル，レストラン，およびその他の旅行関連業者
は収益の25％から30％（数年前の15％から上昇）
に相当」としている金額規模は分からないが，書
かれている賃金の引上げ事由やタイミングなどは
日本のホテル業などでは見られない対応である。
また，後述するが，米国のホテルは移民の受け入
れ先業界として，そしてホテルにとっても移民が
労働力源として欠くことができない存在となって
いることが分かる。

米国のコロナ禍後の労働力状況については，労
働力不足とする報道や論調は見受けられるが，解
消の見込みを唱える見方も出てきている。栂野

（2022)(43)によると「米国では，労働力人口が今
年に入ってからコロナ禍前の水準を回復。米国人

労働力のうち中高年層（45歳以上）では，コロナ
ショック直後に増加した早期退職者の職場復帰が
進んでおらず，コロナ禍前から200万人減少。一
方，外国人労働力がほぼ同数増加。外国人労働力
は，バイデン政権が前政権よりも移民希望者に寛
容であることや，コロナ禍の水際対策が緩和され
たことを背景に，2021年央以降急速に増加。今後，
中高年層の職場復帰が進まなかったとしても，移
民の流入が続けば，労働需給を緩和させる見込み。
試算によれば，外国人労働者がコロナ禍前のトレ
ンド並みに増加した場合，2023年末には労働需要
超過の度合いがコロナ禍前の水準まで低下し，人
手不足は概ね解消。」としている。「職場復帰が進
んでおらず」などはコロナ禍後の日本でも産業や
企業によっては言われていることだが，このなか
でも注意を引くのが外国人労働者とされる移民の
存在であり，移民の流入が労働需給を緩和させる
見込みとしていることである。

コロナ禍前のことだが，米国政府の移民政策に
関して意見を求められていた米国系ホテルチェー
ンの幹部の映像があり，その幹部は移民政策が与
える自社ホテルの労働力への影響について語って
いた。筆者も1980年代後半から2000年にかけて，
米国系ホテルチェーンの人達と労働力に関する情
報交換を行っていたことがある。広大な米国内で
は，労働力源となる状況はホテルの所在地によっ
ても異なると承知していたが，単純労働とされる
職種に関わる労働力不足感は所在地に関わりなく
当時も持たれており，労働力源としての移民の存
在を大きいとするホテルは多かった。なお，労働
力不足とする職種はウエイター・ウエイトレスや
ハウスキーパーなどであり，米国のホテルも日本
のホテルも共通している。

また，ニューヨークにある大型ホテルでは，移
民とは別に J1 と呼ばれる米国のインターンシッ
プビザを取得させた日本人を含む外国人学生を継
続的に活用していた。ホテルのフロントではその
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ような外国人インターンシップ生や在留資格まで
は分からないが，海外にある同系列のホテルなど
からの外国人スタッフが一定期間の契約で勤務し
ていた。外国籍であるスタッフがフロントで外国
語となる英語を用いて日常業務を行い，同一言語
圏からのゲストには母国語を用いた対応を行うこ
とは，労働力としてというレベルではなく，ホテ
ルの立派な「売り」となるオペレーション体制を
築き上げているように見えた。米国系大手ホテル
チェーンのニューヨークにあるホテルであること，
そしてそこで働く機会を得た外国人にとっては米
国内で合法的に就業実績を積むことが出来る貴重
な機会として受け止めていたに違いない。受け入
れの窓口となっていた当該ホテルの人事関係者は
外国人労働者の雇用に伴う諸課題はあるとしなが
らも，継続したいシステムとして捉えていた。労
働力の31％を外国人労働者となる移民が占めるな
ど，そこにあった労働力源や労働力確保の仕組み
などは日本のホテルとは全く異なるものがあった。

ヨーロッパにおいては，1993年に欧州連合条約
が発効され，EU が創設された。駐日欧州連合代
表部のホームページ（2022)(44)冒頭で，「欧州連
合（EU）は独特な経済的および政治的協力関係
を持つ民主主義国家の集まりです。EU 加盟国は
みな主権国家であるが，その主権の一部を他の機
構に譲るという，世界で他に類を見ない仕組みに
基づく共同体を作っています。現在27カ国が加盟
しています。」と説明しており，人口は5億人を
超えるとしている。EU 圏内の経済大国ドイツの
人口約8,300万人（外務省2021)(45)は日本の人口
よりも約4,000万人少ないが，自国の人口の6倍
強にあたる外国人が圏内を自由に移動し，ドイツ
を含む圏内どの国においても居住し，働くことが
できるようになっている。

このヨーロッパに関しても勤務上でこのような
ことがあった。EU が創設され，域内における労
働が自由化された1993年以降だと記憶している。

自由化は EU 圏内の住民が EU 圏内にある企業に
限定されたものだが，当時，成田に到着したばか
りの EU 圏内からと思われる外国人旅行者から筆
者が勤務するホテルでの就労を希望する電話を月
に数本受けた。電話の内容はどれもが日本での旅
行滞在期間中での短期就労を希望するものだった。
アルバイト感覚で滞在費の足しにすることを計画
に入れたうえでの訪日だったのかもしれない。日
本では就労できないことをその都度説明しなけれ
ばならなかったが，EU 圏内の住民は単純労働と
いったことなどに関係なく圏内どこでも就業の機
会を得ているという，日本の社会構造とは全く異
なるものを EU は作り上げたということを印象付
けられた電話でもあった。日米欧の労働政策や労
働力市場を単純に比較することはできないが，労
働力を確保する一企業の立場から見ると，日本の
ホテルでは全く考えられない労働力源や労働力確
保の仕組みなどを米国内そして EU 圏内のホテル
は当時もそして今も持っていることになる。

Ⅲ．見通しと考察

1 機械化，脱人間化の流れ
野村総合研究所（2015）が英国オックスフォード
大学との共同研究結果として発表したニュースリ
リース(46)のなかで，「10～20年後，日本の労働人
口の約49％が人工知能やロボット等に代替される
ことが可能。」としており，代替の可能性の高い
100の職種を提示している。調査目的は，予測さ
れる日本の人口減少に伴う労働力減少下において，
人工知能やロボット等を活用して労働力を補完し
た場合の社会的影響としており，100の職種はそ
のなかで示されたもとなっている。高いとされる
職種には「一般事務員」や「受付係」，「電車運転
士」などと共に「製パン工」「ホテル客室係」な
どがある。ここでいうホテル客室係とはハウスキ
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ーピング職に代表される客室清掃業務ではなく，
チェックインやチェックアウトなどを行うフロン
ト業務ではないかと考えている。ホテル業におけ
るフロント業務と言えば，「ホテルの顔」と呼ば
れてきた職種で，新規学卒者が将来目指したいと
する，知識や経験が必要とされてきた職種でもあ
る。また，この調査では代替が低い100種の職業
も併せて示されている。そのなかには「観光バス
ガイド」「旅行会社カウンター係」「ソムリエ」

「レストラン支配人」などがあり，「サービス志向
性が求められる職業」などが人工知能やロボット
等での代替が難しいとしている。

この調査実施時期から10年から20年後といえば
間もなく迎えることになる。ホテル業においても
既に自動のチェックイン・チェックアウト機やレ
ストランでの給仕ロボットはもとより，予約から
支払いまで行うウェブシステム，そしてレベニュ
ーマネジメントにおける AI の存在など機械化・
脱人間化の流れは大変重要なものであり，一定の
労働力と役割を担う存在になってきている。代替
の可能性が高いと指摘されたフロント業務では，
H.I.S. ホテルホールディングス株式会社(47)が野村
総合研究所と英国オックスフォード大学の調査結
果が発表される数か月前に「変なホテル ハウス
テンボス」を開業している。そこでは，フロント
業務をはじめとしたユニフォームサービス（荷物
運び等）業務などを機械化しており，人からロボ
ットへの労働力の代替化が実際に行われ，マスコ
ミなどでも紹介されていた。なかでも恐竜や女性
の容姿をしたロボットが日本語の他，英語，韓国
語，中国語を用いてフロント業務を行うという光
景は珍しさやエンターテインメント性も加わり業
界の内外を問わず注目が集まったと考えている。
この多言語を業務上で扱うことができるスタッフ
を採用することや，既存のスタッフを業務で使え
るレベルまで育成する社内研修等を実施すること
は極めて難しいことである。同ホテルではこれら

のロボットなどの活用により人間による労働力を
削減し人件費を抑え（nippon.com，2018)(48)生産
性を向上（Wikipedia，2023)(49)させるとしてい
る。

機械化・脱人間化の道を探る産業界の動きは，
生産労働人口が継続的に減少していくなか，それ
ぞれの産業や企業での人手不足状況によっては，
今後より一層重要で活発なものとなっていくのだ
ろう。ホテル業も例外ではなく現有の労働力の有
効活用，労働力確保の見込み，代替となる機械化
や脱人間化の流れがどこまで進み，いつ自社ホテ
ルでの取り入れを行なうかなどの判断は今後さら
に求められてくると考えられる。なお，今の期待
先としてあるのは，現状事例で紹介した人手不足
業務の代表でもある客室清掃での，髪の毛一本な
いシーツのピンと張ったベッドメーキングや，湯
垢・水滴ひとつないバスルーム清掃などでどこま
で脱人間化が図れるかということではないだろう
か。

これに関連して，2023年 11月9日の NHK
NEWS WEB 版（2023）に経済産業省が行なう中
小企業の人手不足改善支援策に向けた動きとして
今年度の補正予算に1000億円を盛り込むという記
事(50)があった。記事の一部を抜粋すると「労働
人口の減少を背景に企業の間では人手不足が深刻
化し，とりわけ中小企業では人材の確保が難しく
なっていることが，事業の拡大の足かせとなって
います。こうしたことから経済産業省は，地方の
中小企業などが業務の省力化につながる AI やロ
ボットなどの導入を後押しする，新たな支援策を
始めることになりました。（中略）外食や宿泊と
いったサービス業では，清掃や接客などの業務を
効率化するロボットが主な対象となります。（中
略）中小の事業者が導入費用の50％の補助を受け
られる仕組みを整備する方針で，今年度中にも支
援を開始したいとしています。」としており，宿
泊分野の清掃業務でのロボットも対象となってい
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る。地方や中小企業を対象としているこの動きが，
今後どのような影響を都市圏のホテルなどにも与
えてくるのか関心を持っている。

1982年に出版され日本でも翌1983年に翻訳出版
されたジョン・ネイスビッツ（John Naisbitt）著
作の『メガトレンド』（Megatrends)(51)という本
があった。未来を予想したこの本には未来のトレ
ンドが示されており，そのなかに“High Tech,
High Touch”という言葉があった。1980年代後
半の米国滞在時にこの本をテキストとした授業を
受け，ホテルビジネスと関わるレポートを書いた
記憶がある。その時以来この“High Tech, High
Touch”は印象に残っている。石井（2014)(52)は

「技術化が急激に普及してきた社会では，人々は
その反動で非常に人間的な価値システムを発達さ
せようとするだろう，と予測している。」と，こ
の本のポイントとも思える一文を取り上げている。
今から40年以上も前に書かれたものだが，野村総
合研究所と英国オックスフォード大学が発表した
代替の可能性の高い職種，低い職種にもつながっ
ているように感じている。

そして，これからのホテル業における商品とサ
ービス，それらを提供する労働力としての人間の
存在と機械化や脱人間化のあり方について，しっ
かりと「考える」ことの必要性を投げかけている
言葉にも見えてくる。既にホテルで活用されてい
るロボットなどはあるが，石井も触れている

「人々はその反動で非常に人間的な価値システム
を発達させる。」というものが具体的にどういう
ものになるのか，今の機会だからこそ考えを巡ら
せてみても良いのかもしれない。例えば，ホテル
のブランドが上がるのに伴い「人間味」が濃くな
るなど，そのホテルブランドならではの差別化さ
れたロボットの登場と活用，そしてそのことを期
待する消費者が現れてくるのかもしれない。当初
こ の 本 を 読 ん だ と き は，“High Tech, High
Touch”は相反するものと解釈した。しかし，共

存してこそ更に価値を発揮するものではないかと
も考え始めている。

2 労働力源とホテルの新規開業計画
日本のホテル業の労働力に関わる情報やデータ

で，本稿で触れてきた主なものを以下にまとめた。
〇総人口の減少に伴い生産労働人口（15歳～64

歳）も減少し2060年までは続くとされている。
〇人手不足と言われたバブル期間の生産労働人

口は年平均約8,400万人，期間中に約300万人
増加している。一方，現在は約7,200万で今
後も継続的に減少していく。

〇コロナ禍後の「旅館・ホテル」の人手不足状
況を示す値は正社員・非正社員ともに産業別
に見ると2番目に高く，2021年7月以降の増
加率は最も高い値を示している。

〇コロナ禍後の「旅館・ホテル営業」施設数お
よび客室数は当面の増加が予想される。

〇宿泊業の就業者の年齢別構成割合は10代，20
代，60代そして70代が高く，30代，40代，50
代は低くなっている。特に，30代が低く，60
代が高くなっている。また，平均年齢は産業
別で若い値となっている。

〇宿泊業・飲食サービス業の常用雇用者（正社
員，パート・アルバイトなど）を対象とした
月間総実労働時間は全産業中最も短くなって
いる。理由としては，就業者に占めるパー
ト・アルバイトなどの割合が高いことが考え
られる。

〇宿泊業・飲食サービス業の月額賃金は産業別
で最も低い金額となっている。また，初任給
も全国を対象としたものでは男女ともに産業
平均より低く，産業別の下位に位置している。

〇宿泊業の入職率および離職率は産業別でとも
に高く，平均勤続年数は短い値となっている。
特に，高卒者そして大卒者ともに新規学卒者
の3年以内離職率は産業別で最も高くなって
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いる。
〇宿泊業の労働生産性は産業別で2番目に低い

値となっている。
〇国内で就労する産業別外国人労働者数のうち
「宿泊業・飲食サービス業」は約20万9千人。
その1割弱にあたる2万4千人が宿泊業とな
っている。

〇在留資格「特定技能1号」の発給人数として
政府が設定する宿泊業の見込み数（＝人材不
足見込み数）は5年間で11,200人。その「特
定技能1号」を宿泊業で取得した外国人労働
者数は124人，産業分野別で2番目に少ない
人数となっている。

〇宿泊業で「特定技能（1号）」を取得してい
る124人のうち，最も多い国籍はベトナム人
の44人。その124人の日本国内の居住地で最
も多いのが岐阜県の19人，以下長野県9人，
北海道8人，となっており，東京都4人，千
葉県1人，愛知県3人，大阪府3人，福岡県
2人，神奈川県は0人となっている。

⑴ 労働力としての外国人雇用，当面の見通し

ホテルの労働力にはホテル雇用のスタッフはも
とより業務委託先などとなる外部企業のスタッフ，
配ぜん人紹介所からの紹介を受けたスタッフなど
がある。単純労働を行う職種のスタッフ人数はホ
テルによって異なり，当然のことだが，どこかの
スタッフが必ず行っている。最近，ホテルの雇用
ではない外部企業などのスタッフに外国人労働者
が増えてきているように感じている。東京などの
都市圏ではこのような外部企業や配ぜん人紹介所
は多くある。外部企業のホテルへの派遣スタッフ
募集，配ぜん人紹介所の登録スタッフの募集など
は，それぞれの企業が行うのでホテルが採用過程
に関与することは無い。従って，ホテル内で就労
している外国人労働者を含む外部企業のスタッフ
数などがホテル雇用の従業員数として扱われるこ

とは通常無い。一方で，外部企業や配ぜん人紹介
所の数が少なく，すべての労働力確保を自前でや
らなければならない地方のホテルなどでは，ホテ
ルが全ての職種を対象とした募集を行なうことか
ら，そのなかに外国人労働者も含まれ，ホテル雇
用としての外国人労働者数も必要に応じて増えて
くることになる。

今後，ホテル雇用や外部企業からの派遣などに
関係なく，人手不足とされている業務を行う労働
力として，日本人確保の見通しが現在より更に厳
しくなった時など，外国人労働者へ向けられる関
心は，前述した通り，強くなっていくと考えてい
る。その時，「永住者」や「定住者」あるいは就
労資格ではないが「留学」ビザなどを持つ留学生
などを，うまく活用していくという方法もあるだ
ろう。しかし，それらの在留資格を持つ外国人の
うち，就労可能な地域に在住する外国人数は例年
ほぼ一定化しており，新たな労働力源として見込
むことができる範囲は限られていると考えている。

他産業での就労やホテル数の増加なども想定し，
単純労働業務に従事する一定数の外国人労働者を
継続的かつ安定的に雇用していくことを予定する
のであれば，現在の就労資格では「特定技能1
号」の取得者が外国人労働者の中心になってくる。
そして，この就労資格は日本国内での転職も制度
上可能とされているが，制約もあり難しいとされ
てもいることからも，外国人労働者は海外に求め
ることになる。更に，「特定技能1号」の在留期
間が最長5年間と定められていることからも，受
け入れに向けて舵を切った後は，新たな労働力源
確保の見通しがつくまで，あるいは不測の事態な
どが発生してこない限りは継続的な採用活動を行
っていくことになる。

しかしながら，外国人労働者の採用に踏み切っ
たとしても，超えなければならないハードルは高
いと考えている。「特定技能1号」取得で設けら
れている条件等については前述した通りである。
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そして，「特定技能」だけではなく「技能実習」
の宿泊分野を含めたこれまでの取得者数が少ない
現状にも触れてきた。この背景には受け入れを希
望するホテル数が少なかったこともあるのだろう。
しかし，日本という国や宿泊業が就労先や実習先
として外国人のなかでの優先順位が高くないこと
も国によっては考えられる。さらに，最近の円安
をめぐる報道のなかでも言われているが，賃金は
就労先選択時の重要な要素だが，日本の賃金レベ
ルは他国と比べても低くなってきている。

日本では2023年10月から「地域別最低賃金」が
4.5％引き上げられ，全国加重平均で時給1,004円
となった。一方，海外に目を向けると，オースト
ラリアは最低賃金の時給を2023年の7月1日から
8.7％引き上げた23.23オーストラリアドル，日本
円にして約2,200円となった（JETRO，2023)(53)。
そして隣国の韓国は9,620ウォンの約1,060円とな
っている。このオーストラリアの引上げ率8.7％
は今回の日本の引上げ率4.5％のほぼ倍となって
おり，日本との今後の金額差は気になるところで
もある。為替レートによる変動はあるものの，日
本は2か国よりも低い最低賃金額となっている。
就労先となる国や職業の決定要因にはそれぞれの
国の受け入れ方針はもとより賃金以外の生活物価
なども考えられ，実際の賃金も最低賃金以上が設
定されるのかもしれない。しかし，最近では，ワ
ーキング・ホリデーを利用したオーストラリアで
の高い賃金が得られる就労を希望する日本の若者
が現れるなど，日本の賃金レベルでの優位性は保
たれていないということは承知しておく必要があ
るだろう。

一定数の外国人労働者を継続的に確保していく
ことになれば，賃金以外にもそれ相当の受け入れ
体制が整っていることが前提となってくる。日本
のホテルで働くことの魅力やメリットなどを伝え
るとともに，賃金レベルを含めた労働条件の整備，

「特定技能1号」などの就労資格取得に向けたサ

ポート体制の確立，日常業務や生活等で求められ
る日本語能力やサービス方法等に関する研修体制
など，必要となることはいろいろ考えられる。時
間や費用などを必要とするものも少なくないだろ
う。必要人数を満たす，より良い外国人労働者の
採用と円滑な受け入れ，そして支障なく雇用して
いく為にはホテル企業単体での受け入れ体制の確
立はもちろんのこと，業界団体や外部企業，配ぜ
ん人紹介所などを含めた組織体としての対応が必
要になってくると考えている。国家間レベルでは
あるが，「EPA 看護師・介護福祉士｣(54)でのイン
ドネシアやフィリピン，ベトナム3か国からの受
け入れなどは，海外からの労働力導入事例として
知られていることではないだろうか。

⑵ 労働力としての新規学卒者雇用，当面の見通

し

創設から約4年ということもあるが，「特定技
能1号」の取得状況などからも単純労働を行う職
種での外国人労働者活用に向けた動きはホテル業
界内では起きてきていないと考えられる。従って，

「留学」や「永住者」などの在留資格を持つ外国
人の雇用を除くと，人手不足の業務を含む全ての
職種がこれまでと同様に日本人労働者によって行
われていくことになる。特に，都市圏のホテルの
ホテル雇用についてはその方向性が強いように見
える。そして，正社員についてもこれまで通りの，
新規学卒者の採用に注力しながら退職者の専門性
や職位などに応じた中途採用による補充などを適
宜行っていくとするのが多いのではないだろうか。
しかし，繰り返してきたことだが，総人口の減少
は生産労働人口の減少につながり，そして当然の
こととして18歳人口の減少ももたらしてきている。

グラフ8は文部科学省（2021）と国立社会保
障・人口問題研究所のデータを基にした18歳人口
の推移(55)を示している。18歳人口は生産労働人
口（グラフ1）と同様に継続的な減少を示してい
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るが，双方の減少傾向を2020年から2050年までの
30年間で比べると，18歳人口の減少率が生産労働
人口全体の減少率を上回っていることが分かる。
見方を変えると，減少幅の大きい若年層を減少幅
の少ない中高年層がカバーし，生産労働人口全体
の減少幅を押さえているということになる。

バブル期間（1986年～1991年）との比較におい
ても，バブル期間の採用対象となる18歳人口(注
1)は1984年と1985年に減少したが，1992年のピ
ークに向けて増加傾向を示している。一方，現在
の2023年以降は継続的に減少していく。そして，
バブル期間5年間の18歳人口の1年間平均が約
195万人だったのに対して2025年から2030年5年
間の1年間平均は約106万人となりほぼ半減する
ことになる。コロナ禍からの回復に伴い企業の採
用意欲はコロナ禍前の状態にまで戻り，学生の就
職活動も従来の行動パターンに戻ってきていると
した。ホテル業界においても，学生に名の知られ

たホテルはこれまで通りの学生数を会社説明会等
に集め，採用活動を進めていくことが当面はでき
るのだろう。しかし，18歳人口数が減少し，一方
でホテル数が増えていくなかでは，そのようなホ
テルであっても，採用予定数を満たした新規学卒
者の4月入社を待って対応してきた労働力体制の
整備などは，年々難しくなっていくことが予想さ
れる。

このような状況のなか，前述した通り，インタ
ーンシップを受け入れるホテル数が増え，それに
併せるようにホテルでインターンシップを行う学
生数も増えてきているように感じている。そして，
このインターンシップに参加した学生の一人でも
多くがインターンシップ先ホテルの会社説明会参
加に結びつくことができればと考えている。文部
科学省（2021)(56)では1996年にインターンシップ
を行った大学数は104校としている。その後，
2014年には学校数最多となる740校，参加人数
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データ元：文部科学省および国立社会保障・人口問題研究所の資料を基に筆者作成
注1：バブル期間内に大学や専門学校卒業年を迎えると考えられる入学者
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580,365人となり，2019年は学校数が563校に減っ
たが，参加人数では最高となる634,644人となり，
2022年は489校，50,899人と推移している。この
2022年の減少についてはコロナ禍の影響を受けた
値と推察している。

ホテル業界のインターンシップ（1 day 等は除
く）あるいは実習と呼ばれるものに目を向けてみ
ると，日本ではホテルの専門学校などが歴史的に
も長く，これまでに多くの学生が行ってきている。
卒業までの間に数回，そして1回につき数か月間
というやり方が多いのではないだろうか。大学生
は卒業までに1回，期間も短く人数も専門学校生
より少ないと考えられる。ホテルのインターンシ
ップで大学生が行うことは,専門学校生やアルバ
イト学生と同様の日常業務中心の内容で，労働力
として位置づけが多いと承知している。このよう
な労働力として行われてきた背景には，業務未経
験の学生でも対応可能な単純労働を中心とした業
務内容が多かったこと，そしてホテル側のこれま
での労働力状況でのニーズに沿っていたこともあ
る。

一方で，インターンシップの学生を労働力とし
ていない，あるいは労働力とすることが難しい産
業や企業では，一定期間のプログラムを通して学
生は就職先としての情報収集，そして企業は採用
対象としての人物像評価などをそれぞれが行うこ
とを目的としていると考えている。米国のホテル
にはインターンシップ学生の受け入れとは別に，
大学でホテル経営などを学ぶ学生のなかから，選
ばれた学生を対象としたマネジメント職での採用
可否を判断するためのマネジメントトレイニープ
ログラムというものがある。これは，トレイニー

（学生など）が決められた職種を数週間ごとに経
験し，その過程を通して評価されていく1年前後
のプログラムとしているところが多い。上記の労
働力として見込まないインターンシップのプログ
ラムは，期間は米国のそのプログラムに比べて短

いが，参加学生の人物像や採用の可能性を探るな
ど，プログラムの方向性はマネジメントトレイニ
ープログラムと似ていると考えている。

アルバイト感覚でインターンシップに参加する
学生もなかにはいるが，参加する学生は関心を持
っている仕事内容や就職先としての職場の様子な
どを，インターンシップ先企業での体験を通して
見ようとするなどの目的意識を持っていることが，
学生自身がアルバイトを行う時やアルバイト学生
とは異なっていると考えている。数は少ないが，
インターンシップに参加した学生がインターンシ
ップ先ホテルの会社説明会等に参加することがあ
る。そのような学生はインターンシップでの目的
がある程度は達成したことが参加を決めた要因に
なっているようである。日頃からホテルでアルバ
イトを行っている学生が，就職先として関心を持
っている別のホテルでインターンシップを行うこ
とがあるが，「忙しかった」や「アルバイトの時
と同じような経験だった」で終えたインターンシ
ップの後，他業界に就職活動先としての軸足を傾
けていくことは珍しいことではない。

これまで「労働力」としての受け入れを行って
きたホテルやそれぞれの職場に，インターンシッ
プの学生とアルバイト学生への異なった対応など
を求めることは容易でないことは承知している。
しかし，既に行っているホテルもあるようだが，
インターンシップの学生を特別扱いするというの
ではなく，自社ホテルに必要な人材かどうかを見
定めるプログラムとしてなど，「労働力」以外の
目的も持ったインターンシップの今後の在り方に
ついて再考しても良い時期を迎えていると考えて
いる。この先，18歳人口の減少はもとより，イン
ターンシップでの内容などが学生のインターンシ
ップ先企業の選択や人数に影響を与えてくること
も考えられる。

採用過程の最初のステップとなる会社説明会な
どにそのホテルでインターンシップを経験した学
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生が参加してくることは，そのホテルの仕事内容
はもとより自身の近い将来の職場としての一定の
理解を得た学生が応募していることでもある。会
社説明会などでなるべく多くの学生を集め，そこ
から内定者を出していくことはこれまで通り大切
なことだが，同時にそのホテルでインターンシッ
プを経験した学生が一人でも多くそこに参加して
くることも大切になってくると考えている。数を
見込むことは難しいと考えるが，そのような学生
が一人でも多くなることは，既に始まっている18
歳人口の減少への対応としてだけではなく，入社
後間もない時期でのミスマッチ等による離職者数
を減らすこと，そして労働力の維持にもつながる
一つの施策ではないだろうか。

なお，新規学卒者を対象とした採用として，単
純労働の職種との関連性は低いが，「ジョブ型雇
用」がさまざまな産業そして企業において人材確
保を目的として導入されてきている。専門性に特
化した職務の限定や成果型を重視した賃金体系の
導入など，一部の新規学卒者を対象とする採用方
法がホテル産業のなかで取り入れられる可能性は
現状では高くないだろう。しかし，新規学卒者に
関わらず「ジョブ型雇用」に関するホテル産業内
での今後の捉え方などについては，未知数なとこ
ろがあると考えている。

⑶ これからのホテル新規開業計画

一般財団法人日本職業協会が「職業行政安定
史」（1988)(57)のなかで，バブル期よりも前の

「いざなき景気」を含む高度経済成長期（1955年
～1973年）当時の労働力不足への対応について次
のように記載している。「昭和30代後半からの若
年労働者や技能労働者の不足は，一段と厳しくな
った。その影響を受けて，一般労働市場でも求人
が増え，人手不足の時代が訪れた。労働力の需要
がひっ迫すると，労働力の給源の開拓と労働力の
有効活用が重要な課題となる。男子から女子へ，

さらには家庭の主婦へ，給源の幅は拡がる。若年
層の不足は中高年層で補うことになる。昭和40年
から45年の間の女子雇用者の伸びは25.5％で，男
子の伸び（15.6％）を大きく上回った。変化の第
2は，労働者の異動の活発化である。これまで企
業間の異動は，終身雇用制などの関係から，あま
り活発とはいえなかった。企業の規模の知何を問
わず労働力の不足が深刻になったため，よりよい
条件を求めての規模間の異動が目立つようになっ
た。」と，当時の状況と経過を説明している。

当時の生産労働人口や18歳人口，企業定年が55
歳だったことなど社会構造や労働に対する国民意
識などには今とは異なる点が多々あると考えられ
るが，人手不足時の対応先として目が向けられて
いる労働力源は，外国人を除くと現在と変わって
いない。そして，現在はそれらの労働力源を増や
す施策が検討あるいは実施されてきている。たと
えば，「女子雇用者」は1985年施行の「男女雇用
機会均等法」，「家庭の主婦」については現在議論
されている「年収の壁」，「中高年層」については

「65歳までの雇用延長」などが現代版施策という
ことになるだろう。なお，「年収の壁」は家庭の
主婦だけではなく，保護者の扶養の範囲内でアル
バイトを行っている学生など，若年労働者の労働
時間にも影響を与えることでもある。また，「労
働者の異動の活発化」については，ホテル業では
既に業界内でも起きていることとして前述した。
そして，繰り返しとなるが，これらの施策は新た
な労働力源ではなく，現有労働力の拡大維持につ
ながるものとして期待されていると考えている。

先日行ったレストランで「本日スタッフ不足の
ため，大変申し訳ありませんが，〇〇〇メニュー
のみ提供させていただきます。」という表示がメ
ニュー脇に置かれていた。日経 MJ（2023)(58)に
は，「ホテル清掃『時給2000円』ニセコの今冬採
用，客数増で過熱」というタイトルの記事がでて
いた。北海道ニセコのホテルで客数増により清掃
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業務スタッフの時給を2000円にアップしたことに
加えて，外国人スタッフの採用も予定していると
いうものだった。また，同地域にある別のホテル
では，ベースアップに加えて「東南アジア各国で
ホテルやサービスを学ぶ学生も採用対象として検
討している。」とも紹介されていた。推測だが，
表12で示した宿泊で特定技能1号の在留資格を持
つ外国人労働者の都道府県別数で，北海道が3番
目に多い受け入れ地となっていた背景には，この
ような状況があるのかもしれない。

さらに，沖縄タイムズの WEB 版（2023)(59)に
は，「沖縄の人手不足 破格の時給2000円でも集ま
らない 国際通りの飲食店で深刻化『時給で頭悩
ませるレベルじゃない』」という記事もあった。
両方の記事に共通する時給額2000円はそれぞれの
地域の最低賃金というレベルではなく，国内では
高いとされる東京にあるホテルがアルバイト募集
等で提示している時給額と比べても高い金額とな
っている。この沖縄の記事でも女性や高齢者の次
の労働力として外国人を指摘しているが，民間ア
パートの外国人への貸し渋りが起こるなかでの行
政の役割など，外国人労働者にとって住みやすく，
働きやすい環境作りなどについても言及している。

「時給で頭悩ませるレベルじゃない」は，現在の
人手不足の深刻さと対応の難しさ，複雑さ表して
いるのではないだろうか。

新規ホテルの計画では，決められたブランドに
基づいた具体的な商品やサービス方法などの決定，
そしてスタッフィングプランが立てられてくると
いうのが大まかな流れとなっている。そして，ス
タッフィングプランに基づいた労働力の確保が行
われるなかで，マネジメント職の条件に合う人材
や一般職で決められた人数の確保に不安や困難が
生じても，「どうにかなる」「どうにかする」とい
う考えが前提にあり，実際に「どうにかなってき
た」「どうにかしてきた」というのがこれまでの
開業に携わってきた人達の感想ではないだろうか。

しかし，最近では単純労働とされる職種での人数
の確保だけではなく，開業前はもとより開業後間
もないホテルでもマネジメント職などの募集が行
われ，採用にかける時間が長くなってきているの
ではないだろうか。開業後間もない時期でのスタ
ッフ不足によるシフト作りでの支障はもとより，
商品やサービスの提供制限が生じそれらが続くこ
となどは避けなければならない。

これまでには宿泊特化型など，その時の労働力
源の状況に関わらず，人件費の削減に重点を置い
た新規ホテル計画はあり，そのようなホテルは実
存している。多額の費用を必要とするホテル計画
には先を十分に見据えた事前の検討要素がいろい
ろあるが，日本の労働力の将来に渡る推移状況は
これからのホテル計画のなかでどのような位置づ
けになっていくのだろうか。労働力確保の見通し
が労働集約度の高くなる，高級とされるホテルブ
ランドへの影響を与えることはあるのだろうか。
計画当事者以外は見えないことだが，これからの
ホテル計画や開業前後の募集動向などは，ホテル
の労働力状況と労働環境を反映したものとして見
ていきたいと考えている。

Ⅳ．おわりに

前出のデロイトトーマツの「米国業界展望2019
旅行・ホスピタリティ｣(42)では人材の獲得などに
関しても以下のように伝えている。ホテル業のみ
に視点を当てたものではなく，日本と米国では置
かれている労働力環境なども異なっているが，こ
こで指摘しているものには日本のホテル業界にも
共通すること，参考となることも示されていると
考えている。「さらなる進歩に向けて歩み続ける
には，業界，近隣の産業協会，そして官業が，そ
れぞれの重要な役割を果たしながら，協力し合う
必要がある。これら3つの主要分野で進展が見ら
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れれば，旅行業界で就職しキャリア構築しようと
考える人材を惹きつけ，恒常的に高い離職率の引
き下げを目的とした従業員エンゲージメントを高
める取組みの実施や，よりスマートで効率的な労
働力の強化に向けた新興技術の活用などを含めて，
何らかの影響をもたらすことができるだろう。」
としている。「恒常的に高い離職率の引き下げを
目的とした従業員エンゲージメントを高める取組
み」は，日本のホテルが抱える課題と共通するこ
とであり，「取組み」は労働力維持の為の従業員
満足につながる労働環境改善の動きなどに通じる
ものと解釈できる。

そして，同レポートは更に次のように続けてい
る。「旅行業界に人材を惹きつけるには，アウト
リーチ活動が必要である。既存の労働力と将来の
人材は，やりがいがあり，安定した短期的な仕事
を得る場所，そして長期的なキャリアを積む場所
として，航空，レストラン，ホスピタリティ業界
で働きたいと思わせるインスピレーションを必要
としている。業界や産業協会のリーダーは，見習
い制度や研修制度，キャリアイベント，キャリア
開発における学界および非営利団体との連携など，
様々なアプローチを活用し，この業界で働くこと
を検討の視野に入れていない教育者，保護者，学
生などに紹介することができる。」米国の旅行・
ホスピタリティ業界においても労働力の確保には
企業が積極的そして創造的であることの必要性を
唱えた内容となっている。そして，ここで書かれ
ている「アウトリーチ活動」や「インスピレーシ
ョン」などは，これからの厳しい労働力源状況に
対応していく日本のホテルにとっても「人材を惹
き付ける」ために必要となってくるものではない
だろうか。

これに関して日本経済新聞 WEB 版（2023）に
「東急ホテルズ＆リゾーツと藤田観光，人材育成
に関するコンソーシアム『T&FHospitality Lab』
を発足」という記事(60)が掲載されていた。記事

内容を引用すると「両社協働での研修の実施など，
他社の社員と合同での学びの場を設けることによ
り，双方の人材のモチベーションアップ・サービ
ス力向上を目指し，人材の確保や育成に繋げます。

（中略）ホスピタリティ産業においては人材の確
保や育成が課題となっています。（中略）『人材に
投資した企業が生き残る』という共通認識のもと，
この T&F Hospitality Lab を発足しました。」と
している。ホテル業関係者などを対象とした研修
会などはこれまでにも存在し筆者も携わってきた
が，同業者同士あるいは競合する複数のホテルが
組んだこのような形での研修会の実施は珍しいこ
とではないだろうか。主にはお互いの，同レポー
トで言うところの，「既存の労働力」の活性化に
向けた動きと解釈しているが，この協働とする動
きは独自であり，Lab として紹介されているもの
は「インスピレーション」が形になったものとし
て，今後の展開には関心を持っていきたいと考え
ている。

いくつかのホテルの労働力状況に関しては，ホ
テル関係者とのやりとりや学生達の動向などを通
してある程度は知ったつもりでいた。しかし，こ
の考察を行うにあたり，関連する情報やデータを
集めてみるとこれまでの断片的だったものがつな
がりを持って見えてきたものがあった。そして，
そこには同じ人手不足状況下だがバブル期よりも
はるかに厳しくなっている現状とこれからの向か
う先があった。本稿では，ホテル業の単純労働と
される業務と職種に関わる人手不足状況と，労働
力源としての国内においては新規学卒者，そして
国外からの外国人労働者に視点を当ててきた。ホ
テルによってはこれら以外の労働力源を主な労働
力としてきており，今後もどちらも考えていない
とするところもあるだろう。また，離職率や平均
勤続年数，外部企業との関係，人手不足の状況や
捉え方なども地域や事業規模，そしてホテルによ
ってさまざまだ。
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コロナ禍前の2019年に厚生労働省（2019）が発
表している調査結果(61)がある。グラフ9はその
調査内にある「産業別の『募集しても，応募がな
い』と回答した企業割合」を示したものである。

「飲食サービス業・宿泊業」の値が最も高く，7
割以上の企業が採用につなげることができていな
いことが分かる。グラフ中で最も低い「卸売業・
小売業」においても，募集を行なった際の半分に
反応が無いと回答している。いずれの値も調査対
象となった企業では厳しいと考えられる労働環境
が継続することを示している。コロナ禍後の動向
は不明だが，労働力源の推移状況からもこのよう
な調査結果の値は年々高くなっていくことが想定
できる。

考察を行いながら，「自分だったらどうする。」
と考えさせられることが自然と増えていった。自
社ホテルの労働環境の状況，部門別の離職者予測
人数と次年度の学歴別採用人数，そしてホテル内
で勤務する全外国人労働者の現状把握など，これ
まで見てきた労働力源状況の今後の推移などを踏
まえると，考えどころとなるものはいろいろと出
てくる。本稿執筆の間にも，人手不足で生じてき

ている支障などへの対応に知恵を絞る企業や行政
の姿など，人手不足に関する報道もいろいろされ
てきている。前例の無い向かう先のなかで「どう
にかする」ことを続けていくためには，現有労働
力の維持に必要となる労働環境向上に向けた取り
組み，必要となる機械化や脱人間化を探る取り組
み，そして必要とする労働力の確保に向けた取り
組み，どれもが日常業務の延長線上にあるものだ
が，自社ホテルにとって有効と考えられることを
早め早めに見つけ出し，長期に渡ることを踏まえ
た取り組みを始めることが求められていると考え
ている。
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研究ノート

コロナ禍によって恋愛観,
結婚観は変わったのか

～マーケットデータからみる傾向と考察～
Trends and Consideration About the View of Love, the View of Marriage Changed

by the COVID-19 Pandemic.
（Based on Various Market Data）

松木 恵子＊

MATSUKI, Satoko

要旨
突如として，といっても誇大表現ではないだろう。2019年年末より新型コロナウイルス感染症が流行し始め，

個人はもちろん企業，市場，生活のあらゆる行動や有り様が新様式へと変化を迫られた3年あまりだったよう
に思う。ブライダル領域においても，感染リスクや social distance を理由に，挙式・披露宴の延期やキャンセル
が相次ぎ，サービスの見直しはもとより，そもそも「結婚式の意義とは？」という，根本的な存在価値につい
ても考える期間となったと聞く。

本稿では，松木演習にて実施したカスタマー調査と公表されている各種市場調査データより，コロナ禍によ
ってもたらされた結婚式観，結婚観，恋愛観などの変化について読み解きまとめることとする。

Key Words
Views on Marriage, Views on Love, Corona Disaster, Wedding Ceremony

キーワード
結婚観，恋愛観，コロナ禍，結婚式
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1．背景および目的

コロナ禍で徹底された，「消毒」「人との距離」
そして「自粛」。学校や企業活動も制限され，オ
ンライン授業やリモートワークの活用が一気に拡
がった。日常生活では，マスク着用が推進され，
日用品の買い物といった最低限の外出であっても
気を遣い，各種行事や会合の開催や参加はもって
のほか，という風潮が生まれた。春には花見，夏
には花火や海水浴，秋には祭り，冬には新年行事
など，季節のお祝いや各イベントもことごとく中
止，人々は家に籠り，街から人影が消えた。コロ
ナ禍によって日常生活が制限されるなか，顔を突
き合わせて人と集い，語らい，時間や関係を創
造・共有することが容易にはできなくなった。そ
んな時期を過ごした平均婚姻年齢1に近しい若年
層には，価値観醸成にどのような影響がもたらさ
れたのであろうか。

厚生労働省が毎年発表する人口動態調査による
と，2020年（令和2年）から婚姻件数が大幅に減
少していることがわかる（表1）。少子化と女性
の社会進出増加，婚姻年齢の上昇など，婚姻件数
減少現象についてはその原因が多く語られている
ものの，増減を繰り返しながら下降曲線にあった

ものが，2019年から2020年にかけて一気に約7万
組，対前年10％以上も減少したのはこの時だけで
ある。かつ，戦後最小件数となった2021年に続き，
2022年は対前年比で微増こそしたものの，件数は
コロナ禍以前までは到底回復していない。

婚姻件数の落ち込みは，①入籍・挙式を控えた
層 と，②パートナーができなかった／パートナ
ーはいるがプロポーズ，結婚への決意まで至らな
かった層の2つが想定されるであろう。それぞれ，
次章にて調査データを用いて考察を行うが，特に
着目すべきは②と考える。なぜなら，①の入籍・
挙式を控えた層は，「タイミング」と「方法」に
よって実施への決断の可能性があるからである。
しかし②の層においては，結婚に至るまでのお付
き合い，相手との関係性の構築，そもそもの出会
いに対して，困難があった，または欲求がなかっ
たと考えられる。実際，結婚までのお付き合い期
間の平均がおよそ3年2を考慮すると，コロナ禍
の自粛期間において対人関係構築が制限されてし
まったことで，新しい出会いやパートナーシップ
を育むことが実質できず，結婚予備軍が形成され
ていないのではないだろうか。ゆえに，2021年に
続き，2022年においても婚姻件数がコロナ以前に
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1 厚生労働省「令和4年人口動態統計月報年計（概数）の概況」2022より。初婚における平均婚姻年齢：男性31.1歳，
女性29.7歳。

2 リクルートブライダル総研「ゼクシィ結婚トレンド調査2019」より。「結婚までに付き合った期間」は首都圏平均で
3.4年。コロナ禍以前の2019年度調査データを利用。

表1 婚姻件数の推移

婚姻件数 対前年比

2018年（平成30年) 58万6481組 －3.4％

2019年（令和元年) 59万9007組 2.1％

2020年（令和2年) 52万5507組 －12.3％

2021年（令和3年) 50万1138組 －4.6％

2022年（令和4年) 50万4930組 0.8％

出典：厚生労働省「人口動態調査（確定数）令和4年（2022）
より，筆者作成

＊2017年（平成29年）の婚姻件数は60万6952組。



近しい数値までの回復に至らなかったのではない
だろうか。

そして，そもそも若年層の結婚への関心が減少
していることも気に掛かる。松木による調査報
告3で触れたが，内閣府発表「令和4年度意識調
査報告書4」［内閣府，2022］によると，未婚者
の結婚への関心に対して2019年12月（感染症拡大
前）からの変化では「関心が高くなった」と「関
心が低くなった」がそれぞれ増加していたが，そ
の中でも，20歳代の結婚への関心が低くなってい
る（「関心がやや低くなった」「関心が低くなっ
た」は7.0％（2020年5-6月）から9.6％（2022
年6月））。

このように，各種統計結果も，2019年年末から
始まったコロナ禍による新生活様式が，結婚を取
り巻く状況において影響があったことを示してい
る。本研究では，ブライダルに関する各調査デー
タから，コロナ禍によって結婚式実施状況やそも
そもの結婚観，恋愛観の変化についてまとめ，一
考察を行うこととする。

2．演習科目で実施した調査より

｢結婚式と SNS に関する調査2023｣5は，松木
応用演習で実施したラグジュアリー宿泊施設との
産学連携案件でのウエディングプラン提案に際し，
カスタマー像を把握するために演習生が中心とな
って設計・調査したものである。演習生は以下16
名である。

大島鮎花，後藤結衣，角田小夜，好真佳，高橋
美空，依田あかね，田中彩夏，井上琴実，新井ひ
とみ，田中碧海，廣藤詩織，根岸彩琴，瀧口璃音，

田口瑞香，前越美里，池田七菜

2 - 1. 調査対象
平均婚姻年齢前後ならびに近未来の結婚予備軍

となる20～34歳の未婚女性，東京都在住者にイン
ターネット調査を実施し，232名から回答を得た。

2 - 2. 調査内容
本調査は，産学連携案件先へのウエディングプ

ランならびに広報戦略を提示するため，「結婚式
と SNS に関する調査」というタイトルで実施し
た。また，結婚予定ありなしに関わらず，全員に
全問回答を求めた。調査票は結婚観や家族との関
係に関する設問を2問（「結婚意向」「家族や友人
を想う時間」），結婚式に関する設問を5問（「結
婚式実施意向」「好きな結婚式の雰囲気」「費用」

「こだわりたいポイント」「結婚式の目的」），SNS
の利用状況に関する設問を4問（「日常使用する
SNS」「利用目的」「利用時間帯」「SNS 広告認知
と動機」）で設計されている。また，回答者負担
軽減を考慮し，回答項目の選択方式とした。

2 - 3. 回答者の属性
本調査における回答者232名の属性（年齢×結

婚意向）を表2で示す。年齢別には「20～24歳」
95人（40.9％），「25～29歳」93人（40.1％），「30
～34歳」（19.0％）である。本調査前スクリーニ
ング調査で性別，婚姻状況の抽出を行っており，
回答者全員が女性かつ未婚者である。

2 - 4. 本調査からわかる「結婚意向」，「結婚式
意向」

本調査では，コロナ禍による行動制限が結婚意
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3 松木恵子「コロナ禍による若年層の恋愛観，結婚観の変化（第1報）」，2022，亜細亜大学ホスピタリティ・マネジメ
ント学科紀要，第12巻第1号，pp. 21-pp. 37

4 内閣府「第5回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」，2022
5 東京都在住，20～34歳未婚女性232名に対し，インターネットによる自記式調査。2023年6月12日～15日実査。



向や結婚式への考えに影響があるのではないかと
予想し，コロナ禍を経て家族や友人を想う時間の
増減に関して問いた。コロナ禍を経て家族や友人
を想う時間は以前より「増えたと感じる」21.6％，

「変わらない」53.9％，「減った」12.9％，「わか
らない」11.6％であった。この設問と結婚意向を
クロスでみたのが表3である。家族や友人を想う
時間が「増えた」，「減った」の回答者のそれぞれ
トップボックスは，近い将来またはいずれ，結婚
を「したい（する予定がある）」（「増えた」うち

52.0％，「減った」うち53.3％））であった。最も
回答者の多い「変わらない」については，「いま
はしたいと思わない」51.2％が最多であった。

また同様に，結婚式意向についてクロスで見た
のが表4である。家族や友人を想う時間が「増え
た」回答者のトップボックスは「したい」40.0％
であったが，「変わらない」，「減った」について
は「したいと思わない」の回答が最も多くなった

（「変 わ ら な い」う ち 52.8％，「減 っ た」う ち
73.3％）。注目なのは，家族を想う時間が「減っ
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表2 本調査の回答者特性（年齢，結婚意向状況）
表内上段がＮ数，下段が％

Ｑ1 近い将来またはいずれ，結婚をしたいと思いますか？

全 体
したいと思
う（する予
定がある）

いまはした
いと思わな
い

わからない 無回答

全 体 232
100.0

106
45.7

100
43.1

26
11.2

0
─

20～24歳 95
100.0

42
44.2

47
49.5

6
6.3

0
─

全体 25～29歳 93
100.0

42
45.2

42
45.2

9
9.7

0
─

30～34歳 44
100.0

22
50.0

11
25.0

11
25.0

0
─

筆者作成

表3 「コロナ禍を経て家族や友人を想う時間の増減｣×｢結婚意向」
Ｑ1 近い将来またはいずれ，結婚したいと思いますか？

Ｑ6 コロナ禍を経て，
家族や，友人を想う時
間は以前よりも増えた
と感じますか？

全 体

全 体
したいと思
う（する予
定がある）

いまはした
いと思わな
い

わからない 無回答

全 体 232
100.0

106
45.7

100
43.1

26
11.2

0
─

増えたと感じる 50
100.0

26
52.0

17
34.0

7
14.0

0
─

変わらない 125
100.0

52
41.6

64
51.2

9
7.2

0
─

全体 減ったと感じる 30
100.0

16
53.3

11
36.7

3
10.0

0
─

わからない 27
100.0

12
44.4

8
29.6

7
25.9

0
─

無回答 0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

筆者作成



た」層である。「結婚はいずれしたいと思う」も
のの，「結婚式はしたいと思わない」が圧倒的で，

「結婚式をしたい」の3倍もの数値であった。コ
ロナ禍での家族や友人との距離感によって，結婚
式に対する“負”のイメージを持ったのか，また
は結婚式の良さやゲストを招くことなど，具体的

なイメージ造成ができなかった可能性がある。
他にも，結婚式を挙げるとした場合のその目的

について見たのが表5である。コロナ禍によって
家族や友人を想う時間が「増えた」，「変わらな
い」それぞれ回答者の結婚式の目的は「家族に感
謝を伝えるため」がトップボックスであった
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表4 「コロナ禍を経て家族や友人を想う時間の増減｣×｢結婚式意向」
Ｑ2 結婚するとしたら，挙式・パーティなどの結婚式をしたいと思いま

すか？

Ｑ6 コロナ禍を経て，
家族や，友人を想う時
間は以前よりも増えた
と感じますか？

全 体

全 体 したいと思
う

いまはした
いと思わな
い

わからない 無回答

全 体 232
100.0

69
29.7

110
47.4

53
22.8

0
─

増えたと感じる 50
100.0

20
40.0

14
28.0

16
32.0

0
─

変わらない 125
100.0

36
28.8

66
52.8

23
18.4

0
─

全体 減ったと感じる 30
100.0

7
23.3

22
73.3

1
3.3

0
─

わからない 27
100.0

6
22.2

8
29.6

13
48.1

0
─

無回答 0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

筆者作成

表5「コロナ禍を経て家族や友人を想う時間の増減｣×｢結婚式の目的」
Ｑ2 結婚式を挙げるとしたら，その目的は何だとおもいますか？

あてはなるものすべて選択ください（MA)

Ｑ6 コロナ禍を経て，
家族や，友人を想う時
間は以前よりも増えた
と感じますか？

全 体

全 体
家族に感
謝を伝え
る

友人，同
僚への感
謝を伝え
る

憧れを叶
える

人生の節
目

自分たち
の晴れ姿
を見せる

新郎は新
婦へ，新
婦は新郎
へ想いを
伝える

パートナ
ーや新し
い家族を
お披露目
する

夫婦とし
ての誓い
を立てる

大切な人
たちに祝
福しても
らう

わからな
い

全 体 232
100.0

115
49.6

53
22.8

42
18.1

75
32.3

52
22.4

25
10.8

33
14.2

51
22.0

45
19.4

45
19.4

増えたと感じる 50
100.0

38
76.0

17
34.0

9
18.0

19
38.0

17
34.0

10
20.0

10
20.0

12
24.0

17
34.0

2
4.0

変わらない 125
100.0

64
51.2

31
24.8

23
18.4

38
30.4

26
20.8

11
8.8

19
15.2

32
25.6

21
16.8

25
20.0

全体 減ったと感じる 30
100.0

8
26.7

3
10.0

6
20.0

11
36.7

7
23.3

4
13.3

3
10.0

5
16.7

5
16.7

5
16.7

わからない 27
100.0

5
18.5

2
7.4

4
14.8

7
25.9

2
7.4

0
─

1
3.7

2
7.4

2
7.4

13
48.1

無回答 0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

0
─

筆者作成



（「増 え た」う ち 76.0％，「変 わ ら な い」う ち
51.2％）。一方，「減った」の回答者は「人生の節
目」が最も多く，36.7％であった。この回答でも，
コロナ禍によって家族や友人を想う時間の減少に
よって，人間関係そのものの距離ができてしまっ
たことが推測される。自粛から With コロナへと
移行し，再び元の日常生活を取り戻しつつある昨
今ではあるが，物理的ではなく心理的，心象的で
捉える距離感や，新様式への慣れからくる人間関
係の構築方法が，若年層への結婚観にどのように
響くのか注視する必要がある。

3．各市場調査より

ここからは，公表されている市場調査の結果よ
り，婚活や恋愛・結婚の実態から，コロナ禍前後
での結婚観や結婚式観の変化についてまとめる。
また，コロナ禍によって多くの結婚式が延期され
たと聞くか，その実態についてもまとめる。

3 - 1. 恋愛・結婚の実態
結婚に向けての婚活サービス利用意向や実態に

ついては前述したが，実際に結婚観，恋愛観に関
して変化はあったのであろうか。「恋愛・結婚調
査20216」より，まずは恋愛実態をみる。現在恋
人がいる人の割合は33.4％，現在恋人がいない人
の割合は66.6％となり，コロナ禍前の2019年と比
べて大きな変化はないという。だが，現在恋人が
いない人のうち，コロナ禍以前と比べて恋愛意向
の変化をみると（図1），「恋人が欲しくなった」
31.2％は，「欲しくない」（14.9）を上回った。ま
た，恋愛意向のなかった人においても，11.7％が
コロナ前よりも「恋人が欲しくなった」との回答
があった（図2）。その性別・年代での内訳をみ
てみると7，男性11.3％，女性12.3％であり，そ
の中でも女性20代では21.2％と割合が最多となっ
ている。また，男性は年代ごとにみてもいずれも
10％前後であり，年代に関係なく恋愛意向を持つ
ようになっているが，女性は先述の20代が最多で
あるものの，30代40代は10％以下と大幅に「恋人
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6 リクルートブライダル総研「恋愛・結婚調査2021」，インターネットによるアンケート調査，全国20～49歳未婚男女
対象，2,400サンプル，2021年9月27日～29日実施

7 恋愛意向のない人のコロナ前と比べた講人が欲しくなった割合：男性11.4％（20代14.5％，30代9.1％，40代9.4％），
女性12.3％（20代21.2％，30代7.5％，40代4.2％）

図1：コロナ前と比較した恋愛意欲：コロナ前と比べて恋人が欲しくなった割合（現在，恋人がいない人／単一回答）
出典：リクルートブライダル総研「恋愛・結婚調査2021」
＊恋愛意欲は，Ａコロナ前より（いずれは）恋人が欲しい，Ｂコロナ前に比べて（今後も）恋人は欲しくないの設問に対し，Ａに寄
った⇒欲しくなった，ややＡに寄った⇒やや欲しくなった，変化は特にない⇒変化なし，Ｂに寄った⇒欲しくなくなった，ややＢ
に寄った⇒やや欲しくなった，の計

恋人が欲しくなった計：31.2％恋人が欲しくなった計：31.2％ 恋人が欲しくなくなった計：14.9％恋人が欲しくなくなった計：14.9％恋人が欲しくなくなった計：14.9％

12.8 18.5 53.9 8.3 6.6

0
欲しくなった やや欲しくなった やや欲しくなくなった 欲しくなくなった変化なし

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）



が欲しくなった」の恋愛意向，恋愛欲求が下がっ
ていることもここに記述しておく。男性よりも女
性のほうが，コロナ禍において過ごし方や新様式
の生活への慣れ，または恋愛・結婚への面倒くさ
さ，あるいは恋愛や結婚に寄ることなく生きてい
くという対処ができたのであろうか。または「年
齢」に対し，男性よりも女性のほうが過敏である
可能性もある。それらがコロナ禍によるものか，
または時代や世代の価値観によるものなのか，女
性の恋愛・結婚意向に対する年齢の影響に関して
別途みていく必要があると考える。

ではなぜ恋愛意向のない人が，コロナ前よりも
恋人が欲しくなったのか。その理由をみると（図
5），最も多いのは「好きな相手と一緒にいたい
から」（35.0％）であった。次いで「精神的に安
定した生活が送れるから」（18.5％），「自分の家
庭を持ちたいから」（17.7％），「精神的に支えあ
う存在が欲しいから」（15.4％），「経済的に安定
した生活が送れるから」（15.0％）であった。コ
ロナ禍の未知で不安定な期間を経て，例えば親か
らのプレッシャーという他者の介在や，家事分担
の負担軽減などといった物理的なメリットではな

く，恋愛への自身の純粋な気持ちが上位に位置し
ている。連日状況が報道され，家族であっても自
宅内隔離が求められ，人との触れあいを極度まで
制限しなくてはならないと囚われていた，かなり
特殊な時間を過ごし，これからも With コロナの
下生活していく私たちにとって，相手とともに生
きていく，支え，支えあう存在が心に安定をもた
らしてくれる，と恋愛からの享受を改めて認識で
きる期間にもなったのであろうか。この数値がす
ぐに婚姻率を上昇させることはないだろうが，社
会を構成する最小単位は家族であり，人は人と共
鳴・共存して生きていくことが必要と考える筆者
にとって，これらは明るい兆しであると考える。

3 - 2. 婚活の実態
近年のインターネットやスマートフォン利用拡

大によるアクセスの容易性，パートナーとの出会
い方の多様化などにより，婚活ビジネスが活況と
聞く。さらには少子高齢化に歯止めをかける方策
の一つとして国や各自治体8でも婚活支援をする
取り組みがなされている。婚活領域の調査におい
て，コロナ禍前後の変化に関する結果より，その
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図2：コロナ前と比較した恋愛意欲：恋愛意向別のコロナ前と比べて恋人が欲しくなった割合
（現在，恋人がいない人／単一回答）

出典：リクルートブライダル総研「恋愛・結婚調査2021」
＊恋愛意向がある人は「（いずれは）恋人が欲しい」「やや欲しい」の計，恋愛意向がない人は「（今後も）恋人は欲しくない」「あま
り欲しくない」「どちらともいえない」の計

恋人が欲しくなった計：11.7％恋人が欲しくなった計：11.7％

9.4 64.4 11.8 12.1

2.4

22.2 26.7 44.4 5.1
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欲しくなった やや欲しくなった やや欲しくなくなった 欲しくなくなった変化なし
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恋愛意向がある人

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

8 1989年に合計特殊出生率が1.57まで下がった「1.57ショック」を皮切りに，少子化対策が講じられている。2023年4
月からは，子ども家庭庁が発足し，結婚，妊娠・出産，子育ての様々な支援に取り組む。



特徴を挙げる。
「婚活実態調査2022（リクルートブライダル総

研調べ）｣9によると，全体の傾向として，2021年
の婚活者のうち，婚活サービスを通じて結婚した

人の割合は15.1％，婚活サービスを利用していた
人は34.1％，独身者10における婚活サービス利用
者で恋人ができた割合は過去4年連続上昇し，
2021年は45.1％と過去最高を記録したという。そ
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9 リクルートブライダル総研「婚活実態調査2022」，インターネットによるアンケート調査（1次調査：全国の20～49
歳の男女50,000サンプル，2次調査：全国の20～49歳の男女で現在独身者（1次調査回答者）2,400サンプル，1次調
査：2022年6月3日～5日，2次調査2022年6月10日～16日実施

10 リクルートブライダル総研により，恋愛もしくは結婚意向がある恋人のいない独身者と定義されている

図3：新型コロナウイルス収束後の婚活サービスの利用意向
（1次集計／恋愛もしくは結婚意向のある独身者／それぞれ単一回答）

出典：リクルートブライダル総研「婚活実態調査2022」
＊婚活サービス：結婚相談所，ネット系婚活サービス，婚活パーティ・イベントの3サービス
＊婚活サービス利用者：本調査タイミングで何かしらの婚活サービスを利用
＊利用したい：「オンラインのみ」「リアルのみ」「オンラインとリアル併用」の計
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の中で，新型コロナウイルス感染症収束後の婚活
サービス利用意向の問いに対し，婚活サービスの
利用者において総じて高く，ネット系婚活サービ
ス（92.0％），婚活パーティ・イベント（80.6％），
結婚相談所（70.4％）であった（図3）。また，現
在婚活サービスの非利用者における今後の利用意
向では，約3割が意向を検討という結果であった。

また，新型コロナウイルス感染症流行前と比較
して，『婚活サービス』への認識も変化したよう
である。婚活サービスに対する意識の変化に関す
る問いでは，総じてサービスへのイメージが高ま
り，利用するモチベーションが高まる結果であっ
た（図4）。具体的には，「婚活サービスに対する
イメージ」が「高まった11」（45.4％)＞｢低下し
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図4：「婚活（恋活）サービス」に関する内容について，新型コロナウイルス流行前（2020年3月以前）と比べ
た際の意識や状況の変化

（2次調査／恋愛もしくは結婚意向のある婚活サービス利用中の独身者／それぞれ単一回答）
出典：リクルートブライダル総研「婚活実態調査2022」
＊婚活サービス：結婚相談所，ネット系婚活サービス，婚活パーティ・イベントの3サービス
＊婚活サービス利用者：本調査タイミングで何かしらの婚活サービスを利用

高まった やや高まった やや低下した 低下した変わらない
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た」（13.9％），「婚活サービスを利用するモチベ
ーション」が「高まった」（43.2％)＞｢低下した」

（16.4％），「婚活サービスを利用する頻度や時間」
が「増えた」（34.3％)＞｢減った」（19.9％），「婚
活のために自分磨きをする時間」が「増えた」

（28.7％)＞｢減った」（18.5％）であった。コロナ
禍によって対面での出会いの機会が減り，日常で
の行動が制限される中，自宅に居ながらも利用で
きる婚活サービスへの期待が高まり，一歩踏み出
すきっかけとなったのであろうか。

いずれにしても，「結婚したい」「恋愛したい」
と願う人が増え，サービスを享受できる環境があ
ることは，コロナ禍で婚姻率が戦後最低数値に至

ったブライダル領域において，明るい兆しである
ことは間違いない。

3 - 3. 結婚式延期の実態
コロナ禍による行動制限の下，ブライダル領域

においては結婚式の延期やキャンセルが相次いだ。
その実態について，「婚姻延期に関する調査12」
より抜粋する。コロナ禍による自宅待機や移動制
限，自粛が実施されたのは2020年春ごろからであ
った。結婚式の延期やキャンセルについても，
2020年春のウエディングシーズンから徐々に現れ，
初夏～秋には式の施工はほとんどなくなったと聞
く。「婚姻延期に関する調査」によると，各年の
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図5：恋愛意向のない人がコロナ前より恋人が欲しいと思うようになった理由
（現在，恋人がいない人／恋愛意向なし／コロナ前に比べて恋人が欲しい人／複数回答）

出典：リクルートブライダル総研「恋愛・結婚調査2021」
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11 回答項目の「高まった」，「やや高まった」の計。以下，「低下した」についても「やや低下した」「低下した」の計。
同様に，「増えた」も「増えた」「やや増えた」の計，「減った」も「やや減った」「減った」の計。

12 リクルートブライダル総研「婚姻延期に関する調査」，2021
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図7：婚姻を延期・取りやめた理由（2020年に延期・取りやめた層／複数回答）
出典：リクルートブライダル総研「婚姻延期に関する調査」2021
＊｢結婚式が予定通りの時期に実施できなかったから」：「挙式が予定どおりの時期に実施できなかったから」「披露宴が予定どおりの
時期に実施できなかったから」「ウエディングパーティが予定どおりの時期に実施できなかったから」いずれか回答を集計。「自分
達の望む結婚式ができなかったから」：「自分達の望むかたちの挙式ができなかったから」「自分達の望むかたちの披露宴ができなか
ったから」「自分達の望むかたちのウエディングパーティができなかったから」のいずれか回答を集計

各年の婚姻予定者に対する延期・取りやめ割合
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図6：婚姻を延期・取りやめた割合
出典：リクルートブライダル総研「婚姻延期に関する調査」2021
＊各年に結婚（入籍）した，およびする予定の人 2021
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婚姻予定者に対する延期・取りやめ割合は，2019
年から2020年でおよそ2.5倍であった（2019年
9.7％，2020年24.7％）（図6）。結婚式の準備期
間が平均およそ12ヵ月13前から開始されているこ
とを考慮すると，2020年に結婚式の準備を開始す
る人の多い2021年挙式・披露宴実施予定者は2020
年の数値を更に超えていただろうと想像する。

婚姻を延期，取りやめた理由を見てみる（図
7）と，「双方の親にあいさつができなかったか
ら」が最多であった。行動制限，人との接触回避
といった，コロナ禍での特殊な環境ならでは，で
ある。次いで，「結婚式が予定どおりの時期に実
施できなかったから」「自分たちの望む結婚式が
できなかったから」が上位を占める。コロナ禍の
社会状況下では，希望していた通り，例えば家族
やゲストの前で誓う，歓談をするといった，コロ
ナ禍以前の結婚式では当たり前の風景が実現でき
そうもなく，実施の決断が困難なのであろう。実
際「婚姻延期に関する調査」によると，当該層の
自由回答からは「ゲストにたくさんきてもらい自
分たちの結婚を祝ってもらいたかったから」「一
生に1度のことなので，一連の形式をきちんと行
って，区切りをつけたかったから」「入籍から何
年も経って式を挙げるとゲストを呼びにくいか
ら」などが挙げられている。婚姻という人生の一
大イベントにおける「祝いの機会」を大切にし，

「結婚式が思い通りにできないのならば，婚姻を
少し延期しよう」という苦渋の決断があったとい
う実態が見えてきたと述べられている。他にも，

「双方の親に挨拶ができない」「一連の形式をきち
んと行いたい」「入籍に近い時期の結婚式」とい
った理由から，結婚，結婚式に対して「～でなけ
ればならない」といった規範意識があるのではな
いか，と指摘されている。

4．まとめと考察

ここまで，様々な調査結果からコロナ前後の恋
愛・結婚への意識や想いの変化，婚活意向ならび
に現状，結婚式延期や取りやめの背景を取り上げ
た。改めてその傾向をまとめることとする。

コロナ禍による家族や友人を想う時間の増減で，
結婚願望そのものにはさほど差は出なかったもの
の，家族や友人との距離感ができてしまった層で
は結婚式への“ネガティブ”なイメージが拡大，
もしくはポジティブなイメージを造成できていな
い可能性がみえた。一方，「恋愛・結婚調査2021」
によると，現在恋人のいない層において，コロナ
以前と比べて約3割が「恋人が欲しくなった」

「結婚したくなった」と恋愛・結婚意向が高まり，
なかでも元々恋愛・結婚意向がない人においても
約10人に1人が恋愛・結婚をしたいと態度変容が
起きていた。婚活領域では，婚活サービス利用者
のモチベーションやサービスのイメージが新型コ
ロナウイルス流行前と比較して上昇していること
がわかった。実際，独身者における婚活サービス
利用者で恋人ができた割合は過去4年連続上昇し，
2021年は45.1％と過去最高を記録している。コロ
ナ禍での結婚式実施状況については，結婚式の取
りやめ・キャンセルが対前年でおよそ2.5倍とな
った。その理由として，行動制限によって希望し
ていた様式での誓いやお披露目が叶いにくい，双
方の親へのあいさつをはじめ，一連の儀式や流れ
に則ることが困難，といった新郎新婦の悩ましい
気持ちが表れていることがわかった。

今回列挙した調査からは，コロナ禍という，こ
れまで経験のない行動制限や生活様式の変化によ
り，どちらかといえば恋愛・結婚意向がコロナ禍

ホスピタリティ・マネジメント Vol. 13 No. 1 2024 年 3月

54

13 結婚に関するスケジュールによると，披露宴・ウエディングパーティ会場検討開始期間は平均12.3ヵ月（リクルート
ブライダル総研「ゼクシィ結婚トレンド調査2022 首都圏」）



以前よりも高まり，婚活をはじめ，今できる方法
での人との出会いにポジティブな印象の結果であ
ったように思う。困難な時期を経たからこそ，パ
ートナーや家族の大切さ，尊さを実感し，自らも
一歩を踏み出すきっかけとなったならば，結婚の
意義を考える期間として意味があったのではない
かと思う。だが，第1章で述べた婚姻件数の大幅
な落ち込みを戻すほどまで，プラスのインパクト
を与えることができるだろうか。それぞれ2021年，
2022年の調査結果ゆえ，2023年，2024年の婚姻件
数として現れてくれることを願う。ただ一方で，
コロナ禍によって人との接触にためらいを抱え，
相手の気持ちを慮り，時に相手を傷つけ，自身も
傷つきながらも深い関係性を築くチャレンジを積
極的にできない，わからない層が存在するはずで
ある。特に10代後半から20代の若者たちは，恋愛
だけではなく，学校や会社で様々な人との出会い
を経験し，対人関係の経験値をあげることのでき
たはずの時期に，そのような体験ができなかった
のではないだろうか。1人で過ごす時間に慣れて
しまい，リアルよりバーチャルでの疑似経験が増
え，実社会での対人関係に面倒くささや諦めは出
ていないだろうか。その若者たちが平均婚姻年齢
に近づいたとき，結婚や結婚式の意義をどのよう
に捉えるのであろうか。

ブライダル領域に従事する企業体やプランナー
をはじめとする方々は，コロナ禍で結婚式の延

期・キャンセルが相次いだ時期，「結婚式とはな
にか」という結婚式の意義について考える期間に
もなった，と聞く。結婚を決意し，結婚式をしよ
うとする新郎新婦に対し，コロナ禍で対処したよ
うに，これからも様々配慮や対策を講じながら，
寄り添ってふたりの願う誓いの場を提供・サポー
トしていただけるだろう。その点からも，「結婚
しよう」「結婚したい」と思う人が「結婚できる」
社会である必要がある。

今回の調査結果をもとにしながら，コロナ禍を
経験した次世代の若者たちが築く人間関係の特長
や恋愛観，結婚観について，より理解を深めてい
きたいと思う。
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研究ノート

コロナ禍で加速したハワイの再生型観光
Regenerative Tourism in Hawaii Accelerated by COVID-19

小倉 通孝＊

OGURA, Michitaka
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1．はじめに

ハワイについて，説明するまでもなく多くの日
本人にとって馴染み深く，青い海，青い空，緑豊
かな自然，独自の文化を持つ南国の楽園をイメー
ジするであろう。日本の観光渡航の自由化（1964
年）以降，ジェット機の導入，ボーイング747型
機の登場による大量輸送，海外旅行の大衆化に貢
献した旅行会社のパッケージツアーなどにより，
ハワイは日本人にとって海外旅行の代名詞となり，

ハワイが常に日本の海外旅行を牽引してきたと言
っても過言ではない。また，歴史的にも日本とハ
ワイの関係は深い。1868年（明治元年）に横浜か
らホノルルへ渡った移民（元年者）から始まり，
1881年には日本を訪問して明治天皇に謁見したカ
ラカウア王が移民を要請したことから，1885年に

「官約移民」が開始され，1893年にハワイ王国が
終焉するまで続き，3万人近くの日本人移民がハ
ワイに移住した。そして現在，ハワイ州やハワイ
の主要な島は，日本の31都市と姉妹都市の関係に
あり，お互いの文化交流などを通して新しい形の
観光を築いている。

世界の旅行者を魅了するハワイの魅力を気が付
くままにあげてみると，温暖な気候，個性溢れる
主要6島（カウアイ島，オアフ島，マウイ島，モ
ロカイ島，ラナイ島，ハワイ島），豊かな文化・
歴史，恵まれた自然環境，ハワイ独特の郷土料理，
充実した観光インフラ，教育素材の宝庫，アロハ
スピリット（温かく迎え入れてくれる），抜群の
立地環境（日本からは遠からず近からず），全米
でも治安はトップクラスに良いなど，ハワイの魅
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力は一言では語り尽くせない。
2010年，ハワイへの全体の訪問者数はおよそ

700万人で，住民の観光業に対する満足度は80％
であったが，年々旅行者が増加し，2019年には人
口およそ140万人のハワイに過去最高の1,038万人
の旅行者が訪れ，多大なる経済効果と雇用を生み
出した一方で住民満足度は58％まで低下した。そ
のため，オーバーツーリズムによる旅行者のマナ
ーの問題やトラブルの増加など，観光に対する住
民の不満への対応や，次世代に残すべき文化遺産
や自然資源の保護などの議論が活発になった。そ
して，将来のハワイの観光のあり方について模索
している矢先に，新型コロナウイルス感染症が世
界的に流行し，ハワイ州はロックダウン（外出や
行動を制限する措置）を実行した。旅行者の姿が
消えたことで，皮肉にもハワイの観光地の自然環
境が大きく改善され，特に人気の観光地のハナウ
マ湾自然保護区（以下，ハナウマ湾）の海水の透
明度は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大前
に比べて大幅に向上されていることが明らかにな
り，地域住民は自分たちの住んでいる場所が如何
に観光公害にあっていたかをコロナ禍で実感した。
加えてマナーの悪い米国本土からの旅行者による
ハワイの海洋生物への問題行為が SNS で拡散さ
れて非難を浴びたこともあり，2021年の住民の満
足度は過去最低の49％まで低下した。

ハワイ州は，コロナ後の観光のあり方について，
将来的なハワイ州の経済と環境保全のバランスを
健全に保つために，持続可能な観光の実現を目指
している。ハワイの経済を支える観光産業の役割
もコロナ禍で変化があり，ハワイの観光戦略は，
単に訪問者数を増やすための活動ではなく，自然
保全，文化継承，地域住民との関係性の再構築，
ブランドマーケティングの4本柱を掲げ，「再生
型観光（リジェネラティブツーリズム）」の推進
を目指す方向へ舵を切った。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大によって加速したハワイの観光

施策を考察し，そのハワイの観光施策がコロナ禍
でどのように変化したかを検証する。

2．幾度となく危機を乗り越えたハワイ

ハワイは，1959年にアメリカ合衆国50番目の州
となったことで，ハワイ住民の市民権やハワイ先
住民の権利と地位の保護であったり，アメリカ連
邦政府からの支援によるインフラの整備であった
り，そして，観光産業を中心に多くの産業が成長
し，ハワイの経済が繁栄する土台となった。しか
し，これまでハワイの観光産業は順風満帆ではな
かった。1991年の湾岸戦争による国際的な緊張や
不安によって一時的な不況に見舞われ，1992年に
はハリケーン「イニキ」がカウアイ島を直撃して
島に壊滅的な災害をもたらした。2001年9月11日
の米国同時多発テロは，航空旅行に対する不安か
ら航空便の予約がキャンセルされて旅行者が激減
し，ハワイの観光産業への大きな打撃と雇用の喪
失という影響を与えた。2002年の SARS（重症急
性呼吸器症候群）の時も同様に，アジアからの観
光客数が減少した。2003年のイラク戦争の勃発の
際は，国際的な不安定要因が増加し，航空旅行を
控える傾向があり，またセキュリティ対策の強化
により，CIQ の手続きの遅延をもたらし，旅行
者に影響を与えた。そして，2020年3月，WHO

（世界保健機関）が新型コロナウイルス感染症の
パンデミックを発表して以降，各国政府が人々の
移動を制限するロックダウンを行ない，世界中の
観光産業に甚大な打撃を与えた。海外旅行は，国
際紛争，経済危機，自然災害などのイベントリス
クに影響されやすく，コロナ禍ではその脆弱性を
端的に表した形である。ハワイも例外ではなく，
コロナ禍での旅行者の急激な減少がハワイの観光
産業に深刻な影響を及ぼし，多くの雇用も失われ
た。このように，これまで幾度となくハワイの観
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光産業は多大なる影響を受け，その都度危機を乗
り越えてきた。世界保健機関（WHO）は2023年
5月5日，新型コロナウイルス感染症に関する

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態
（PHEIC）」を解除すると発表した。ハワイは今
回の危機も乗り越え，住民にも旅行者にも，そし
て自然環境にも良い観光のあり方の実現に向けた
歩みを進めている。

3．ハワイ州の観光施策

ハワイ州最大の産業である観光産業は，ハワイ
経済のおよそ5分の1を占める。2019年，ハワイ
諸島への訪問者数は過去最高の1038万人に達し，
観光産業は州全体で21万6,000人（ハワイ州の人
口のおよそ6人にひとりの割合）の雇用を支え，
177億5,000万ドルの観光客消費をもたらし，20億
7000万ドル以上の税収を州財政に貢献している。
それでもハワイの国内総生産（GDP）に対する
観光産業の割合は減少しており，ハワイ州の
GDP に占める観光産業の割合は，20年前には
25％ほどあったのに対して，2019年には16.2％に
減少している。

そして，ハワイ州の観光施策をマネージメント
するのが「ハワイ・ツーリズム・オーソリティ

（HTA）」である。HTA は，ハワイ州議員立法に
より1998年に設立され，その使命は，経済的目標，
文化的価値，自然資源の保護，地域社会の要望，
観光産業のニーズに合致した持続可能な方法で，
ハワイの観光を戦略的に管理することである。
HTA の財源は，旅行者などが宿泊施設に宿泊す
る際に支払う税金 Transient Accommodations
Tax（TAT）によって運営されており，2019年
の TAT 税収入は6億30万ドルにおよぶ。TAT
は短期宿泊施設税ともホテル税とも呼ばれ，
HTA の観光予算を含む一般財源となっており，

持続可能な観光戦略を遂行していく上で，その税
額が過去数回にわたり引き上げられてきた。現在，
ハワイ州の TAT は13.25％になっている。

⑴ HTAの観光施策（設立～2015年）
設立翌年の1999年，HTA は初めての観光戦略

計画「ケ・クム（Ke Kumu）」を策定した。観光
産業を振興することにより地域社会に恩恵をもた
らすことを目的としており，すでにこの時から

「持続可能な観光（サステナブル・ツーリズム）」
を目指す方策が示され，観光業の成功度を観光客
数に基づいて評価するのではなく，旅行者の消費
額の増加に重点が置かれていた。しかし，具体的
なマーケティング活動を実施する上では，消費額
に加え，滞在日数，観光客数，そしてハワイ路線
の航空座席数も重要業績評価指標（KPI）に含ま
れていた。

ハワイ州は，10ヵ年計画「ハワイ州観光戦略計
画2005～2015年」を発表し，ハワイの観光産業の
持続可能な未来を創造することに焦点を当て，観
光産業関係者が共有するハワイ観光のビジョンを
明らかにしている。2015年までに実現すべきハワ
イ観光業界のビジョンとして，a.ハワイ先住民と
伝統文化を尊重する，b.ハワイの自然資源と文
化資源を尊重し保存する，c.利害関係者が尊重し
合える環境をつくる，d.安定した経済を支える，
e.旅行者がハワイならではの豊かな時間を満喫で
きるようにする，という5つの展望が掲げられて
いる。2009年，HTA は「HTA 戦略計画2010～
2012」を策定し，このハワイ州観光戦略計画の実
現を目指すとともに，2008年に起きたリーマンシ
ョックによる米国経済危機の影響で，2008年と
2009年に減少した観光客数と消費額を食い止める
ことを目的としたマーケティング戦略を立て，観
光客誘致を中心としたプロモーションを展開した。
一方で，ケ・クムから引き継いだハワイの観光産
業を持続可能な産業として成功させるために，具

コロナ禍で加速したハワイの再生型観光

59



体的な目標と戦略方針が打ち出されている。
HTA の2010年の年次報告書では，ハワイ州の観
光機関としての HTA の責務が次のとおり示され
ている。

─州全体の視点から観光政策と方向性の設定
─州の観光マーケティング計画と取り組みの策

定と実施
─州の健全な観光産業を維持するためのプログ

ラムや活動の管理
─ハワイ州観光戦略計画の策定とモニタリング
─観光関連の調査，計画，プロモーション，ア

ウトリーチ活動を官民セクターと調整

⑵ HTAの観光施策（2016～2020年）
HTA は，2016年を迎えるにあたり，2020年ま

での観光戦略5ヵ年計画を策定した。その冒頭に
おいて，観光をどのように発展させるかについて
のビジョンとして，健全な経済，環境の持続可能
性，文化の真正性，市場の知識，住民と観光客の
満足度，観光産業との協力，説明責任の7つの原
則を明記している。また，戦略的方向性として，

「経済活動の促進」，「観光による利益の維持」，
「観光客の消費拡大」，「効果的な組織」を目指す
ための目標と目的を示している。HTA が達成し
ようとする4つの目標と具体的な活動をまとめて
みた。

目標1：観光地の完全性の向上
観光経済の成功は，地域社会，観光客，デステ

ィネーションのニーズのバランスがとれているこ
とである。HTA は，観光に対する地域社会の支
持を高め，デスティネーションのより良い管理者
とならなければならない。

具体的な活動：
─コミュニティのニーズと中核的な問題をモニ

ターし，積極的に対応する（3年以内）

─観光の価値に対する住民の理解を深める計画
を実施する（3年以内）

─組織と協力し，将来の観光の専門家やリーダ
ーを育成する（1年以内）

─観光客と住民の交流と経済効果を高める地域
密着型プログラムを拡大する（3年以内）

─観光客が頻繁に訪れる地域を管理，改善，保
護する団体への支援を増加する（1年以内）

─ハワイ先住民の文化やコミュニティの独自性
を維持・促進する

目標2：安定した経済効果の確保
HTA の重要な役割のひとつは，観光産業の利

益を維持・成長・拡大さえることである。そのた
め，経済サイクルの変化や不測の事態に関わらず，
ハワイ諸島全体で安定した観光客数と支出を維持
するため，HTA は新規観光客の開拓，高額を消
費する観光客の誘致と消費機会の創出による観光
客支出の増加にマーケティング活動を集中させな
ければならない。

具体的な活動：
─ミーティング，コンベンション，インセンテ

ィブ（MCI）に適した観光地として売り込む
（1年以内）

─ハワイ諸島ブランドを完全に実施するための
マーケティング活動を実施する（1年以内）

─北米市場へのオアフ島以外の島のプロモーシ
ョンを強化する（1年以内）

─オアフ島以外の観光インフラを整備する（3
年以内）

─アジア太平洋地域における競争優位性を活用
し，新たなアジア市場を開拓する（5年以
内）

─クルーズ船の入港を促進し，クルーズ船のバ
ースを増やす（3年以内）

─ショルダーシーズン中の支出を増加させるた
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め，商品開発に注力する（3年以内）
─観光客の行動や体験に沿ったマーケティング

活動を強化する（3年以内）
─長期的な旅行トレンド，消費額の高いセグメ

ント，次世代旅行者の調査を拡大する（3年
以内）

目標3：ハワイの価値の認識を高める
デスティネーション間での競争力を維持するた

めに，HTA は，ハワイは旅行コストに見合う価
値として，ハワイならではの本物の体験を提供・
訴求することで差別化を図らなければならない。
ハワイ諸島への航空アクセスを維持・改善し，ハ
ワイブランドを守り，宿泊施設やインフラに対す
る観光客の期待に応えなければならない。

具体的な活動：
─航空路線の維持と改善をする（3年以内）
─ハワイ諸島間の接続性を向上させ，観光客の

流通を改善する（3年以内）
─ビザ免除プログラム，税関，国境警備などハ

ワイのアクセスに関する問題を解決する（3
年以内）

─消費者ニーズとハワイの特性に対する認識を
確認するための調査を実施する（1年以内）

─観光客へのユニークな体験の多様性を重視す
る（3年以内）

─世界クラスの観光体験を開発する（5年以
内）

─観光客安全プログラム，デスティネーション
全体の災害計画，安全対策を改善する（3年
以内）

─ホスピタリティ，サービス，文化に関する研
修を支援する（1年以内）

─質の高い認証プログラムの策定，奨励，支援
を実施する（3年以内）

─旅行動向や消費者行動を分析し，宿泊機会や

ニーズの特定の調査を拡大する（3年以内）
─宿泊施設の質を向上させ，インフラの問題に

対処する方法を特定し，決定する（5年以
内）

目標4：HTA の評判を高める
HTA は，ハワイの観光をリードする組織とし

て，ハワイの観光産業の活力と持続可能性を維
持・向上させるため，地域および世界的な取り組
みを指揮・管理する責任を担っている。そのため，
情報と研究を駆使してプログラムと政策を開発す
る，先見的で知識ベースの組織でなければならな
い。HTA は，業界をリードする能力を継続的に
向上させ，マーケティング活動の透明性と説明責
任を確保しなければならない。

具体的な活動：
─継続的なトレーニングと研修を通じて HTA

理事会とスタッフの指導力と技能を向上させ
る

─ハワイの経済発展のために，政府，他産業，
コミュニティ，観光のリソースをつなぐ（3
年以内）

─組織構造とプログラムを分析し，市場の状況
に対応した修正を行う（1年以内）

─マネジメントとマーケティングの強化のため
に新テクノロジーと革新的手法を活用する

（3年以内）
─目標と戦略目標に沿った包括的なマーケティ

ング計画を維持する（1年以内）
─HTA の全プログラムの評価システムを導入

する（1年以内）
─契約の承認と締結の追跡などの電子契約管理

システムを導入する（1年以内）
─内部方針，規制要件，法令遵守を確認するた

めのコンプライアンス機能の構築（1年以
内）
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4．持続可能な社会の実現と観光の役
割

国連世界観光機関（UNWTO）によると，
SDGs の目標達成に向けて観光分野への期待が明
記されているのは，目標8「働きがいも経済成長
も」，目標12「つくる責任つかう責任」，目標14

「海の豊かさを守ろう」であり，観光が主要なテ
ーマとなる目標として重点を置いている。しかし，
UNWTO は，全ての目標に対して，観光は直接
的または間接的に貢献する力があり，持続可能な
開発目標の達成に向けて，重要な役割を担ってい
ることを宣言している。観光産業は，環境や文化，
社会，経済に大きな影響を与えるため，観光産業
も旅行者も持続可能な旅行に取り組むことは，
SDGs の達成に近づくと考えられる。ハワイ州で
は，2015年9月に国連総会で「持続可能な開発目
標（SDGs）」が正式に採択される以前から，持続
可能な社会の実現のための独自の取り組みを実践
している。

ハワイ版SDGs（アロハプラスチャレンジ）
ハワイ州は，持続可能な社会の実現のための課

題に対し，ハワイ独自の文化，価値，知恵に基づ
いた課題解決策を開発するため，2011年11月，ハ
ワイ州ホノルル市で開催されたアジア太平洋経済
協力会議（APEC）首脳会議で採択されたホノル
ル宣言に応え，ハワイ州政府，文化団体，経済界，
学術団体，慈善団体から60人を超えるリーダーが
任意団体「ハワイグリーングロース」を発足した。
そして2014年に，州知事，各島の郡長，オフィ
ス・オブ・ハワイアン・アフェア（OHA）によ
って，ハワイ州が2030年までに持続可能な社会の
実現に向けて進める6つの取り組みを掲げる社会
目標「Aloha＋Challenge（アロハプラスチャレ
ンジ）」を制定した。2015年9月に国連総会で

「持続可能な開発目標（SDGs）」が正式に採択さ
れると，2018年11月にハワイグリーングロースは，
太平洋地域で初めて国連 SDGs の「ローカル2030
ハブ（Local2030 Hub）」に選ばれた。因みにアジ
アでは唯一，静岡市が選ばれている。このローカ
ル2030ハブの取り組みには地域性とテーマ性が必
要で，地域性では SDGs に関する優先目標を地域
社会で特定し，地域の需要に対応する革新的な取
り組みを実践していくことと，テーマ性では成功
事例を展開し，SDGs を地域で実現するための主
要問題の意識啓発を促すことが必要である。

アロハプラスチャレンジには6つの取り組みが
ある。

1．クリーンエネルギーへの転換
2030年までにエネルギー供給量の70％をクリー

ンエネルギーへ転換。70％のうち40％を再生可能
エネルギー，30％をエネルギー効率として転換。
2045年までに100％代替エネルギーで供給するこ
とを目標にする

2．地元産の食料供給
現在ハワイの食料自給率は約10％。2030年まで

にハワイ州の食料生産量を2倍に増やし，消費さ
れる食料の20～30％を地元産のもので賄う目標を
掲げている。地元産食料価格を低減する他，食料
廃棄物の削減も目指す。

3．自然資源の管理
淡水の確保，河川流域の森林30％を保全，地元

住民主導型の海洋資源管理，外来種抑制，ハワイ
固有種の保護などを通して自然資源の保全を目指
す。また，淡水の確保や外来種へのバイオセキュ
リティ計画も含まれる。

4．廃棄物の削減
リサイクル，生物学的変換，生活習慣の改善，

ゴミ・排水処理の方法開発などによって2030年ま
でに70％の廃棄物削減を目指す。資源の再利用や
リサイクルにも取り組む。
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5．持続可能なスマートコミュニティの形成
2030年までに経済的な豊かさや，交通手段の幅

広い選択肢，災害からの回復力，温室効果ガスの
排出削減，生活しやすい社会の形成を目指す。住
宅費や交通費の削減，公共空間の多様化，土地利
用の改善も含む。

6．グリーンジョブ＆環境教育
2030年までに，質の高い教育，雇用，労働力や

専門的な能力の開発，イノベーションと起業機会
の創出，持続可能な観光促進，経済の多様性を強
化し，グリーン成長の見通しを高め，地元のグリ
ーンジョブや環境教育を増やす。

ハワイ州は，アロハプラスチャレンジの6つの
取り組みの達成状況を追跡するための指標「ダッ
シュボード」を公開し，目標達成に向けた進捗状
況を各島レベルで確認できる仕組みを構築した。
これは，ハワイの人々がより持続可能な生活を送
れるように，すべてのハワイの住民に呼びかける
ものでもある。その上で，HTA は，アロハプラ
スチャレンジの6つの取り組みの実現に向けて大
きな役割を担っている。ホテルやアトラクション
運営企業などの利害関係者と知識やアロハプラス
チャレンジの優良事例を共有し，地域社会との関
係を強化することで，より豊かな観光業と地域社
会の確立を目指している。また，海岸清掃や植樹
活動，文化継承の野外体験など，ハワイで活躍す
る非営利団体の活動を支援し，旅行者も参画でき
るプログラムの開発を進めている。

5．コロナ禍でのハワイの変化

⑴ ハワイ観光戦略計画の改定
｢ハワイ観光戦略計画2020～2025」は，コロナ

禍の観光再開に向けた戦略として立案されたので
はない。ハワイの観光産業は，これまで訪問者数
を増やすための観光戦略を優先してきた結果，旅

行者の急速な増加によるオーバーツーリズムの問
題により，自然環境の悪化，住民の観光業への満
足度も低下し続けていた。それを受けて，HTA
は地域社会にとっても旅行者にとっても満足する
観光地にするために，そして観光産業の多様化と
持続可能性のために，ハワイ州政府，各種団体や
委員会，大学の観光に関する研究者，観光産業と
経済界のリーダー，50を超えるハワイの企業によ
って策定された。

｢ハワイ観光戦略計画2020～2025」の基本計画
では，自然資源，伝統文化，地域社会，ブランド
マーケティングの4つが相互作用する「柱」を中
心に編成されている。ハワイのブランドを維持・
強化しながら自然環境，文化継承，豊かな地域社
会に焦点を当て，引き続き第一次産業である観光
産業でハワイの経済を支え，持続可能な社会を構
築することを目指している。そのための主要業績
評価指標（KPI）を見直し，これまで重要目標数
値とされていた訪問者数で計測するのではなく，

「住民の満足度」，「旅行者の満足度」，「1日の旅
行者の平均消費額」，「総旅行者消費額」を設定し
た。これに基づき，各郡の観光局および政府は，
地域社会と共に観光戦略を立案し，各マーケット
に適した観光促進活動の実施を目指す DMAP

（Destination Management Action Plans）を 策
定・実施することに至る。そして HTA は，監督
管理を重視するマーケティング戦略へ転換したこ
とを実践していくこととなる。

⑵ 自然環境の回復
ハワイでは，新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため，1度目のロックダウン（外出や行動
を制限する措置）を2020年3月下旬から5月末ま
で，2度目は8月末から9月下旬まで2度行った。
旅行者のいない閑散としたダニエル・Ｋ・イノウ
エ国際空港や一時的にゴーストタウン化したワイ
キキなど，ハワイの主要産業である観光産業が完

コロナ禍で加速したハワイの再生型観光

63



全停止状態に陥った。日本では，新型コロナウイ
ルス感染症の影響により，事業活動の縮小を余儀
なくされた企業に対して従業員の雇用維持を図る
ために「雇用調整助成金」を給付したり，多大な
影響を受けている企業に対して「持続化給付金」
を支給したりしていたが，ハワイ州政府も同様に，
小企業に対する給付金や家賃補助，失業手当の加
増を実施したが，未曾有の危機に直面したハワイ
の観光産業では，従業員の解雇「レイオフ」や一
時無給休職「ファーロー」を実施せざるを得ない
企業が増え，失業者も増えた。

一方，ロックダウンで観光客が訪れないことか
ら，ハワイの自然環境に驚くべき変化が生じた。
観光客にも人気のオアフ島の観光地，ハナウマ湾
の海水の透明度が，コロナ前の一般開放日より
42％も高く，閉鎖日に比べても18％高くなったこ
とをハワイ大学マノア校のハワイ海洋生物学研究
所が2020年7月に発表した。また，水質が向上し
ただけでなく，珊瑚礁などの海洋生物の生体にも
良い変化があり，ハナウマ湾に絶滅危惧種のハワ
イアンモンクシール（アザラシ）やウミガメが戻
っていたことも確認している。水質調査を実施し
たハワイ大学マノア校のハワイ海洋生物学研究所
の研究員もこの数値や海洋生物の生態の回復には
驚きを隠さなかった。加えて，観光客のいないワ
イキキビーチの海に多くの魚が戻り，ワイキキが

「釣り場」と化している映像や，ハワイアンモン
クシールが出産や子育てしている映像などがハワ
イのニュースで取り上げられていた。

⑶ 住民の観光業に対する満足度の低下
このようなコロナ禍でのハワイの変化を目の当

たりにした住民の多くに観光に対する多様な意識
の変化が現れてきた。観光客の大幅な増加によっ
て観光地が過度に混雑し，住民の生活や自然環境
に悪影響を及ぼしたという住民もいれば，ハナウ
マ湾を含むハワイの州立公園や自然保護区の管

理・維持や雇用も観光客の入場料によって賄われ
ていることや，観光産業がハワイ州経済を支えて
いる現実をコロナ禍で再認識した住民もいたりす
る。ハワイ州が実施した住民の観光業への満足度
調査では，2020年の満足度は54％，2021年は49％
と，コロナ前の2019年の58％から大幅に下がり，
過去最低を記録した。住民の観光業への満足度調
査は1980年代から実施されており，なるべく旅行
従事者でない住民を抽出し，地域によって偏らな
いようにしている。

この事実を受けたハワイ州議会は危機感を感じ，
観光による将来的なハワイ州の経済と環境保全の
バランスを健全に保つための協議を開き，来る観
光再開に向けての条例や規定を強化することとな
る。くしくも新型コロナウイルス感染症の感染拡
大によるロックダウン，観光閉鎖，自然環境の改
善などの影響による住民の意識の変化が，これま
でのハワイ州の観光戦略をさらに持続可能性の高
いものに突き動かすことになる。

2度にわたるロックダウン後の2020年10月，ハ
ワイ州政府は，陰性証明書の提示で14日間の自主
隔離を免除する「事前検査プログラム」を開始し，
観光産業を一部再開した。アメリカでは，時期的
に11月のサンクスギビングから12月のクリスマス
にかけてのホリデーシーズンにあたるため，アメ
リカ本土からの旅行者によるハワイ旅行が戻り始
めた。

2021年に入り，アメリカ本土からの旅行者を中
心にハワイへの渡航者数は順調に増え，7月には
コロナ前の2019年と比較してもマイナス11％まで
回復した。そんな矢先に住民がハワイの自然環境
や海洋生物に対して強く再認識する騒動が起きた。
アメリカ本土からの旅行者がカウアイ島を訪問中，
海岸で休んでいたハワイアンモンクシールに触れ
て，それに驚いたハワイアンモンクシールが旅行
者に威嚇して噛みつこうとしている様子を撮影し，
TikTok で公開したところ，ハワイの自然や海洋
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生物を保護する意識の高いハワイの住民の間で動
画に対する非難や批判のコメントが殺到し，その
動画は瞬時に SNS 上で拡散され大炎上となって
しまった。その旅行者の SNS アカウントに脅迫
のコメントが届くようになり，アメリカ海洋大気
庁が調査をすることにまで至り，最終的にこの旅
行者はハワイメディアの取材に対して謝罪と反省
の意を述べ，絶滅危惧種保護法違反で罰金を支払
った。一方で，初めてハワイを訪れる旅行者への
正しい情報提供と啓蒙活動の難しさを露呈したケ
ースでもあった。

ハワイ州では，海洋生物を観察する時の推奨距
離を示している。単独でいるハワイアンモンクシ
ールの場合は15メートル以上，母子でいる場合は
45メートル以上離れて観察することを推奨してい
る。絶滅危惧種指定のハワイアンモンクシールに
触れる行為，または虐待行為は5年以下の禁錮刑
ならびに5千ドル以下の罰金が科せられる。

ハワイの観光を揺れ動かしたこの騒動は，2020
年初頭に改定された「ハワイ観光戦略計画2020～
2025」にある，住民も旅行者も満足する観光地に
するために，監督管理を重視するマーケティング
戦略に転換したことを再認識させ，“旅行先の地
域社会や環境に与える影響に責任をもち，旅行先
に配慮する考え方”と定義される「レスポンシブ
ルツーリズム（責任ある観光）」の重要性をあら
ためて訴求する必要性をもたらした。

⑷ 地域社会に根ざしたDMAPの誕生
コロナ禍の2020年，HTA は，カウアイ島，マ

ウイ・ヌイ（マウイ島，モロカイ島，ラナイ島），
オアフ島，ハワイ島の各郡および各島の観光局と
協力し，2021年から2023年までの3年間で観光産
業の安定化，新型コロナウイルス感染症の拡大か
らの回復，各島に最適な観光産業の再構築のため
に，「デスティネーション・マネジメント・アク
ションプラン（DMAP）」を作成し，地域社会に

根ざした観光の再建，再定義，方向性の再設定を
行なった。

この DMAP は，各島の運営委員会の指揮のも
と，各郡の観光局と住民とコミュニティが共に協
力して，各地域に適した課題解決策や観光再開計
画が策定された。DMAP は地域主導型であるこ
とから，その目標は主要6島によって異なる。
DMAP の目的である，a.3年間の協業事業を通
じて，観光の方向性を再建，再構築，再定義，
b.ハワイの観光産業，地域社会，他業種，政府
機関の協力と関与，c.地域環境負荷を軽減するた
めに管理が必要な領域の特定，を達成するために，
それぞれの島や地域に適した持続可能な観光のあ
り方について，各郡および各島の観光局と住民と
コミュニティが中心となって見直しはじめた。各
島では，ハワイ州の観光戦略と連携し，DMAP
を地域社会と共に地域主導型の観光プログラムを
作成することで，住民やコミュニティとの関わり
をより重視する方向に舵を切った。

例えば，人口過密な観光名所，交通負荷，その
他の観光関連問題の解決策の提唱，自然・文化遺
産の保全などについて意見を反映し，住民の生活
の質を向上させ，旅行者の体験を改善するために
必要な分野や実行可能な解決策を明らかにするも
のである。活動内容は，ハワイ観光戦略計画の4
つの柱（自然資源，文化継承，地域社会，ブラン
ドマーケティング）と相互に関連づけられ，整合
性を確保し，組織的な目的を達成するために実施
されている。加えて，HTA は，住民の意識を調
査し，観光産業が住民に与える好影響と悪影響を
明らかにすることは，健全な観光産業を維持する
ために重要と考え，観光業に対する住民意識調査
を年2回実施している。

⑸ ハナウマ湾への入場制限と予約制の導入
ハワイ州は，コロナ禍でのハナウマ湾の水質向

上を受けて，ハナウマ湾の美しい自然資源への影

コロナ禍で加速したハワイの再生型観光

65



響を教訓化するため，2021年7月1日より入場料
金を12ドルから25ドルに引き上げた。また，1日
当たりの入場者数を1400人（10分毎に40人まで）
と上限を定めた。加えて，入場時の混雑を避ける
ため，2021年4月26日よりオンライン予約システ
ムを導入し，ハナウマ湾への入場の際には予約が
必要となった。オンライン予約は来場する48時間
前から予約ができる。ハナウマ湾では，入場前に
ハナウマ湾の自然環境，生態系，海洋生物保護な
どについて解説する9分間のオリエンテーション
ビデオの視聴が義務付けられているが，この予約
時間はそのオリエンテーションビデオの視聴時間
になっている。

ハナウマ湾と同じくハワイの観光地として人気
のダイヤモンドヘッド州立自然記念公園（以下，
ダイヤモンドヘッド）も2022年5月12日からオン
ライン予約システムを導入した。事前予約は訪問
予定日の14日前からオンラインでの予約が可能で，
入園料金は，徒歩（ツアーやトロリーなどでの送
迎を含む）での訪問者は1名5ドル（3歳以下無
料），車での訪問者は入園料金5ドルのほかに駐
車料金が1台につき10ドルかかる。ハナウマ湾と
ダイヤモンドヘッドに加え，ハワイ州で事前予約
が必要な公園は，カウアイ島のハエナ州立公園，
マウイ島のイアオ渓谷州立公園，ワイアナパナパ
州立公園，ハレアカラ国立公園の6ヶ所で事前予
約が必要になる。

HTA は，引き続きハワイ州自然環境保全衛生
局（DLNR）と連携し，ハワイの州立公園10カ所
でオンライン予約システムを導入する計画である。
現在はデータ収集の段階であり，スマートフォン
の位置情報から各エリアが混みあう季節や時間帯
を分析し，各州立公園の担当者と情報を共有し，
旅行者や住民の動きを見ながら，柔軟性のあるシ
ステム構築を目指し，情報提供については将来的
にサイトの多言語化も目指している。

6．アフターコロナのハワイの観光施策

ハワイの観光のマーケティング戦略は，コロナ
禍で「ツーリズム・ブランディング」から「ツー
リズム・マネジメント」へ，そして旅行者へは

「プロモーション」から「エデュケーション」へ
戦略もシフトした。そして，持続可能な観光を目
指し，レスポンシブルツーリズムを“責任のあ
る”新しい観光の様式として訴求するための道筋
をつけた。このようなコロナ禍でのハワイの変化
は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
生じた観光産業の停滞，自然環境の回復，住民の
観光業に対する意識の変化など，様々な要因によ
って，「ハワイ観光戦略計画2020～2025」を後押
しした。そして，コロナ禍以前から顕在化してい
たオーバーツーリズムや住民の観光業に対する満
足度の低下への対策など，これまでの観光による
問題を解決するチャンスにも繋がっているのであ
る。

アフターコロナでハワイ州が重要視しているこ
とは，コロナ禍以前のような訪問者数にすること
ではない。ハワイ州の観光施策をマネージメント
する HTA は，当然のことながら訪問者数や滞在
日数，消費額，航空座席数などの指標を細かく調
査・分析を行なっているが，重要なことは，「ハ
ワイ州住民の観光業への満足度」，「ハワイへの旅
行者の満足度」，そしてハワイの経済を支える

「旅行者の消費額」である。例えば，ハワイ州住
民の観光業への満足度を高めるためには，1日お
よそ15億ドルという観光収益がハワイにもたらす
経済効果とその貢献度を地域社会に正しく伝えて
いくことが不可欠であり，ハワイへの旅行者の満
足度を高めるには，体験旅行の質を高める旅行商
品開発が不可欠である。そして旅行者の消費額を
高めるためには，旅行者がハワイの文化や歴史に
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興味を持ち，自分を高める体験に消費するマイン
ドフルな旅行者を増やしていくことが大切である。
HTA は，これらを達成するために，観光地の入
場制限や予約制の導入，DMAP の作成により，
地域住民の負担を軽減し，旅行者の体験をより良
くすることを目指す「再生型観光（リジェネラテ
ィブツーリズム）」を推進していくことになる。

⑴ 責任ある観光のスローガン「マラマハワ
イ」

ハワイでは，古代ハワイアンの教えに，「アイ
ナ（土地）」は人のものではなく，自然に宿る神
様から許しを得て人はそこに住まわせてもらって
いるという解釈をすることから，自然に対する謙
虚 さ と 感 謝 の 気 持 ち を 大 切 に し て い る。

「Mālama（マラマ）」とは，ハワイ語で「大切に
する／守る」という意味があり，レスポンシブル
ツーリズムに対応した取り組みとして「マラマハ
ワイ」をスローガンに掲げた。ハワイを思いやる
気持ちを旅行者に抱いてもらい，ハワイの人々が
大切に守り継いできた自然環境や伝統文化への配
慮をお願いする，HTA のレスポンシブルツーリ
ズムに対応した取り組みである。

レスポンシブルツーリズムの考え方が世界に広
まった背景には，人気の観光地のオーバーツーリ
ズムが問題視される中で，新型コロナウイルス感
染症のパンデミックが起こり，観光地から旅行者
に対して意識変革を求める動きがみられた。加え
て，近年の SNS を使った旅行者間での情報伝達
や情報入手の変化により，観光地以外の場所や居
住地区などを訪れる旅行者も増加したことの影響
も大きい。

ハワイでは，2019年に年間旅行者が1000万人を
超え，オーバーツーリズムの問題に加え，住民の
観光業に対する満足度も低下した中，コロナ禍の
2020年9月に，HTA の局長兼 CEO にジョン・
デ・フリーズ氏が就任した。ジョン・デ・フリー

ズ氏はネイティブハワイアンであり，HTA の局
長兼 CEO にネイティブハワイアンが就任するの
は初めてのことであり，マラマハワイの推進につ
いてはジョン・デ・フリーズ氏の就任の影響は大
きいと言える。

マラマハワイには，未来への責任と心がけがあ
れば，旅行者の誰もが関わりを持つことができる。
マラマハワイの取り組みは，アメリカマーケット
では2020年より開始され，日本マーケットでは
2021年より開始された。マラマハワイのメッセー
ジの訴求方法は，マーケットの成熟度や国民性に
合わせて調整している。マラマハワイは，海洋生
物の保護，珊瑚礁の保護，ハワイ固有種の保護，
ハワイ文化への尊重であるが，HTA では旅行者
にお願いしたい5つのアクションを提案している。

1．海洋動物に出会っても，むやみに近づかな
い

2．有害成分の入った日焼け止めの使用禁止
3．森林を訪れる時は靴裏の泥を落とす
4．進入禁止エリアに侵入しない
5．エコバッグやマイボトル，マイストローな

どを持参

「ハワイ観光戦略計画2020～2025」では，レス
ポンシブルツーリズムを「住む人にとっても，訪
れる人にとってもよりよい場所になるよう責任あ
る行動を取る旅行を心がけること」と定義されて
いる。ちなみに，JTB 総合研究所の観光用語集
によると，レスポンシブルツーリズムは，旅行先
の地域コミュニティや環境に与える影響に責任を
もち，旅行先に配慮する考え方，とある。そのよ
うな配慮のある旅行者をレスポンシブルトラベラ
ーと定義し，国連世界観光機関（UNWTO）の
世界観光倫理委員会で，世界観光倫理憲章を旅行
者向けにまとめたリーフレットが制作された。

レスポンシブルツーリズムは，旅行者は単なる
お客さんではなく，ツーリズム（観光）を構成す
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る主体のひとつであることを認識してもらうこと
が重要である。旅行者の意識や行動にある一定の
責任を持ってもらうことで，観光地はより良い観
光地経営をすることができるわけだが，レスポン
シブルツーリズムは，“観光事業側”と“観光客
側”の双方にメリットをもたらす。観光事業側で
は，a.地域の自然環境への負担を軽減できる，
b.旅行者に質の高い観光体験を提供できる，c.
安定した経営を維持できる。一方，観光客側では，
a.混雑のない観光を楽しめる，b.地域資源の魅
力をゆっくりと楽しめる。それは，レスポンシブ
ルツーリズムが浸透した観光地では，オーバーツ
ーリズムの問題解消に繋がっていくと考えられる。

⑵ 再生型観光（リジェネラティブツーリズ
ム）

ハワイの観光戦略は，コロナ禍で「ツーリズ
ム・ブランディング」から「ツーリズム・マネジ
メント」へ，そして旅行者へは「プロモーショ
ン」から「エデュケーション」へ方向転換し，

「リジェネラティブツーリズム（再生型観光）」を
進めている。「ハワイ観光戦略計画2020～2025」
において，これまで重要目標数値とされていた訪
問者数から，「住民の満足度」，「旅行者の満足度」，

「1日の旅行者の平均消費額」，「総旅行者消費額」
を設定した。これに基づき，各島に最適な観光産
業の再構築のためにコロナ禍で作成された
DMAP と，ハワイ観光戦略計画の4つの柱（自
然資源，文化継承，地域社会，ブランドマーケテ
ィング）に沿って，地域住民の負担を軽減して活
性化させ，地域再生に貢献する「再生型観光（リ
ジェネラティブツーリズム）」を，現在 HTA は
着実に実践している。そのためにはコミュニティ
の参画が最も重要なことである。

HTA と日本市場を担当する HTJ（ハワイ州観
光局日本支局）は，2022年に3年ぶりとなる「ジ
ャパンサミット」をオアフ島で開催し，再生型観

光の旅行商品化に向けた商談会や体験プログラム
が行われ，日本からは旅行会社の担当者65名が参
加し，ハワイ側からはサプライヤー50社（約100
名）とメディアを含め，総勢200名近くが参加し
た。HTA は，日本をハワイが掲げる再生型観光
をリードしていくマーケットだと捉えている。そ
れは，自然や文化，おもてなしの心やマナーなど，
ハワイと日本に共通する価値観が重要であると捉
え，日本の旅行会社と旅行者と共に，コロナ禍を
経たニューノーマル時代に相応しい再生型観光の
旅行商品の造成や旅行体験を促し，ツーリズム・
マネジメントを推し進めることによって，持続可
能な観光の実現を目指している。

そのためには，ハワイの文化をはじめとした情
報を正しく伝える必要ある。HTA は，ハワイの
伝統的な文化と観光産業の共存・発展を目指し
て，旅行業界とメディアへ向けて，ハワイの文化
を正しく理解してもらうための資料として

「ma’ema’e（マエマエ）」と名付けたツールキッ
トを2015年から提供をしている。このツールキッ
トは，ハワイをより正確かつ正当に紹介するため
に必要な情報を提供し，地理的，文化的な情報か
らハワイの伝統や習慣の詳細まで，ハワイに関す
る基本的な知識を収めている。

また，各島でホットスポットと呼ばれるエリア，
つまり，オーバーツーリズムが問題になっている
エリアを「センシティブ・デスティネーション＆
アクティビティ」と称して，旅行業界関係者向け
に情報提供している。この情報は，ハワイの自然
や文化施設の保護，旅行者の安全上の理由，そし
て，地域住民への配慮を心がけるために，条例や
規制のあるエリア，住民から声が上がっているエ
リア，プロモーション活動を行わない地域やアク
ティビティを地図に取りまとめている。ホットス
ポットであるハナウマ湾やダイヤモンドヘッドな
どへの入場に，オンラインによる事前予約システ
ムを導入し，ホットスポットへの旅行者数をコン
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トロールすることで，交通渋滞や自然保護につな
がり，旅行者によりよい環境で観光してもらう環
境作りを実践している。また，この旅行会社向け
の情報提供は，再生型観光の旅行商品造成に役立
ててもらうための一環でもある。

先に述べた DMAP では，エデュケーションへ
の取り組みとして，旅行者に対する啓発活動も実
施している。例えば，ダニエル・Ｋ・イノウエ国
際空港に到着した旅行者に対して，荷物を受け取
るターンテーブルにあるサイネージを活用して，
海洋生物保護のための注意事項や危険な場所に立
ち入らないことなどを呼びかけるビデオを流した
り，マラマハワイのコマーシャルを放映したりし
ている。また，遊歩道やトレイルには，ハイキン
グ中の安全のためのマナーに関する標識を設置し
たり，靴底の泥を落としたりすることによって自
然環境を保護することなどを旅行者に呼びかけて
いる。加えて，文化的に神聖な地域や住民の居住
区域，あるいは安全でない場所に旅行者が入らな
いように，ハワイや住民に敬意を払うための啓発
活動が重要になり，その取り組みをマーケティン
グプログラムに組み込んでいる。

⑶ コミュニティの参画とツーリズムによる環
境保護団体への還元

アフターコロナのハワイの観光施策の中でも，
本質的にハワイの再生型観光の実現に向けて不可
欠なことは，コミュニティを巻き込みながらハワ
イにとってツーリズムの大切さを理解してもらう
ことであろう。HTA は，観光で得た利益（TAT
税収入の一部）を地元に還元する「HTA コミュ
ニティ・サポートプログラム」を2010年から設け，
自然保護，文化継承，コミュニティに関する活動
を行っている各団体に補助金による支援を行って
いる。これまで資金援助をした団体は延べ1,000
以上の団体にも上り，持続可能な観光のプログラ
ムを開発している。

アロハ・アイナ・プログラム
（Aloha ’A̅ina Program） 2010年設立

ハワイ州土地・自然管理局とのパートナーシッ
プにより，ハワイの自然資源と環境を管理・保
全・再生することに重点を置いたコミュニティを
基本とする事業体に補助金を出している。2023年
現在で34団体を支援している。主に，ボランツー
リズム，ビーチクリンーアップ，トレイルの整備，
フィッシュポンド（養魚池）の復元，タロイモ畑
の育成体験プログラムなどが挙げられる。

ククル・オラ・プログラム
（Kūkulu Ola Program） 2010年設立

主にハワイ文化を継承する団体やグループに補助
金を出している。旅行者や住民に対して本物の文
化的体験を通して，ハワイ文化への理解と継承を
行っている団体に補助金を出している。2023年現
在，ネイティブハワイアン・ホスピタリティ・ア
ソシエーションをはじめとした33団体を支援して
おり，カヌーの設置場所やハワイ語の新聞をデジ
タル化するなどのプログラムの支援を行っている。

コミュニティ・エンリッチメントプログラム
（Community Enrichment Program）

2017年設立
ハワイのコミュニティに根ざしたプログラムや

イベントを支援し，旅行者と住民の双方に対して
体験を向上させ，ハワイの本質を捉えた経済発展
の機会を創出することを目的としている。ネイテ
ィブハワイアンのイベントや地域で開催されるフ
ェスティバルなど，2023年現在で76のプログラム
を支援している。コミュニティが自らハワイの文
化や自然を保護するイベントを催したり，コミュ
ニティにあるトレイルについて地域住民がトレイ
ルの安全事項を説明したりするようなイベントを
通して旅行者と住民の繋がりが広がり，コミュニ
ケーションを図ることができれば，双方にとって
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素晴らしい体験となる。
この3つのプログラムに加え，ハワイ州教育局

とパートナーシップを結び，未来のハワイを担う
次世代を育成するプログラムを設け，奨学金制度
を実施している。このように，ツーリズムで得た
収益を地域社会のプログラムに還元することは，
極めてハワイならではの自然や文化体験を旅行者
に提供することができ，旅行者と住民の双方の満
足度を高め，再生型観光への取り組みを着実に進
め，持続可能な観光へと結びついている。2024年
からは，「HTA コミュニティ・サポートプログ
ラム」を6つに拡充し，プログラムの名称も新た
に予算を増額する予定である。

⑸ 住民も旅行者も満足する持続可能な観光の
事例

住民も旅行者も満足する持続可能な観光の事例
として，カウアイ島のハエナ州立公園の事例があ
る。コロナ禍において，ハワイの各郡と各島の観
光局は DMAP の作成時にこの事例を参考にし，
また，多くのコミュニティが持続可能な観光のプ
ログラム開発時に参考にしている。

ハエナ州立公園はカウアイ島北西部に位置し，
復元されたタロイモ畑や世界的に有名なトレイル
の登山口があり，また，壮大なナ・パリ・コース
トの景色を眺めることもでき，多くの観光客が訪
れる人気観光地である。そのため，道路脇に無断
駐車する多くのレンタカーや交通渋滞の問題は深
刻で，地域住民は1980年代から抗議活動を行って
いたが解決には至っていなかった。そのような中
で，2018年カウアイ島北岸は壊滅的な洪水の被害
を受け，ハエナ州立公園とナパリ・コースト州立
原生自然公園は閉鎖された。閉鎖期間中に，ハワ
イ州立公園局は地域住民への数十年にわたる影響
を考慮し，新たな公園管理戦略を立案し，地域の
非営利団体にハエナ州立公園の予約システムの管
理・監督と文化的景観の管理を任せ，地域住民も

ハエナ州立公園の保護と管理に全面的に協力した。
この喫緊の課題に対する持続可能な解決策を見出
すために実施したことは，ハエナ州立公園を訪れ
る観光客の入園を予約制にして1日の入場制限を
900人までと定め，駐車場を整備して入園する車
を減らすための統合シャトルバスシステムを運行
させた。駐車する車を制限して管理することによ
って，交通量を減らすことができ，無断駐車や渋
滞などの問題解決に貢献した。加えて，ハエナ州
立公園内を地域住民がガイドするツアーを作り，
観光客を案内することによって観光客の満足度が
高くなった。地域住民も自分たちの努力が実り，
自然や文化資源の保全が維持できる環境が整った
ことに満足している。

ハエナ地域の住民は，先祖が大切にしてきた自
然豊かなアイナ（土地）を次世代に残すために，
地域の非営利団体と協力しながら地域密着型の管
理体制のもとで，観光とのバランスをとりながら，
持続可能なものにしていくための努力を続けてい
る。

7．まとめ

コロナ禍前，オーバーツーリズムに端を発した
ハワイの観光戦略は，単に訪問者数を増やすため
の活動ではなく，自然保全，文化継承，地域住民
との関係性の再構築，ブランドマーケティングの
4本柱を掲げ，再生型観光の推進を目指す方向へ
舵を切った。そして，新型コロナウイルス感染症
の感染拡大によってハワイの観光推進の意識が変
化し，ハワイの観光戦略は「ツーリズム・ブラン
ディング」から「ツーリズム・マネジメント」へ，
旅行者へは「プロモーション」から「エデュケー
ション」へ方向転換した。加えて，コミュニティ
が参画できるプログラムや観光客と交流する機会
を創出する取り組みによって，自然を守りながら
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住民の暮らしを豊かにする地域の活性化と，観光
客により良い環境でより素晴らしい体験をしても
らうために，コロナ禍で加速した再生型観光を着
実に進めたことにより，持続可能な観光への道筋
が見えてきたと言える。

コロナ禍でのハワイの観光戦略の変化は，ハワ
イ州の経済と環境保全のバランスを健全に保ちな
がら，これまでの観光振興よりもハワイの観光資
源を再生・維持することが持続可能な観光の実現
に近づくと考えているだろう。ハワイのように成
熟した観光地は，ある意味において，ブランドに
対する共感や信頼などを通して，すでに価値を高
めるためのブランディングは確立されていると言
える。むしろ，イメージを維持するためのブラン
ディングの継続より，住民の観光業に対する満足
度や観光客の満足度の低下により，観光地として
のイメージやブランド力の低下が問題として懸念
される。地域住民が大切にしている自然や文化は
その地域の個性であり，住民視点で観光をマネジ
メントすることができれば，住民の満足度が高く
なり，観光客を歓迎する雰囲気が醸成され，観光
地としての魅力も高まり，しいては旅行者に選ば
れる観光地になる。住民と観光客の双方の満足度
が高くなることにより，持続可能性が維持されて
好循環が生まれていく。ハワイの観光産業がコロ
ナ禍で失った時間は，持続可能な観光を実現させ
るために，再生型観光への“気づき”を与えてく
れたのではないだろうか。

現在の HTA のようにハワイの観光を振興する
組織は，日本が明治時代の120年も前から存在し
ている。ハワイに滞在し，カラカウア王とも親交
のあった，冒険小説「宝島」で有名なイギリス人
作家のロバート・ルイス・スティーヴンソンや，
ハワイの旅行記「Letters of Hawaii」をカリフォ
ルニアの新聞社に寄稿していた，「トム・ソーヤ
の冒険」の著者として知られるアメリカ人作家の
マーク・トウェインの影響もあり，20世紀初頭に

は，ハワイに興味のある観光客がカリフォルニア
から訪れてきた。すでにこの当時からハワイへの
観光振興は始まっており，ハワイの自然は美しく，
文化の独自性は高いものであったことを当時の観
光客も認識していたであろう。それから100年以
上の時が流れ，ハワイをはじめ，観光客で賑わう
世界の都市では，オーバーツーリズムによる地域
社会の環境や自然の景観，文化資源などにダメー
ジを与えることへの対応として，レスポンシブル
ツーリズムのニーズが高まり，持続可能な観光の
重要性を説いている。

DMO (Destination Management Organization)
や観光を振興する組織は，オーバーツーリズムの
問題に関係なく，訪問者数の増加や需要創出のた
めのマーケティング活動だけに集中するのではな
く，地域の観光資源である自然や文化を保全し，
地域住民との合意形成を図り，観光客の体験向上
のための供給側にもっと目を向けることができれ
ば，税金や TAT を財源にしている観光を振興す
る組織や観光局は，その存在意義を認められ，支
持を得られることであろう。
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研究ノート

わが国の成人のスポーツライフに関する
テキストマイニングとヴィジュアル分析

～SSF「スポーツライフ・データ2022」における自由回答を対象として～
Text Mining and Visual Analysis of Japanese Adult Sports Life Based on the

Open-Ended Answers of the ‶Passion for Sports" and the ‶Promotion
and Development of Sports" in the SSF (Sasakawa Sports Foundation)

National Sports-Life Survey 2022.

横山 文人＊

YOKOYAMA, Fumito

Abstract
This research paper describes text mining results of Japanese adult sports life based on the open-ended answers
of the national sports-life survey 2022 conducted by the Sasakawa sports foundation in 2021. The primary survey
data (n＝3,000) was collected by using a multistage sampling method with a population of 3,000 men and women
aged 18 or older residing in Japan, and is conducted by the door-to-door retention survey method, between June
10th and July 10th 2021. Text mining was applied to the open-ended answers of the ‶passion for sports" and the
‶promotion and development of sports" in the survey data. The results were as follows :

1）The relative importance of the exercise and health-related factor of ‶body," ‶health," and ‶exercise" was
the greatest for men and women overall.

2）The human factors of ‶person," ‶self," and ‶children," the ‶time" factor, and the behavioral factors of
‶want," ‶can," and ‶continue" were relatively important for both men and women.

3）The environmental elements of ‶facilities" and ‶environment" were also identified with a certain degree of
importance.

4）Men's keywords are characterized by the greatest relative importance of ‶want" and ‶health" and
perceive the environmental factors to be more important than women.

5）The key word ‶body" is perceived to be outstandingly important as a characteristic of women's keywords,
and the environmental factors are perceived to be less important than for men.

Key Words
Text Mining, Visual Analysis, Adult Sports Life, National Sports-Life Survey 2022, Word Clouds
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Ⅰ はじめに

わが国のスポーツの振興や発展，スポーツに関
する施策の総合的な推進を図ることを目的として
設置されたスポーツ庁は，国民のスポーツライフ
政策として，次のように提言している（スポーツ
庁，2023）。

スポーツ庁では，第3期スポーツ基本計画に
おいて，成人の週1回以上のスポーツ実施率が
70％程度となることを目標としています。

国民のスポーツ参加を促進する取組の充実を
通じて，国民の誰もがいつでも，どこでも，い
つまでもスポーツに親しむことができる社会の
実現を目指します。

また，第3期スポーツ基本計画（文部科学省，
2022）の中の「4．第3期計画を支える様々な主
体に期待される役割とそれに対する支援」におい
て，以下のように記述している。

第2期計画でも示したように，基本計画は，
国の施策を中心に国が定めるものであるが，飽
くまでも「スポーツの主役は国民」であり，ま
た，国民にその機会を提供する地方公共団体や
スポーツ団体，民間事業者等が主役である。国
としては，各主体が「主役」としてスポーツに
参画し，そして最大限その価値を体感できるよ
う，様々な取組・施策を図っていく必要がある。

すなわち，地方公共団体，スポーツ団体や民間
事業者等には期待される役割と支援を示すととも
に，計画を実現するための「主役は国民」である
ことを明言している。このことから，スポーツ庁
の政策目標を実現し第3期スポーツ基本計画を達
成していくためには，「主役である国民」からも
生の声を聴く必要があると考えられる。

そこで，本稿では，公益財団法人笹川スポーツ
財団（SSF）が実施した最新の全国調査「スポー
ツライフに関する調査2022」における『スポーツ
に対する思い』や『スポーツの普及や発展』に対
する自由回答を分析対象として，成人のスポーツ
ライフにおける重要なキーワードを探索的に抽出
するためにテキストマイニングをおこなうととも
に，その結果を視覚化するためヴィジュアル分析
をおこなった。当該全国調査は，2021年6月10日
から7月10日の調査期間において，日本国に居住
する満18歳以上の男女を母集団として，多段標本
抽出法により3,000人を調査対象とし訪問留置調
査法により実施している。昨今はサンプル数を多
くすることを目的の一つとし，簡便性と迅速性を
優先するあまり，ウェブ調査によるデータが多い
中，確立されたサンプリング理論に基づいた従来
からの調査方法により収集されたデータは，質的
にも貴重な調査データと認識されよう。なお，当
該調査の自由回答データを対象とした分析は，公
益財団法人笹川スポーツ財団の特別許可の下で実
施したものであることを付記しておく。

よって，本研究の目的は，日本における成人男
女から発せられるスポーツの振興や思いに対する

「生のメッセージ（自由回答）」を対象として分析
することにより，スポーツライフにおける重要な
キーワードについて探索的に明らかにすることと
する。
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Ⅱ 研究方法

ここでは，本稿で用いられた研究方法について
説明していく。
1．分析データ：分析対象となるデータは，公益

財団法人笹川スポーツ財団（SSF）が実施した
最新の全国調査「スポーツライフに関する調査
2022」における『スポーツに対する思い』や

『スポーツの普及や発展』に対する自由回答デ
ータである。回収数をみると3,000票で，その
内訳は男性1,503票，女性1,497票であった。こ
の3,000票の中で自由回答欄に回答を記入した
票において，「無回答」や「とくになし」とい
った分析対象とはならない回答を除いた分析対
象とする有効回答数は1,180票で（有効回答率
39.3％），その内訳は男性543票（36.1％），女
性637票（42.6％）であった。

2．分析ツール：当該有効回答1,180票を分析対
象とし，統計解析プログラミング言語の一つで
あ る Ｒ 言 語 を ベ ー ス と し た UI（User
Interface）ツールの Exploratory を用いて分析
をおこなった。分析手順は，対象データについ
てデータラングリングを（生データのクレンジ
ング，リストラ，および強化を行うこと（Any
Connector, 2021））実施し，クリーンなデータ
にした後，テキストマイニングを適用した。

3．分析方法：テキストマイニングの初期手順で
ある形態素解析（日本語文章を最小単位である
品詞に分解し，その意味を分析する手法）を実
施した。次に，抽出された単語の出現頻度につ
いて分析した。その際には，ストップワードと
呼ばれる非語（句読点などの区切り記号類），
非内容語（助詞や助動詞などの品詞），および
低内容語（内容推測に貢献しない語）は分析か
ら除去した（國府ら，2013）。さらに，自由回

答の設問に含まれる単語の「スポーツ」と「思
い」については出現頻度は高いが，設問文に含
まれる単語であり自明であることから分析から
除外した。
次に，この形態素解析の結果に基づいて頻度分

析をおこない，抽出されたキーワードの出現頻度
を男女別に，その内容を分析した。

さらに，頻度分析の結果を視覚化するためにヴ
ィジュアル分析を実施し，グラフ化およびワード
クラウドを適用した。ワードクラウドとは，文章
やテキストから単語の出現頻度にあわせて文字の
大きさを変えて視覚化したグラフのことである

（AI Academy Media, 2023）。例えば，出現頻度
の多いキーワードは大きなフォントで表示され，
少ないキーワードは小さなフォントで表示される。
フォントの大きさで，キーワードの相対的な重要
性を視覚的に把握することが可能となる。

Ⅲ 結果と考察

ここでは，「スポーツライフに関する調査2022」
における『スポーツに対する思い』や『スポーツ
の普及や発展』に対する自由回答を分析対象デー
タとしてテキストマイニングをおこなった分析結
果および考察について記述する。

1）男女全体からみた頻度分析

分析対象データに形態素解析をおこない，その
解析結果を男女別に頻度分析したものを表1の男
女別頻度分析結果（上位25以上）に示す。

表1において，男性と女性の出現頻度を合計し
た頻度合計に着目する。最も出現頻度が多かった
単語は「身体」の252であった。次に「健康」の
234，「運動」の211となり，これら3つの単語だ
けが出現頻度200を超えている。第4位の「欲し
い」は167で，第3位の「運動」とは頻出頻度に
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おいて44の開きがあることから，上位3位までの
出現単語は，それ以下のものと比較すると突出し
て出現回数が多いと考えられる。換言すると，

「身体」「健康」「運動」という運動・健康関連要
素の相対的重要性が際立っているとも言えよう。

以下，第5位「人」の153，第6位「良い」の
146，第7位「自分」の139，第8位「時間」の
131，第9位「できる」の118，第10位「続」116，
第11位「もっと」の108，までが出現頻度100以上
であった。「人」や「自分」という人的要素，「時
間」要素，「できる」や「続」という行動的要素
が，全体として相対的に重要であると認識されて
いると考えられる。

第12位以下を概観すると次のように要約される。
・第12位「動かす(96）」，第16位「行(86)」，第18

位「見(80)」，第24位「参加(65）」，第25位「観
戦(63)」という行動的要素がみられた。

・第13位「子供(95)」という人的要素がみられた。
・第17位「体力(86)」という運動・健康関連要素

ホスピタリティ・マネジメント Vol. 13 No. 1 2024 年 3月

76

表1 男女別頻度分析結果
（上位25以上；頻度合計でソート)

順位 出現単語 男性 女性 頻度合計
1 身体 73 179 252
2 健康 86 148 234
3 運動 56 155 211
4 欲しい 87 80 167
5 人 58 95 153
6 良い 47 99 146
7 自分 36 103 139
8 時間 50 81 131
9 できる 47 71 118
10 続 46 70 116
11 もっと 53 55 108
12 動かす 26 70 96
13 子供 34 61 95
14 好き 31 61 92
15 コロナ 27 60 87
16 行 36 50 86
17 体力 24 62 86
18 見 31 49 80
19 施設 37 36 73
20 今 23 49 72
21 環境 33 35 68
22 必要 31 36 67
23 楽 20 46 66
24 参加 20 45 65
25 観戦 21 42 63

図1 男女全体の頻度分析結果
（上位25以上；頻度合計でソート)
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がみられた。
・第19位「施設(73)」や第21位「環境(68)」とい

う環境要素がみられた。
次に，表1の結果を視覚化したものが図1のグ

ラフである。
この図1をみると，表1の結果に基づいて上述

したことが視覚化されることで，より鮮明に理解
しやすくなると考えられる。例えば，上位3位ま
での運動・健康関連要素を他の出現単語と比較す
ると，頻出数が顕著であることが容易に読み取れ
る。

また，図1全体を概観すると，単語の出現頻度
の分布は最大値から直線的に減少するのではなく，
指数関数状に減少することがわかる。これは，多
くの自然現象や社会現象においてもみられる冪乗
則に従っているように推察されよう。

さらに，ワードクラウドを適用してヴィジュア
ル分析をおこなったものを図2に示す。

この図2をみると，図1と同様に，表1の結果
に基づいて上述したことが視覚化されることで，
より明解に理解しやすくなることがわかる。例え
ば，中央に位置し同色で最も大きなフォントの

「身体」と「健康」の出現頻度が多く，次に，ほ
ぼ同じ大きさのフォントであるが濃度が異なる

「運動」が中央付近に位置することから，これら
3つのキーワードの重要性が相対的に高いことが
容易に読み取れる。

2）男性からみた頻度分析

表1の男女別頻度分析結果（上位25以上）を男
性の出現頻度の高い順に並べ替えたものを表2に
示す。

男性の上位5位までの出現単語は，順位は異な
るが，表1の男女合計の上位5位までと全く同じ
であることは興味深い。男性の第1位「欲しい
(87)」は男女合計では第4位であったが，第2位
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図2 ワードクラウド：「スポーツへの思いや意見」に関する自由回答
（回答者数 男女1180；「スポーツ」「思い」を除く回答頻度30以上)



の「健康(86)」は男女合計と同じ第2位であった。
第3位の「身体(73)」は男女合計では第1位であ
った。第4位の「人(58)」は男女合計では第5位
であった。第5位の「運動(56)」は男女合計では
第3位であった。このことから，男性にとって重
要と認識されている単語の第5位までは，男女合
計のものと同じで，運動・健康関連要素，人的要
素，行動的要素となっている。

第6位以降について，男女全体の順位と顕著に
異なる点は，第11位の「施設(37)」（男女全体で
は第19位）と第15位の「環境(33)」（男女全体で
は第21位）という環境要素の順位が上位に位置す
るということである。すなわち，男性は環境要素
について，より重要性が高いと認識しているよう
に推察される。

次に，表2の結果を視覚化したものが図3のグ
ラフである。

この図3をみると，表2の結果に基づいて上述

ホスピタリティ・マネジメント Vol. 13 No. 1 2024 年 3月

78

表2 男女別頻度分析結果
（上位25以上；男性の頻度でソート)

合計順位 男性順位 出現単語 男性 女性 頻度合計
4 1 欲しい 87 80 167
2 2 健康 86 148 234
1 3 身体 73 179 252
5 4 人 58 95 153
3 5 運動 56 155 211
11 6 もっと 53 55 108
8 7 時間 50 81 131
6 8 良い 47 99 146
9 9 できる 47 71 118
10 10 続 46 70 116
19 11 施設 37 36 73
7 12 自分 36 103 139
16 13 行 36 50 86
13 14 子供 34 61 95
21 15 環境 33 35 68
14 16 好き 31 61 92
18 17 見 31 49 80
22 18 必要 31 36 67
15 19 コロナ 27 60 87
12 20 動かす 26 70 96
17 21 体力 24 62 86
20 22 今 23 49 72
25 23 観戦 21 42 63
23 24 楽 20 46 66
24 25 参加 20 45 65

図3 男性の頻度分析結果
（上位25以上；頻度合計でソート)
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したことが視覚化されることで，より明確に理解
しやすくなっている。例えば，上位3位までの運
動・健康関連要素と行動的要素が，他の出現単語
と比較すると，頻出数が顕著であることが容易に
読み取れる。さらに，図1（男女全体）と単語出
現頻度の順位を比較すると，環境要素が図1では
下位（第19・21位）に位置しているが，図3では
中位（第11・15位）に位置することも読み取りや
すくなっている。

また，図3全体を概観すると，単語の出現頻度
の分布が，図1と同様に指数関数的に減少するこ
とが認識でき，冪乗則に従っているのではと推察
されよう。

さらに，ワードクラウドを適用してヴィジュア
ル分析をおこなったものを図4に示す。

この図4をみると，図3と同様に，表2の結果
に基づいて上述したことが視覚化されることによ
り，より鮮明でインパクトのある形で理解しやす

くなることが認識できる。例えば，中央に位置し
最も大きなフォントである「欲しい」と「健康」
の出現頻度が多く，次に，ほぼ同じ大きさのフォ
ントであるが，濃度が異なる「身体」が中央付近
に位置することから，これら3つのキーワードの
重要性が相対的に高いことが容易に理解できる。

3）女性からみた頻度分析

表1の男女別頻度分析結果（上位25以上）を女
性の出現頻度の高い順に並べ替えたものを表3に
表す。

女性の上位3位までの出現単語は，順位が若干
異なるが，表1の男女合計の上位3位までと全く
同じということは特徴的であると考えられる。女
性の第1位「身体(179)」は男女合計でも同位で
あったが，第2位の「運動(155）」は男女合計で
は第3位で，第3位の「健康(148)」は男女合計
では第2位であった。上位3位の中でも，第1位
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図4 ワードクラウド：「スポーツへの思いや意見」に関する自由回答
（回答者数 男性543；「スポーツ」「思い」を除く回答頻度15以上)



の「身体」の出現頻度を第2位・第3位の出現頻
度と比較すると，突出して大きいことがわかる。
すなわち，女性にとっては，「身体」というキー
ワードが際立って重要であることが推察される。
以上のことから，女性にとって重要と認識されて
いる単語の第3位までは，男女合計のものと同じ
であり，運動・健康関連要素となっている。

第4位以降について，男女全体の順位と相対的
に大きく異なる点は，第23位の「施設(36)」（男
女全体では第19位）と第25位の「環境(35)」（男
女全体では第21位）という環境要素の順位が最下
位に位置するということが挙げられる。すなわち，
女性は環境要素について，相対的に重要性が低い
と認識していることが示唆される。

次に，表3の結果を視覚化したものが図5のグ
ラフである。

この図5をみると，表3の結果に基づいて上述
したことが視覚化されることで，より明白に把握

しやすくなっている。例えば，上位3位までの運
動・健康関連要素が，他の出現単語と比較すると，
頻出数が突出していることが一目で読み取れる。
さらに，図1（男女全体）と単語出現頻度の順位
を比較すると，環境要素が図1では下位（第19・
21位）に位置しているが，図2ではさらに下位

（第23・25位）に位置することも判別しやすくな
っている。

また，図5全体を概観すると，単語の出現頻度
の分布が，図1や図3と同様に指数関数的に減少
することが認識でき，冪乗則に従っているように
推察されよう。

さらに，ワードクラウドを適用してヴィジュア
ル分析をおこなったものを図6に示す。

この図6をみると，表3の結果に基づいて上述
したことが視覚化されることにより，より明瞭で
インパクトのある形で理解しやすくなることが明
らかである。例えば，中央に位置し最も大きなフ
ォントである「身体」の出現頻度が最も多く，次
に，ほぼ同じ大きさのフォントであるが濃度が異
なる「運動」と「健康」が中央付近に位置してい
る。このことから，これら3つのキーワードの重
要性が，顕著に高いことが認識できよう。

4）考察

以上のように，笹川スポーツ財団による最新の
全国調査「スポーツライフに関する調査2022」に
おける『スポーツに対する思い』や『スポーツの
普及や発展』に対する自由回答を分析対象として，
成人のスポーツライフにおける重要なキーワード
を探索的に抽出するためにテキストマイニングを
おこなうとともに，その結果を視覚化するためヴ
ィジュアル分析をおこなった。その結果として，

「身体」「健康」「運動」という運動・健康関連要
素の相対的重要性が最も大きく，続いて，人的要
素，行動的要素，および環境要素の重要性が明ら
かになった。
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表3 男女別頻度分析結
（上位25以上；女性の頻度でソート)

合計順位 女性順位 出現単語 男性 女性 頻度合計
1 1 身体 73 179 252
3 2 運動 56 155 211
2 3 健康 86 148 234
7 4 自分 36 103 139
6 5 良い 47 99 146
5 6 人 58 95 153
8 7 時間 50 81 131
4 8 欲しい 87 80 167
9 9 できる 47 71 118
10 10 続 46 70 116
12 11 動かす 26 70 96
17 12 体力 24 62 86
13 13 子供 34 61 95
14 14 好き 31 61 92
15 15 コロナ 27 60 87
11 16 もっと 53 55 108
16 17 行 36 50 86
18 18 見 31 49 80
20 19 今 23 49 72
23 20 楽 20 46 66
24 21 参加 20 45 65
25 22 観戦 21 42 63
19 23 施設 37 36 73
22 24 必要 31 36 67
21 25 環境 33 35 68
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図5 女性の頻度分析結果
（上位25以上；頻度合計でソート)

図6 ワードクラウド：「スポーツへの思いや意見」に関する自由回答
（回答者数 女性637；「スポーツ」「思い」を除く回答頻度15以上)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

身体
運動
健康
自分
良い
人
時間
欲しい
できる
続

動かす
体力
子供
好き

コロナ
もっと
行
見
今
楽

参加
観戦
施設
必要
環境

女性の単語出現頻度　上位25



また，ヴィジュアル分析による視覚化は，単に
テキストマイニングによる頻度分析表を提示する
よりも，結果の特徴を一目で明確にインパクトの
ある形で表現することの有効性を示すこととなっ
た。ただし，ワードクラウドには，キャッチーで
わかりやすいという利点がある一方で，次のよう
な懸念があることも視野に入れておかなければな
らない（e-TEA, 2021）。
・読み取れる情報が少ない
・文脈がわからない
・希少意見が無視される
・結局「So what?」となる

Ⅳ 結論

本稿の研究目的は，日本における成人男女から
発せられるスポーツの振興や思いに対する「生の
メッセージ（自由回答）」を対象として分析する
ことにより，成人のスポーツライフにおける重要
なキーワードについて探索的に明らかにすること
であった。そのために，公益財団法人笹川スポー
ツ財団（SSF）が実施した最新の全国調査「スポ
ーツライフに関する調査2022」における『スポー
ツに対する思い』や『スポーツの普及や発展』に
対する自由回答を分析対象として，成人のスポー
ツライフにおける重要なキーワードを探索的に抽
出するためにテキストマイニングによる頻度分析
を実施し，その結果を視覚化するためヴィジュア
ル分析をおこなった。その結果は以下の通りであ
る。

1）男女全体として「身体」「健康」「運動」と
いう運動・健康関連要素の相対的重要性が最
も大きかった。

2）続いて，「人」や「自分」「子供」という人
的要素，「時間」要素，「欲しい」「できる」
および「続」などの行動的要素が，男女とも

に相対的に重要であった。
3）「施設」や「環境」という環境要素も一定
の重要度で認識された。

4）男性の特徴としては，「欲しい」と「健康」
の相対的重要性が最も大きく，環境要素につ
いて女性よりも重要性が高いと認識していた。

5）女性の特徴としては，「身体」というキー
ワードが際立って重要で，環境要素は男性よ
りも重要性が低いと認識していた。

この結果はテキストマイニングの初期段階であ
る頻度分析やワードクラウドにより，相対的に多
く出現するキーワードを抽出することはできたが，
キーワード間の関係については分析されていない。
今後は，こうしたキーワード間の関係性を明らか
にするような追加的な研究が望まれる。さらに，
頻度分析結果の分布関数を特定することも興味深
い研究の一つになり得ると考えられる。
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研究ノート

新型コロナウィルスによる感染症拡大が
ホスピタリティ産業に与えた影響について

～労働生産性改善の視点から考える～
Study on the Impact of COVID-19 on the Hospitality Industry From the Viewpoint

of Labor Productivity Improvement

那須 一貴＊

NASU, Kazutaka

1．はじめに
2．サービス産業における課題・問題意識
3．コロナ禍でサービス産業に生じた変化
4．今後のホスピタリティ・マネジメントの在り

方に関する考察
5．まとめ

1．はじめに

2019年12月に中国湖北省武漢市の原因不明の肺
炎の集団発生から始まり，世界的な大流行にいた
った新型コロナウィルス感染症は，人々の生活や
ビジネスを大きく変えることとなった。

日本においても，2020年4月に発令された緊急
事態宣言以降，「密閉」「密集」「密接」という

「三密」を回避する行動が求められ，オンライン，
リモートワーク，非接触といった新たな行動様式

が日常になった。その結果，これまで対面で行わ
れていた様々なサービスがデジタル技術を活用し
た非接触・リモート型に置き変わった。これによ
り，「対面営業が中心で直接的な物理的インタラ
クションが必要な労働集約型1」産業である宿
泊・飲食業やブライダル・ビジネス，観光に関わ
るサービス産業などは，それまでのビジネスモデ
ルを転換する必要に迫られることとなった。例え
ば，飲食産業ではデリバリーサービスがおこなわ
れるようになり，フード・デリバリーを専門に請
け負う企業が事業を拡大した。宿泊産業では，一
流ホテルの客室を活用した長期滞在商品や，リモ
ートワークをおこなう部屋として客室を時間単位
で販売するなど，従来にはなかった商品を急遽造
成して客室稼働率確保を目指した。またブライダ
ル・ビジネスでは，挙式・披露宴のオンライン参
加型プランを提案し，対面で行われていた挙式の
相談がオンラインで実施可能になった。

その後日本政府が2023年5月の大型連休明けに，
新型コロナウィルスの感染症法上の扱いをそれま
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での2類相当から，季節性インフルエンザと同等
の5類へ引き下げる方針を示した。2023年8月時
点で新型コロナウィルス感染症は無くなってはい
ないが，「ウィズ・コロナ」と呼ばれる状態で日
常を取り戻しつつある。観光地は賑わいを取り戻
し，インバウンド観光客数もコロナ禍以前の2019
年の状態に戻りつつある。

コロナ禍で日常的に目にしていた飲食店の入り
口にあった体温測定器やテーブルの上に設置され
ていたアクリル板は撤去され，店内の雰囲気もコ
ロナ前に戻ったようである。店内を見渡すと，コ
ロナ禍で非接触を目的に導入されたモバイル・オ
ーダーや小売店のセルフレジ，フードデリバリー
サービスなど，現時点でも引き続き利用されてい
るものも多数存在する。このような現状を見ると，
新型コロナウィルス感染症はサービス産業におけ
るデジタル化を促進し，新たなサービス導入のき
っかけになるなど，今後のサービス産業の発展に
つながる変化をもたらしたという側面もあったで
あろう。

一方でコロナ禍を経た現在のサービス産業の状
況は，以前と変わらず労働生産性の低さが課題と
なっている。現時点で利用客は戻りつつあるが，
それに対応するスタッフの人数不足と賃金の上昇
が深刻な悩みとなっている。それに追い打ちをか
けるように，円安による水道光熱費や原材料費の
高騰がサービス産業の経営を圧迫している。

このようなコロナ禍から現在に至るサービス産
業で生じた出来事を見てみると，コロナ禍で変わ
った消費者側の意識，サービス業側のオペレーシ
ョンに対する考え方，さらには新たな社会的価値
観の醸成は，これからのホスピタリティ・マネジ
メントの在り方を大きく変えるきっかけになった
のではないだろうか。

本稿では，コロナウィルスの感染拡大がサービ
ス産業に与えた影響について，主に生産性と労働
管理の視点から分析し，今後のサービス産業のホ

スピタリティ・マネジメントの在り方について考
察する。

2．サービス産業における課題・問題
意識

⑴ サービス産業の労働生産性

経済産業省（2022）による「サービス生産性レ
ポート」によれば，日本において広義のサービス
産業（宿泊，飲食，生活衛生，教育・学習支援，
業務支援等のほか，卸・小売り，運輸，金融保険，
情報通信等含む）は2019年時点で名目 GDP の約
7割を占め，規模は拡大傾向にある。その一方で，
日本におけるサービス産業の労働生産性は，
OECD 加盟国37ヶ国中21位であり，2019年の労
働生産性の伸び率は0.1％であることが指摘され
ている。

サービス産業の労働生産性は，サービス産業が
創出する実質 GDP を分子に，サービス産業の就
業者数×サービス産業に従事する一人当たりの年
間労働時間を分母として算出している。日本のサ
ービス産業の労働生産性が低いということは，分
子のサービス産業が創出する実質 GDP が低いこ
とと，分母の労働投入量が多いことの両方が原因
になっていると考えることができる。

日本のサービス産業従事者の傾向として，一人
当たりの平均年間労働時間数は減少傾向にあるが，
就業者数は増加傾向にある。このような労働環境
の変化が付加価値額の伸びにつながっていないこ
とが，サービス産業の労働生産性の伸び率が低い
ままとなっている原因である。サービス産業の労
働生産性が低いということは，サービス産業に従
事する労働者の所得が増加しにくい原因となり，
優秀な人材確保を困難にしていることに加えて，
事業の拡大・成長や合理化を目的とした投資原資
が不足するという事態も引き起こしている。その
結果，慢性的な人手不足が生じて賃金が上昇し，
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サービス産業の経営を圧迫することとなる。これ
に対してサービス産業側は，なるべく少ない人数
で多くの仕事に対応できるようにしようと考える
ことになるが，就業者が十分に生産性を上げられ
るようになるために必要な能力開発をする時間が
限られてしまう。また資本投資が十分に行われな
いことなどから，忙しくなればなるほど待ち時間
が長くなるなどサービスレベルが低下して，結果
的に顧客満足度が低下してしまうという，負のス
パイラルが生じている。

2016年に日本政府は，2020年までにサービス産
業の労働生産性の伸び率を2.0％になることを目
指すとしていたが，現状はこの目標達成には遠く
及んでいない。

⑵ サービス産業の労働生産性改善のための課題

サービス産業の労働生産性を改善するためには，
分子である付加価値を高めることと，分母である
労働投入量を減らすことが必要である。

付加価値を高めるためには，顧客が評価する部
分の価値を高めて単価を引き上げる方法がある。
具体的にはサービスの改善，ブランド力の強化，
新しい体験の提供など，既存のサービスとの差別
化を図る方法が考えられる。労働投入量を減らす
ためには，人数を減らすことと時間を短くするこ
とになる。そのためには，合理化や効率化の推進，
機械化，閑散期の人員削減などが必要になる。

内藤（2017）によれば，サービス産業の労働生
産性を改善するためには正味付加価値を高める必
要がある。正味付加価値とは，お客様の要求部分
に応えた付加価値のことである。それ以外の部分
の付加価値は，サービス提供側が付加価値と思っ
ていてもお客様の要求に合致していなかったり，
お客様が求めていないものであったりするため，
それはムダになる。この正味付加価値を提供する
ためには，すべてのサービス提供プロセスにおい
て「時間」，「位置」，「情報」をお客様に近づける

ことが重要であると指摘している。
「時間」をお客様に近づけるとは，準備～提供

～後片付けという一連の作業時間をお客様が消費
するタイミングに近づけることである。例えば宿
泊産業において，お客様に提供する料理の準備を
なるべくお客様が召し上がるときに近くすること
で，温かい出来立ての料理を提供することができ
る。「位置」をお客様に近づけるとは，物理的に
お客様の近くで作業をすることであり，お客様に
提供することができる時間を早くできるとともに，
お客様の会話や行動などを観察できるので，お客
様が何を求めているのかといった「情報」を得て，
それをサービス提供に活用することができるよう
になる。

内藤（2017）はこれをリアルタイム・サービス
法と呼んでいるが，このような考え方に基づき作
業プロセス全体を見直して，サービスの準備～提
供～後片付けという一連の流れの中でどのように
付加価値を高めて労働生産性を改善するのかを考
えなければならない。

また，労働生産性を改善するためにはサービス
を差別化して競争優位を築くという方法もある。
しかしサービス産業における差別化による付加価
値の向上は難しい課題である。例えば飲食産業の
レシピは特許で保護することができないため，競
合他社に真似されてしまい，差別化を図ることが
難しい。さらに飲食産業は参入障壁が低く，比較
的商圏が狭いにも関わらず競合他社が多い場合が
殆どである。立地の良い店舗は地価も高く空きも
少ないため，新規参入する店舗は立地的に劣る場
所への出店になりやすい。新規参入した店舗が生
き残るためには，商圏内の競合店を利用している
客を獲得する必要があり，そのために価格競争を
仕掛けるケースも多い。宿泊産業では，新しい建
物や設備を持っている宿泊施設の競争力が高くな
るため，新たな旅館やホテルが参入してきた場合，
既存の宿泊施設は価格を下げて稼働率を確保しよ
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うとする。すでに多くのサービス産業が成熟化し
ているため，新規サービスの開発も難しく，また
新規サービスを開発しても競合他社が模倣してし
まうため，差別化効果が持続しにくく直ぐにコモ
ディティ化して付加価値創出効果を見込めなくな
ってしまう。

サービス産業における合理化や効率化を難しく
しているのは，サービス産業の需要に波があるこ
とである。サービス産業には閑散期と繁忙期の波
があり，それは月ごと，週ごと，1日ごと，時間
ごとに発生する。サービス産業の特徴は，生産と
消費が同時に行われることであり，製造業のよう
に，閑散期を利用して繁忙期向けに在庫を作って
需要の波を吸収する，という対策を講じることが
できない。そのため閑散期には余剰人材を抱える
ことになる。例えば，飲食店ではランチ時の混雑
に対応するためにスタッフは混雑する前から店内
で待機しており，旅館では閑散期であっても繁忙
期に対応できる人数の料理人や仲居を雇用してい
る。もちろん標準化やマニュアル化を進めてアル
バイトでも対応できるようにして固定費を削減す
るなどの対策は講じられているが，日本人は特に

「おもてなし」など高度なサービスを求める傾向
があるため，アルバイト対応や機械化を推進しに
くい環境にある。

また IT 化が遅れていることも否めない。個人
経営のサービス業も多く存在するため，IT 化投
資をおこなっても規模の経済を発揮しにくい。ま
たサービス業では IT に対する苦手意識を持って
いる経営者が多く，デジタル化が進まないという
現実もある。例えば旅館では予約管理を手書きの
台帳で実施していたり，在庫管理やコスト管理の
データが活用されていなかったりなど，経営の合
理化が不十分である事例も散見される。

サービス産業の労働生産性を改善するための課

題は数多くあるが，これらの課題を解決するため
には先行投資が必要になる。サービス生産性レポ
ート（経済産業省，2022）によれば，経済産業省
では，サービス産業の労働生産性を向上するため，

「デジタル化投資」と「人材育成・イノベーショ
ン環境創出」の2点にフォーカスして政策を実施
してきた。この政策が目指してきたポイントは，
①デジタル化の推進によって，多くの人材が付加
価値創出に向かうための余裕を生み出す，②人材
に余裕が生まれ必要なトレーニングや業種を超え
たイノベーション創出に向かう，③良質なサービ
スを（安価なサービスではなく）適正価格で提供
する，の3つである2。これを実現するために，
政府は IT 導入補助金や競争型サービス IT 連携
補助金などの支援策を実施し，産学連携サービス
経営人材創出事業をおこなっている。

このような政府主導の支援策があるにもかかわ
らず，サービス産業における労働生産性はなかな
か向上しない。それは旧来のやり方を変えること
に対して二の足を踏んでしまう経営者の考え方と，
日本人のサービスに対する固定概念が根強く存在
することが原因になっているのではないだろうか。
その結果，働く人に依存する部分が多くなり，結
果的に慢性的な人手不足を引き起こし，それが賃
金上昇圧力につながり，サービス産業に従事する
企業の利益を圧迫することになっているのではな
いだろうか。

3．コロナ禍でサービス産業に生じた
変化

⑴ 新しいサービスや需要の創出

前述の通り，2019年12月から発生した新型コロ
ナウィルス感染症は，サービス産業に対して様々
な影響を与えた。
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「密閉」「密集」「密接」の「三密を避ける」を
合言葉にして，それまで人による丁寧な接客接遇
を推進していた多くのサービス業において，非接
触型サービスの導入へとシフトした。例えば，飲
食店におけるモバイル・オーダー，セルフサービ
ス，セルフレジ，配膳ロボットの導入など，それ
までスタッフが実施していた業務が機械や客自ら
が実施する方法へ変化した。またデリバリーサー
ビスが普及し，これまでは訪問しなければ楽しむ
ことができなかった飲食店の食を自宅で楽しむこ
とができるようになった。デリバリーサービスが
普及することにより，飲食店は店内の座席数以上
に売り上げを上げることが可能となり，これまで
来店できなかった客を取り込めるようになるなど，
事業拡大を図ることができるようになった。

また一部の空港では，飛行機搭乗の際の手荷物
の預け入れは自動手荷物預機でおこなえるように
なり，自動チェックイン機と合わせて非対人サー
ビスが拡充している。宿泊産業でも自動チェック
イン・自動精算方式が導入されているところがあ
る。これら機械化による対人サービスの置き換え
によって，対人サービスのために待機していたス
タッフをより付加価値の高い業務に再配置するな
ど，合理化を進めることができるようになった。
宅配便も，それまでは玄関先で配達員から直接荷
物を受け取っていたが，配達員が直接荷物を渡さ
ずに，配達員は玄関先に荷物を置いて立ち去って
いく方法を選択することができるようになった。

ブライダル産業では，コロナ禍で多くの結婚
式・披露宴がキャンセルされた。その一方で，オ
ンライン方式による結婚式・披露宴サービスが導
入されて，ご祝儀もオンラインで受け取ることが
できるようになった。このオンライン結婚式・披
露宴は新しい結婚式・披露宴の在り方として現在
も商品化されており，事情があって結婚式や披露
宴に対面で参加できない方々も新郎新婦をリアル
タイムで祝福することができたり，オンラインな

らではの演出で思い出に残る個性的な結婚式・披
露宴を挙げることができたりするなど，新たな付
加価値を生み出している。

新しい働き方としてオンライン化が進み，その
影響を受けて外食産業では大人数による宴会がな
くなってしまった。その一方で在宅時間が増えた
ことから，オンラインストアを利用して全国各地
の名産品やお酒を購入して自宅で楽しむ「宅飲み」
や，ウェブ会議システムを利用した「オンライン
飲み会」など，新たな食の楽しみ方も増えている。

また「密になりにくいスポーツ」としてゴルフ
が注目を集め，男女ともに若いゴルファーが増え
てきた。昭和の時のゴルフブームと異なり，ゴル
フのプレイ料金も手ごろになっていること，ゴル
フ場の会員でなくてもプレイできるゴルフ場が増
えていること，インターネットを通じて一人であ
っても見知らぬ人とグループを作ることでゴルフ
ができるようになったことなどが市場拡大を後押
ししている。

これらの事例からも分かるとおり，コロナ禍は
サービス産業に対してマイナスの影響も与えたが，
一方で新たなサービス創出のきっかけになったり，
合理化施策を推し進めざるを得ない状況を作り出
したりするなど，プラスの影響を与えた側面も存
在するのである。

⑵ 人材の離職で生じた課題

コロナ禍の3年間で，観光関連産業は大きな痛
手を負うことになった。その結果，観光関連産業
で働いていた正規・非正規雇用の人材が離職する
こととなった。2023年5月には新型コロナウィル
ス感染症が季節性インフルエンザと同じ扱いにな
り，国内旅行者とインバウンド旅行者が戻りつつ
あるが，人手不足に悩まされている。

その中でも，大型テーマパークで生じている事
例は注目に値する。大型テーマパーク施設ではア
ルバイトスタッフが多く勤務しているが，大学生
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が占める割合が高い。ある大型テーマパーク施設
でアルバイト経験がある学生3にインタビューし
たところ，コロナ禍によって新たな課題が生じて
いるという。それはコロナ禍の3年間で大学生ア
ルバイトスタッフが殆ど入れ替わってしまったた
め，現在その施設で働いている大学生アルバイト
スタッフの多くはピーク時の混雑を経験したこと
がないのである。その結果，突然の混雑状況に対
してどのように対応して良いかが分からず，サー
ビスのレベルが低下してしまい，アルバイトスタ
ッフ同士のコミュニケーションが上手く取れなく
なり，職場の雰囲気が悪くなるなどの問題が生じ
てしまったとのことである。

そのテーマパークでは，各セクションには社員
がいてアルバイトを管理しているのであるが，社
員は持ち場をローテーションすることも多いため，
混雑時に対応するためのノウハウやコツはアルバ
イトスタッフの暗黙知になっていたのである。新
人アルバイトはそのノウハウやコツを先輩アルバ
イトスタッフの働き方を見て学んでいたのである
が，コロナ禍の3年間でコロナ前の混雑を知って
いた多くの大学生アルバイトスタッフが大学卒業
とともに職場を去ってしまったことから，コロナ
禍で新たに働き始めた大学生アルバイトスタッフ
にはそのノウハウやコツを学ぶ機会がなかったの
である。混雑時でも極力スムーズに仕事をこなし，
お客様に満足してもらうためのノウハウやコツは
文書化が難しいので業務マニュアルには記載され
ておらず，現場での実際の経験を通じて学ぶこと
が多い。また管理監督者である社員はそのノウハ
ウやコツを知らないため，新しいアルバイトスタ
ッフが混雑対応で右往左往していても的確な解決
策を講じることができない，という状況になって

いるのである。
2017年の就業構造基本調査4によれば，宿泊

業・飲食サービス業に従事している人口は約373
万人であり，そのうち15～19歳が約33万人，20～
24歳が約54万人で，宿泊業・飲食サービス業に従
事している人口の約23％を占めている。注目すべ
きは，15～24歳の宿泊業・飲食サービス業に従事
している人口合計約87万人のうち，約83％に当た
る約72万人がアルバイトなのである。年齢的にこ
の72万人の多くは学生であることから，高校や専
門学校，大学を卒業するタイミングで離職すると
すれば，3～4年の間に学生アルバイトスタッフ
はほぼ入れ替わることになる。

ここ数年はインバウンド観光客の増加などによ
って来客数が増えることはあっても，コロナ禍の
ように3年間も集客が大幅に減少するようなこと
はなかった。従って，サービス業に従事するアル
バイトが持っている現場オペレーションに関する
ノウハウの改善・改良と引き継ぎは，OJT を通
じて継続的に実施されていたと考えられる。しか
しコロナ禍による現場オペレーション状況の大き
な変化は，過去からの蓄積であった暗黙知ともい
えるノウハウの引継ぎを途絶えさせてしまったの
である。

このような問題が生じるということは，経営者
や現場管理者にとっては想定外のことだったので
はないだろうか。

⑶ リベンジ消費，二極化の進展，倒産件数の増

加

新型コロナウィルスが感染症の分類上で季節性
インフルエンザと同じ5類へ移行するとともに，
日本国内の消費も戻り，訪日観光客もコロナ禍以
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前の水準に戻りつつある。これにより新たなトレ
ンドとして2022年より，「リベンジ消費」と呼ば
れる消費行動が生じている。リベンジ消費とは

「外出自粛の我慢を重ねた消費者が活発に動き出
す様子5」のことである。

コロナ禍でも資産を増やした富裕層や訪日を待
ちわびていた観光客が牽引役となり，消費は拡大
傾向となっている。注目すべきは消費の二極化が
進んでいることである。高額品の売上が増加傾向
になっている一方で，原材料価格やエネルギー価
格の高騰により，食品などの値上げによる買い控
えが生じており，2023年6月調査によれば景気は
5か月ぶりに悪化し，コロナ禍からの回復傾向に
一服感がみられることである6。

いわゆるリベンジ消費と呼ばれる一過性の増加
トレンドはいずれ一服することになるであろうが，
二極化の流れは加速していくと考えられる。例え
ば，旅館では専用の露天風呂が付いている高額な
部屋の販売が好調であったり，百貨店では富裕層
やインバウンド観光客を中心としたカテゴリーが
順調に増加傾向で推移したりと，富裕層をターゲ
ットとしたビジネスは好調に推移している。

またコロナ禍で加速したサービスの機械化やセ
ルフサービス化のトレンドをとらえて，サービス
にかかるコストを引き下げて低価格を実現し，エ
コノミー層のニーズに応えている事例も存在する。
例えば，長野県の渋温泉の旅館である「かどや」
は，自動チェックイン方式を採用しておりフロン
トが無人である。利用客はインターネットで予約
し，前金で利用料金を支払う。予約の際に発行さ
れるパスワードを用いて，当日フロントに設置さ
れている部屋の鍵が入ったロッカーを開けて鍵を
受け取る。チェックアウトの際には部屋の鍵を元
のキーロッカーに戻すだけである。食事の提供は
一切なく，布団の用意は顧客が自分でおこなう。

源泉かけ流しの温泉はチェックインからチェック
アウトまで自由に利用できる。この旅館は1965年
創業，1997年に建物を改築しているが，施設全体
が老朽化している。そのため周囲の旅館と比べる
と競争力は低かった。しかしこの無人運営方式に
して価格を下げたところ，外国人観光客や低料金
で温泉を楽しみたい観光客の評価が高くなり，客
室稼働率が高まったとのことである。

成功事例がある一方で，サービス業の倒産件数
は増加傾向にある。帝国データバンクによれば
2023年の上半期倒産件数は全国で1,000万円以上
の負債を抱えて法的整理の手続きを取った企業な
どの事業者の数は4,006件となった。このうち，
新型コロナに対応した実質無利子・無担保融資の

「ゼロゼロ融資」を受けたあと倒産した企業は304
件である。業種別にみると，最も倒産件数が多か
ったのがサービス業で，2022年の同時期に比べて
23.8％多い958件である。

2023年7月から「ゼロゼロ融資」の返済が本格
化する中で，新たな需要の獲得や事業構造の変化
に対応できないサービス業は市場からの撤退を余
儀なくされつつある。コロナ禍は，社会や消費行
動に対して急速な変化をもたらした。これらの変
化は後戻りすることは無いと考えられる。従って
サービス業は，これまでの自社の経営戦略や過去
の成功体験にとらわれることなく，自らも積極的
に変化をしていくことが求められている。

4．今後のホスピタリティ・マネジメ
ントの在り方に関する考察

ここまで述べてきたコロナ禍によって生じた
様々な変化を踏まえて，今後のホスピタリティ・
マネジメントの在り方について考察する。

ここでいうホスピタリティ・マネジメントとは，
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ホスピタリティ産業における人的資源管理，マー
ケティング，オペレーション管理のこととする。
したがって，お客様に選ばれ，喜ばれる体験・経
験を提供するためのマネジメントの在り方につい
て検討する。検討の対象となる産業は，宿泊業・
飲食業・観光関連ビジネスとする。

⑴ サービスやおもてなしのとらえ方の変化

徳江（2018）によれば，日本のホスピタリティ
感は情緒的な側面を重視する傾向があり，ホスピ
タリティをサービスの上位概念と位置付ける考え
方が存在する。また日本におけるホスピタリティ
産業では，きめ細かいサービスやおもてなしをそ
の特徴として消費者に対してアピールしてきた。
その結果，ホスピタリティを重視するサービス産
業では顧客による主観的品質を重視し，顧客と接
する従業員は顧客との関係性マネジメントに注力
することとなった。

また日本の「おもてなし」の特徴として，「言
われなくても提供する」，「お客様の心を慮る」こ
とを重視する。そのため，従業員は常にお客様の
表情，態度，言動に注意を払い，お客様が求めて
いることを察知して行動しなければならない。こ
のような細部まで配慮が行き届いたサービスはお
客様の満足度を高めるが，同時にスタッフの手間
と時間が必要になる。またそのようなおもてなし
を提供しても，チップという習慣がない日本では
それに対してお客様から追加の対価が支払われる
ことはなく，お客様のロイヤリティの向上やリピ
ーターの獲得といった，目に見えず，将来におい
て経済的メリットにつながる可能性がある効果が
得られることが，企業にとってのおもてなしの成
果となる。

このような日本型サービスの在り方が，日本の
サービス産業における低い労働生産性の要因の一
つであると指摘できる。

コロナ禍において，この「人手をかけるサービ

ス」が見直されることとなった。それまで人が介
していたサービス行為の一部が機械化され，顧客
自らがその行為をおこなうようになった。サービ
スとは，顧客が目的を達成するために支援するこ
とであると捉えれば，機械化によるセルフサービ
スの利便性を高く感じる人々は数多く存在する。
コロナ禍がもたらしたセルフサービス化は，自分
でやりたいようにできると考えれば，サービスの
カスタマイゼーションと考えることもできる。

コトラー（2022）によれば，1981年以降に誕生
したＹ世代，1997年以降に誕生したＺ世代はデジ
タル化に対して寛容である。従って，これまで対
面で人手を介して提供することが前提であったサ
ービスをテクノロジーに代替して顧客の利便性を
高めることも，新たなホスピタリティの形になる
と考えられる。

小野・酒井・神田（2020）は，従来は人がおこ
なっていたサービス活動をテクノロジーに代替す
ることによる顧客のサービス品質評価に与える影
響について実証研究を実施した。その結果に基づ
けば，サービスを機械化することによる顧客のサ
ービス品質評価への影響は殆ど見られないことか
ら，顧客教育など顧客による操作がスムーズに進
むようにするサポートをおこなうことでサービス
の機械化は十分に可能であるとしている。また，
IT 化やスマートフォンの普及などにより，普段
から多くの人が自ら機械を操作する習慣がついて
きたことと，コロナ禍での人との非接触によるサ
ービスに慣れてきたことも，サービスの機械化を
受け入れる素養が人々の中にできていると考えら
れる。これにより，これまでの「良いサービス＝
対面・対人方式」という考え方を変えることがで
き，人によるサービスが求められる部分と，テク
ノロジーを活用したセルフサービスによる部分が，
それぞれを補完しあう新しいサービス提供の形が
作られているといえよう。

コロナ禍が結果としてもたらした上記のような
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サービスやおもてなしの捉え方の変化は，サービ
ス産業の人手不足を解消しつつも顧客満足度や顧
客によるサービス品質評価を維持できる，新たな
ハイテク型サービスへとつながる道筋を作ったと
いえる。

⑵ サービス産業の労働生産性向上とホスピタリ

ティの両立

コロナ禍で進んだ非接触によるサービス，セル
フサービス部分の増加，テクノロジーの活用をさ
らに進めることによる合理化・効率化と，顧客に
対する付加価値を創出する部分での対面・対人サ
ービス強化を推進することにより，サービス産業
の労働生産性向上とホスピタリティの両立がホス
ピタリティ・マネジメントの重要な戦略になると
考えられる。

合理化・効率化において重要なことは過剰サー
ビスの見直しである。ここでいう過剰サービスと
は顧客が感じる付加価値向上に寄与していないサ
ービスのことである。そのような過剰サービスを
削除しても，顧客が感じるサービス品質にマイナ
スの影響を与えることはない。例えば，配膳ロボ
ットが食事を運搬してくる飲食店があるが，低価
格で早く食事をしたいというニーズを満たしてい
る飲食店であれば，スタッフが食事を運ばなくて
も全く問題はない。配膳ロボット導入のための初
期投資コストは必要になるが，配膳ロボット導入
により人材の採用・教育コストと人件費の削減が
可能となるため，ある程度の規模がある店舗であ
れば費用対効果は高くなる。

このように機械で置き換えることができる業務
を機械化し，そこに割いていた人材をより付加価
値の高い業務へと配置転換したり，機械化で生じ
た時間を使ってスタッフが直接接客する時間を増
やしたりすることでお客様が評価する正味付加価
値を高めることができる。これにより，労働生産
性の向上に寄与することができる。例えば，宿泊

産業でチェックインを自動化することの効果とし
てはフロントスタッフの人数削減による人件費圧
縮が考えられるが，チェックインの自動化により
創出したフロントスタッフの余裕時間をお客様と
のやり取りのための時間に充てることで，付加価
値を高めることが可能になる。このように，機械
化・自動化を人員削減によるコスト削減と捉える
だけではなく，それによって生まれた余裕を使っ
てお客様の要求部分に応えた付加価値創出をおこ
なうのである。

これを実現するためには，バリュー・エンジニ
アリング（VE）の考え方を用いてサービス現場
の業務を分析し，合理化・効率化すべき業務につ
いては業務のやり方を変えるか，機械化すべきか
を検討していく必要がある。また顧客が付加価値
を感じる業務についても実施方法を見直し，さら
に付加価値を高める方法を検討していく。この合
理化・効率化と付加価値向上の両輪を推進するこ
とにより，サービス産業の労働生産性向上を実現
していくことができる。

内藤（2017）によれば，機械化することで合理
化・効率化を推進して得られるコスト削減効果が
ある一方で，人手をかけることで合理化・効率化
につながりコスト削減になる方法もあるという。
例えば，旅館でスタッフが浴衣を直接お客様にお
渡しすれば，部屋に様々なサイズの旅館を置く必
要がなくなり，結果として大量の浴衣を保持する
コストをカットすることができるとともに，お客
様からみた「おもてなし」レベルが向上する。
「人手をかけるべきところはどこか」を，お客

様視点を含めた業務フロー全体と施設全体の視点
で徹底的に見直し，コスト削減・合理化・効率化
とホスピタリティが両立できるポイントがどこに
あるのかを考えること，またそれによって創出し
た余裕時間を使ってお客様が要求する付加価値提
供をおこなうことで，合理化・効率化とホスピタ
リティの両立は可能になるのである。
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⑶ サービス産業の課題解決とデジタル化に対応

できる人材育成

さらなる付加価値向上によってサービス産業の
労働生産性を向上するためには，サービス産業に
従事する人材の育成は必須である。労働生産性向
上に必要な人材に求められる要件は，自ら積極的
に行動して付加価値を創出しお客様に届けること
ができること，コンサルティングスキルを有し，
お客様のみならず，社内や職場の課題を発見し，
解決策を立案・実行できることである。また人材
を多能工化して様々な業務をこなせるようにする
ことで，自分のみならず他のスタッフもより付加
価値の高い作業に従事する時間を作るようにする
こともできる。

人材育成の方法としては OJT が良く知られて
いるが，OJT のベースにあるのは職場で上司・
先輩・同僚・後輩など他者との関わりである。株
式会社富士ゼロックス総合教育研究所による「人
材開発白書2009」において，職場での関わりを通
じて若手社員は業務支援，内政支援，精神的支援
を得ていることが明らかとなった。これらを若手
社員が得るために必要な職場要因として，上司に
よるメンバー間の良好な人間関係を維持しようと
する働きかけ，職場メンバーによる互酬関係の存
在，業務や将来についての対話があることを指摘
している。これらを実現するためには，職場内の
メンバーがコミュニケーションをとることができ
る時間的余裕が必要になる。先に述べた合理化・
効率化の推進は，この職場での余裕を作りだすた
めにも欠かせないのである。

この余裕を活用することにより，「人材開発白
書2010」が提言している，役割を超えた業務を通
じた広範な経験を積ませること，広範な経験を通
じて職場を超えたネットワークを通じた育成も可
能になる。サービス産業の場合，顧客との接点を
フロント業務とすれば，そのフロント業務を支え
るバックサイド業務が存在する。飲食店であれば，

厨房がバックサイド業務に該当する。接客スタッ
フが厨房の業務を理解し，厨房スタッフとのコミ
ュニケーションが取れるようになれば，顧客から
の要望に対する対応も的確にできるようになり，
また顧客から得た知識や情報に基づく新製品や新
サービスの提案も可能になる。このように幅広い
視点を持って仕事に従事することにより，顧客満
足度を高めることができ，生産性向上につながる
付加価値の高い提案をおこなうこともできるよう
になる。

自ら考えて提案し行動する機会が与えられるこ
とは，働くモチベーション向上にもつながり，そ
れが結果的に離職率を下げることにもなる。業務
の合理化・効率化によって創出した時間的余裕を
より付加価値の高い業務へと充てることで，それ
が人材育成にも繋がっていくのである。このよう
な人材育成戦略を実行することで，OJT をより
効果的に推進することができる。また付加価値の
高いサービスを提供することで客単価が向上すれ
ば，合理化・効率化によるコスト削減効果と相ま
って企業の利益も増え，それを人件費に反映させ
ることができれば優秀な人材獲得に寄与すること
となろう。

このように人材育成においても，トレーニング
や人材育成プログラムのみに目を向けるのではな
く，業務の合理化・効率化と付加価値向上による
労働生産性向上という視点で検討することで，人
材育成をおこないつつ様々な経営課題の解決を実
現することもできるようになる。

さらにデジタル化対応を視野に入れた人材の育
成も避けて通れない課題である。何を，どのよう
にデジタル化すべきかを考える業務を外注するの
ではなく，自社の経営戦略立案の一部として実行
できる人材を社内に確保することで，自社の競争
優位の確立にもつながる。またデジタル化の目的
は，単に顧客の利便性を向上するだけではなく，
デジタル化によって得られる情報を活用したマー
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ケティング戦略の実行や顧客満足度の向上，デジ
タル化によって確保した労働力を付加価値の高い
業務へシフトすることによる客単価の向上などを
実現することにある。先述の課題発見・解決能力
に加えて，デジタル化に関する知識を有した人材
を自社で育成することも，これからのサービス産
業の労働生産性改善と持続的発展に欠くことがで
きない施策である。

⑷ ホスピタリティと労働生産性向上のためのデ

ジタル化に向けた投資促進

コロナ禍によって進んだ DX や IT 活用を踏ま
えて，デジタル化によるコスト削減と付加価値の
増大による売上向上を実現することが，サービス
産業の労働生産性向上の鍵になると考えられる。
そのためにはデジタル化に向けた投資を促進しな
ければならない。

顧客との接点をデジタル化することのメリット
は，顧客が利用するたびに企業側がマーケティン
グに必要な情報を取得することが可能になること
である。この情報を活用することで，顧客ニーズ
に合ったサービスを提供することができるように
なり，それが顧客の感じる付加価値を高め，顧客
が評価してくれるホスピタリティ提供へとつなが
っていく。コロナ禍で実施した IT 投資を終わら
せるのではなく，それをベースに次の一歩へと進
めていくことが重要である。

具体的には，顧客の予約データを活用すること
でダイナミックプライシングを効果的に行うこと
が可能になり，繁忙期と閑散期の予測の精度が向
上すれば，それに合わせたコスト管理も可能であ
る。これらを組み合わせることで経営の効率化が
実現でき，労働生産性が向上する。

デジタル化するためには先行投資が必要である
が，資金調達計画を含めて中長期的な視点で自社
の経営戦略を立て，各種補助金や行政のサポート
を活用しながら進めていくことが求められる。そ

のためには，企業のみならず政府も積極的に中小
企業支援を継続的に実施していくことが求められ
る。

⑸ 地域連携による労働生産性向上のための施策

実行

コロナ禍によって DX や IT 活用が進んだ一方
で，改めてサービス産業が抱える課題も明らかに
なった。特に飲食店や旅館などの小規模サービス
業では，規模の経済が発揮できず合理化・効率化
が進みにくいことや，繁忙期と閑散期の波が大き
いため閑散期において労働生産性が著しく低下す
ることが労働生産性向上を拒む課題となっている。

これを解決するための方法として，地域連携に
よる個人事業主同士の協力が考えられる。宿泊業
であれば，地域内の旅館・ホテルで共同仕入れの
仕組みを作ることで大量仕入れを実現したり，予
約センターを設立して予約業務を一括管理したり，
閑散期や閑散時間帯に従業員の兼業や副業をおこ
なうことで固定費の負担を減らしたりする方法が
考えられる。

このような地域連携を進めるためには，地域内
の企業をオンラインで繋ぎ情報を共有化できる仕
組みを作るといった，地域全体で協力のための基
礎インフラ整備を進める必要がある。この基礎イ
ンフラをベースにすることで，その地域を訪れた
観光客に観光情報や店舗情報の提供をおこなうこ
とも可能である。また，地域連携に基づくオンラ
インショップの運営により，在宅のままその地域
の食を楽しむことができ，それが関係人口の増加
をもたらすことにもなる。

一方で，専門知識が無いことを理由に，地域連
携のシステム構築から運用までを外注してしまう
ケースがみられる。しかし地域連携の運用を外注
してしまうと，外部業者に支払う委託料によって
地域企業が得る利益が減少してしまう。地域企業
が自ら運用部分に関わることで，市場データを得
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ることもできる。これを活用してさらなる付加価
値創出のアイデアを考えることもできるであろう。

地域連携による労働生産性向上は，地域の利便
性を高め，地方観光の活性化に寄与することもで
きる。個店が協力することによる規模の経済の実
現と，地域全体で労働生産性を上げるという意識
を持って施策を考えていくことが，特に地方都市
のサービス産業の労働生産性向上には必要なこと
なのではないか。

5．まとめ

新型コロナウィルスによる感染症拡大は，対人
サービスを前提としている宿泊・飲食・観光とい
ったホスピタリティ産業を含むサービス産業に多
大な影響を与えた。それは売上の減少による経営
への悪影響のみならず，お客様との接触を減らさ
ざるを得ないという状況下によって結果的にデジ
タル化を推進することにもつながった。デジタル
化が推進されたことにより，「優れたホスピタリ
ティ＝対人サービス」という固定概念が崩れるこ
とになった。これは新たな視点で業務プロセスを
見直すことにつながっている。

偶発的に生じた変化は，イノベーションのきっ
かけになると考えられる。ホスピタリティ産業に
おいても販売部分のデジタル化が進み，業務プロ
セスの中でもお客様がかかわらない前工程と後工
程は機械化・デジタル化による業務改革が進みつ
つある。今後の課題としては，お客様とサービス
提供側の価値共創の場でもあるサービス提供部分
での労働生産性をいかに向上させるかである。こ
こはどうしても物理的接触が生じるので，完全な
るデジタル化は難しいであろう。しかし付加価値
提供を実現することにつながるデジタル技術の活
用方法に関する検討はまだ始まったばかりである。

コロナ禍によって，顧客側がデジタル化を受け

入れ，それに対応する準備は大きく進んだと考え
られる。また，これからの顧客の中心は所謂Ｙ世
代とＺ世代であり，顧客側のデジタル化への対応
能力は高く，デジタル化による新たなサービス受
け入れの準備はできている。

いまやサービスを提供する企業側が，それを踏
まえて，自らのサービス提供プロセスを見直し，
デジタル技術を積極的に活用し，新たな付加価値
を創出し提供する段階にきている。そのためには，
企業側がデジタル化を実現するための能力向上に
向けた準備を推進する必要があり，それがサービ
ス産業の労働生産性向上へと繋がっているのであ
る。
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書 評

柏原光太郎『ニッポン美食立国論』
2023年5月，講談社

KASHIWABARA, Kotaro
Nippon as Gastronomy Oriented Nation

横 川 潤＊

YOKOKAWA, Jun

マーケタビリティの視点からいえば，実に時宜
を得た，好適なネーミングである。国際化・情報
化の勢いは強まる一方で，日本という資源小国に
とって有望かつ平和な「立国策」となれば「観
光」を措いて他にあるまい。

平成15年，小泉純一郎総理（当時）が「観光立
国懇談会」を主催，ビジット・ジャパン事業がス
タートした。平成18年には観光立国推進基本法が
成立，平成19年には観光立国推進基本計画を閣議
決定，平成24年に観光庁設置の運びとなった。

以来，いわゆるインバウンド観光客の数は鰻登
りに増え，平成27年には訪日外国人旅行者が1900
万人を超えた。UNWTO2（国連世界観光機関）
によると，新型コロナウイルス感染症拡大前の
2019年（令和元年）の外国人旅行者受入数は，日
本は3,188万人で12位（アジアで3位）となった。

政官主導でかかる成果を見た事業は稀有ともい
え，今後も政官と産業，更に本学を含む観光ホス
ピタリティ関連学部・学科を擁した学との連携で，
益々の飛躍も期待される。

個人的には「大きな絵が描ける人材」および

「個別具体例に通じた人材」がどの程度いるのか
が気懸かりだ。尤も「大きな絵」はマクロ経済や
政策論の立場から大凡の提案は可能かも知れない
が，「個別具体例」を語れる人材は乏しいと思わ
れる。
「個別具体例に通じた人材」とは観光のキーと

なる宿泊や飲食の現場に知悉した人材で，有り体
に言えば，実際に人気の高い，あるいは定評のあ
る宿泊や飲食の施設を普通の客として利用した経
験の多い人材と考える。

政治家や役人，実務家や研究者でいわゆるグル
メと呼ばれる人も多いが，基本的に多忙ゆえ

「数」がこなせず，また招待や接待で「真価」を
見定めるのも難しい。

その意味で著者・柏原光太郎氏は稀有な人材に
他ならぬ。長年文藝春秋社の社員としてグルメ本
の編集や雑誌記事執筆に携わったほか，趣味と実
益を兼ね国内外の有名飲食店を踏破，豊富な人脈
を活かして「日本ガストロノミー協会」の設立に
関わり会長に就任…と，「観光立国」を語る上で
欠くべからざる人材だ。
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本書の最も中核的かつ先鋭な主張に私はつよく
賛同した。すなわち「美食立国として輝くため
に」は，「ヘンタイが作り，オタクが発見した美
食の聖地をトリクルダウンで発展させる」という
趣旨に，快哉を叫ぶが心地がした。

観光や飲食に限らず，ある分野のブレイクスル
ーには「ヘンタイ」または「天才鬼才」の存在が
欠かせない。たとえばクラシック音楽におけるド
イツ古典派からロマン派への流れ，あるいは絵画
における印象派から現代絵画への流れ等々，同時
多発的に「ヘンタイ」が台頭・活躍し，世界史に
おける大きな流れをつくった歴史が思い浮かぶ。

飲食においても近年，スペイン「エル・ブジ」
のフェラン・アドリアやデンマーク「ノーマ」の
レネ・レゼピ，イギリス「ファット・ダック」の
エドワード・クックら革新的な料理人が，それま

でフランス一強だった美食の世界でセンセーショ
ナルな話題を巻き起し，もはや社会的現象という
べき様相を呈した。

こうした才能を「ヘンタイ＝食通＝フーディー
ズ」が発掘，拡散し，著しい国際化・情報化の恩
恵で世界的に知られていく。日本はフランスの有
名ガイドブック「ミシュラン」で高い評価を得，
就中東京は「世界で最も星の多い国」に輝いた。
世界的な著名料理人となれば未だしの感もあるが，
柏原氏のいう成功の黄金ルールに乗れる可能性は
大きいと思われる。

飲食はその気になれば誰でも触れられるがゆえ
机上の空論が通じない。観光立国の立案や実務に
携わる諸兄には必読の書としてつよくお薦めした
い。
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活動報告

スポーツホスピタリティビジネス考察
Study About Sport Hospitality Business

大谷 信喜＊

OTANI, Nobuki

スポーツホスピタリティとは
STH Japan の設立
スポーツホスピタリティ普及への課題
欧米のスポーツホスピタリティ事例
スポーツホスピタリティサービス例
2024年パリオリンピックホスピタリティ

スポーツスポンサーシップは主にブランドの認
知向上，好意形成，販売促進を目的にスタジアム
での広告，ユニフォームへのロゴの露出など広
告・マーケティング的な価値を求め投資する企業
が中心であった。先が見通せない変化が激しい時
代にあって直接的な広告的価値だけでなく，顧客
とのより良い関係の構築，顧客や社会との新たな
出会いから創出される事業価値を長期的視野で捉
える発想が求められている。スポーツの持つ感動，
興奮，そして忘れがたい記憶をステークホルダー
と共有し，長期的な信頼関係を醸成することが出
来るスポーツホスピタリティビジネスの取組みを
以下に紹介する。

スポーツホスピタリティとは

スポーツホスピタリティとは，スタジアムに訪
れる観戦者に対して，一般客とは差異化された専
用の個室やこだわりのある空間での飲食，ギフト
などの上質なサービスを観戦チケットと組み合わ
せて提供する商品で欧州の階級社会から生まれた
スポーツの観戦スタイルである。欧米で人気の高
いこの観戦スタイルに JTB が培ってきた日本独
自のおもてなしの精神を融合し，特別な観戦を通
じて大切なステークホルダーとのより良い関係構
築を後押しする日本版のスポーツホスピタリティ
をラグビーワールドカップ2019，東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会など世界的なス
ポーツイベントが自国で開催するのを機にスポー
ツホスピタリティビジネスに参入をした。スポー
ツホスピタリティはスポーツ観戦がもたらす共通
の感動体験による長期にわたる記憶をつくること
で顧客や従業員など，大切なステークホルダーと
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の絆をより深めることに寄与し，上質なおもてな
しのあるスポーツを楽しむ時間を過ごすことでよ
り多くの感動と交流が生まれる。

以下はラグビーワールドカップ2019東京大会の
際，メイン会場となった横浜国際競技場付近で実
施したホスピタリティプログラム会場。

STH Japan の設立

2017年 JTB は英国 STH 社と合弁で日本初のス
ポーツホスピタリティ専門会社 STH Japan を設
立し国内におけるスポーツホスピタリティビジネ
スを定着させ新たな市場を開拓することとなった。
STH 社は，世界最大級のフードサービス企業
Sodexo 社とスポーツマーケティングの Mike
Burton 社の合弁企業であり，世界のメガスポー
ツイベントにおいて上質な観戦体験を設計するビ

ジネスを展開。2007年以降2019年までのラグビー
ワールドカップ大会をはじめ2012年オリンピック
ロンドン競技大会，2017年世界陸上ロンドン大会
でも世界の公式ホスピタリティ＆トラベルプログ
ラムの権利を保有。商品開発，販売，オペレーシ
ョンを行ってきた。

スポーツホスピタリティ普及への課題

1）欧米とのスポーツ文化の違い
欧米とは異なり日本ではスポーツを体育，教育

と捉え，商業的な行為を敬遠する傾向がある。日
本のスポーツ界では心と体を一体としてとらえ，
適切な運動の経験と健康・安全についての理解を
通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力
の基礎を育てるとともに健康の保持増進と体力の
向上を図り，生きる力を育くむという教育的な意
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味合いが強い。従って設立当初は国内にはスポー
ツホスピタリティに対する理解者も少なく，また
事例が少ない中で投資対効果を説明することが難
しく市場導入には一定の時間を要することとなっ
た。JTB では産業界に対し大相撲の升席での観
戦，東京競馬場の特別観覧席などの事例や航空会
社のファーストクラスラウンジなどのサービスな
どを提示しスポーツホスピタリティへの理解を深
めた。

2）競技場でのホスピタリティスペースの確保
これまで日本の競技場は郊外立地で単機能型の

施設が多く，また個室や特別室といったスペース
が持たない施設が多く物理的にスポーツホスピタ
リティが実施しづらい環境であった。スタジアム，
アリーナ改革の一環で全国のスタジアム，アリー
ナは，多様な世代が集う交流拠点として設計され

新たなスタジアムにはスポーツホスピタリティが
実施可能なスィートルームや特別室などのスペー
スが併設されてこととなった。

欧米のスポーツホスピタリティ事例

日本市場への導入の際には，欧米でのスポーツ
ホスピタリティの事例を顧客に紹介して理解を深
めていった。

「スポーツホスピタリティビジネス考察」
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エスコンフィールド北海道
バルコニースイートは球場1階のバックネット裏，ダイヤ
モンドクラブシート契約者専用の「ダイヤモンドクラブラ
ウンジ」の中にある専用個室。

沖縄アリーナ
スィートルームルームは全30室設けられており，臨場感溢
れる競技観戦が可能な特別なプライベート空間では，最高
の環境でのエンターテイメントを楽しむことが出来る。



スポーツホスピタリティサービス例

ホスピタリティプログラムのサービス内容は，
専用の個室や宴会場での飲食，エンターテインメ
ント（例：スポーツジャーナリストや往年の名選
手によるトークョー，現役選手との交流機会，ジ

ャズなどの音楽ライブ，試合スコア予想ゲーム
等），ギフト，駐車場使用権などである。サービ
ス内容や販売価格は，観戦する試合の種類（ラン
ク）や集客数，販売・運営主体，販売ターゲット

（企業向け又は個人向け），1回あたりの定員等に
よってさまざまに設定される。（出所：JTB 総合
研究所）
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英国：ウィンブルドンテニス
上流階級の社交の場としてのテニス観戦
英国社交界の雰囲気をそのまま特設クラブハウスに再現し
ウィンブルドンという社交の場を盛り立てる。The Lawn,
Three House, Rosewater Pavillion の3種類のホスピタリ
ティが設定されている。

（参考価格約15万円から780万円）

モナコ：モナコグランプリ
モナコ公国のモンテカルロ市街地コースで行われる F1世
界選手権。インディ500，ルマン24時間レースと並び世界
三大レースであるモナコグランプリには世界中のセレブリ
ティが観戦に訪れる。

（参考価格約39万円から50万円）

米国：スーパーボウル
アメリカ最大のスポーツイベントと言われるアメリカンフ
ットボールのプロリーグ NFL の優勝決定戦。毎年注目さ
れるハーフタイムショーには著名アーティストが登場しイ
ベントを盛り上げる。

（参考価格約50万円から300万円）

英国：ロイヤルアスコット競馬場
英国王室主催の競馬イベント
宿泊先から競技場までは高級車で送迎
ドレスコードはモーニングスーツ

（参考価格約15万円から45万円）



2024年パリオリンピックホスピタリティ

JTB では米国 On Location 社と業務提携を日本

市場における2024パリオリンピックホスピタリテ
ィプログラムの販売権利を獲得した。ホスピタリ
ティプログラムは全2種類。いずれも観戦チケッ
トと快適なラウンジサービスがセットになったプ
ログラムです。競技会場のセキュリティエリア内

「スポーツホスピタリティビジネス考察」
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ゴールドレベル
最高級のおもてなし環境
競技開催前（2時間前～）
フランス郷土料理を中心としたインターナショナル・グル
メメニュー，プレミアムドリンク
オリンピアンや競技のスペシャリストとの交流
テレビ中継の視聴，地元フランスのアーティストや DJ に
よるライブ演奏。限定記念品

（写真提供：On Location 社）

シルバーレベル
エレガントなホスピタリティラウンジ
競技開催前（2時間前～）
シェフが常駐するフードステーションでインターナショナ
ルとフランス各地の料理をビュッフェスタイルで提供，プ
レミアムドリンク
テレビ中継の視聴，DJ によるライブ演奏，ラウンジでの
記念撮影，お土産

（写真提供：On Location 社）



でサービスを受ける『インベニューホスピタリテ
ィプログラム』，またはパリ市内に位置する「ク
ラブハウス24」でサービスを受ける『インザシテ
ィ ホスピタリティ』

スポーツホスピタリティは，スポーツを通じた
様々な関係性構築のためのハブとしての役割を持
ち，ベニュー内におけるスポーツ観戦の質の向上
に留まらず，スポーツ観戦の用途や街づくりや地
域コミュニケーションの活性化に貢献するもので
ある。

今後もさまざまなスポーツイベントのスポーツ
ホスピタリティの実践を通して企業価値の向上，
活力ある社会の実現を目指していく。
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ブロンズレベル
カジュアルな環境と高い快適性
競技開催前（2時間前～）
ラウンジにいながらコンテンポラリーなストリートフード
コンセプトを楽しめるカジュアルダイニングプレミアムド
リンク
テレビ中継の視聴，ラウンジでの記念撮影

（写真提供：On Location 社）



活動報告

社会貢献 SNS チップドネーションの発明
～寄付管理サーバの特許出願～

Invention of Social Contribution SNS (Social Networking Service) Tip Donation
～Patent Application for Donation Management Server～

重田みゆき＊

SHIGETA, Miyuki

Ⅰ はじめに
Ⅱ レジ横寄付ボックスの一人当たりの寄付額考

察
Ⅲ 日本のおもてなしをチップドネーション化
Ⅳ ｢社会貢献 SNS」のシステム構造・発明
Ⅴ 寄付を習慣化する仕組みと効果
Ⅵ まとめ

Ⅰ はじめに

今から4年前の2019年10月31日，沖縄県那覇市
にある首里城公園の首里城正殿をはじめとする9
施設が火災で消失するという悲劇が起きた。私は，
以前から沖縄の首里城公園や沖縄美ら海水族館な
どの全従業員に対し，おもてなし研修・笑顔研修
を任され実施してきた縁があり，その日の内に沖
縄の「デパートリウボウ」へ連絡をとった。偶然
にも翌2020年1月10日に那覇市での記念講演を予

定していた為，首里城復興支援としての入場料全
額寄付のチャリティーイベントに変更したい旨を
同デパートに提案し，実施することとなった。

その日のうちにすぐに行動したのには理由が
ある。私は，2019年10月13日に，一般社団法人日
本印象行動学会で「チップドネーション（Tip
Donation）」という新しい寄付の形の構想を学会
で発表したばかりだったのだ。それは，周囲の
人々の笑顔接客や，ホスピタリティ溢れる行動が
きっかけで，それを見ていた自分が幸せを感じた
ら，その場で感謝を伝えるチップをあげよう。た
だしそのチップは地域社会を支える救援チップと
して寄付をする。それを「笑顔寄付」と名付ける。
こうしたものであった。そのため，今こそ自身が
動くべきだと強く感じたのだ。

迎えた1月の沖縄でのチャリティー講演当日は，
そのチップドネーションの構想を笑顔トレーニン
グと掛け合わせ実施した。チャリティー講演参加
者には，「縁があってお隣に座った方から，今日，
自分が笑顔にしてもらったなと感じた場合には，
その感謝の気持ちを首里城復興支援寄付にしよ
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う！」というメッセージを会場のステージ上から
送ったのだ。講演の事前チャリティー参加費は
1,000円で，当日は会場を600名が満席にした。講
演終了後には，寄付ボックスを用意して，急遽追
加で寄付を募るものであった。その日の声がけで
もあったにも関わらず，結果として参加費の他，
1人平均425円の追加寄付となり，合計1,056,257
円の寄付金を首里城再建へ美ら島財団に渡すこと
ができた。一人当たり1,425円という寄付額は，
Ⅱで後述する最も身近なレジ横寄付ボックスの一
人当たりの寄付額考察からみて，異例といえる多
い寄付額である。

この出来事が，今回の社会貢献 SNS チップド
ネーションの発明をするきっかけとなった。

また，時を同じくしてこれを必要とする声の大
きさに気づいた。夢を叶え憧れの職業に就いた卒
業生やホスピタリティ業界でアルバイトをしてい
る学生らから，仕事へのモチベーションが年々下
がっていくという話を耳にしてやまなかった。過
去に自身が思い描いていた接客業の世界は，明る
く煌びやかでホスピタリティに溢れ「ありがと
う」が飛び交う世界に違いないと思っていたのに
というのだ。しかし実際の現場は厳しく慎重で，
同じことを繰り返す日々。丁寧な接客を心がけて
いても褒められるばかりか，クレーム対応に追わ
れる日々だと嘆いている。

そんな中，新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により，国内外からの多くの観光客を期待して
いた日本のホスピタリティ業界の痛手は大きく，
週末の羽田空港の国際線ターミナルですら，客ゼ
ロという衝撃の光景を目にするようになった。ホ
テル・旅館，飲食店にも閑古鳥が鳴き，人々は在
宅ワークで飲食はデリバリーサービスを頻繁に利
用するようになった。さらには，新型コロナウィ
ルスへの感染対策の一環として，各施設のサービ
スの対価となるレジでの現金のやり取りは，いよ
いよ大きな変革を迎え「キャッシュレス決済」を

積極的に導入していくこととなり，それを国が推
進する時代となっていった。

そこで私は，こんな時代だからこそ，日本のお
もてなしの底力で，この国の危機を救えるのでは
ないかと，前述のチップドネーション（Tip
Donation）という新しい仕組みをさらに深く研究
することにした。特に寄付ボックスの設置だけで
なく，キャッシュレス決済にも対応できる寄付の
あり方を追求し，これまでにない新システムを搭
載した SNS 寄付サーバの発明へも繋げていった。

チップドネーションとは，自分の職場での顧客
へのサービスや，その組織内での行動や言動，ま
たは日頃のコミュニケーションの中で「感謝・感
動・感激」した際に，その人やモノ，サービスに
対し感謝のチップを支払うという発想のものにし
た。欧米諸国の習慣であるチップとは異なり，そ
のチップを自身の収入として得るのではなく，働
く企業や店舗，住んでいる都道府県への，様々な
救援活動を行う寄付に繋げるという社会貢献の仕
組みとするのだ。

私はこのチップドネーションの仕組みと，それ
に付随してキャッシュレス化に対応した寄付管理
サーバをセットにし，そのシステムを「スマイル
ドネーション」と名付けた。そしてこの寄付先を
日本赤十字社各都道府県の支部とし，2020年7月
から2022年9月までの約2年間に渡り，日本赤十
字社の救援活動を支援した。さらには，その実績
をもとに，国内だけではなく海外の救援活動の支
援にも枠を広げた。このチップドネーションを実
施するにあたり，ホスピタリティ企業や，完全非
営利財団，地方自治体の団体や各事業所にも協力
を要請し，寄付管理サーバの発明・特許出願にま
で至った経緯と出願の内容，寄付実績，人の感
謝・感動・感激に対する心のスイッチの入り方，
日本の身近な寄付に関する実情についても考察す
ることにしたのだ。
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Ⅱ レジ横寄付ボックスの一人当たり
の寄付額考察

身近な大手ファストフード店レジ横寄付ボックス
の一人当たりの寄付額について

（日本マクドナルドとモスフードサービスで単純
比較）

まず，身近な日本における寄付の考察にあたり，
世界における日本の寄付に関する興味深い調査が
あるので紹介したい。イギリスに本部のある
Charities Aid Foundation という慈善団体の調査
によると，日本の「世界寄付指数」は2022年度世
界ランキング119ヵ国のうち118位，2021年度は
114ヵ国中，なんと最下位の114位である。調査内
容は特に以下の3項目だ。

1 人助け（日本118位）：Helped a stranger,
or someone you didn’ t know who needed
help?

2 寄付（日本103位）：Donated money to a
charity?

3 ボランティア参加（日本83位）：Volun-
teered your time to an organisation?

上記は，①見知らぬ人を助けたか ②寄付をし
たか ③ボランティア活動をしたかなどの質問に
対する回答を国ごとに集計したもので，これらの
結果から見ても，残念なことに世界において日本
では極めて人助けや寄付への関心が低いことがわ
かる。

そこで筆者は，日本における最も身近な寄付に
繋がる事例としてレジ横の募金箱について調査を
した。老若男女問わず利用率の高い日本マクドナ
ルド（店舗名：マクドナルド）とモスフードサー
ビス（店舗名：モスバーガー）の店舗に設置され
ているレジ横の募金箱（以下ここでは寄付ボック
スと呼ぶ）に，どれほどの寄付金が投じられてい

るのかを，各企業で一般公開されている情報から
比較・考察したところ，一人当たりの寄付額に関
する，以下のある重要な共通点を見つけた。

大手ファストフード店2社の寄付ボックスを比
較・考察
⑴ 日本マクドナルドの2018年 CSR レポート
からの単純考察

（ドナルド・マクドナルド・ハウス支援を行
う寄付）

一例：日本全国のマクドナルド店頭寄付ボック
スの金額総計は，2018（年間）￥104,223,808で，
店舗数約2,890店舗。単純計算で1店舗あたり年
間￥36,064の寄付がある。

つまり1店舗あたりの1日の寄付額合計は，
〈約98.8円の寄付〉と算出される。

全国年間来店者数は約14億人，単純計算では，
一人当たり平均一件約0.07円の寄付となる。

日本マクドナルドで一般に公開されている情報
から上記をさらに考察すると，1店舗あたりの来
店者数は，1日平均約1,327人の来店者である。
つまり1日100円程度の寄付には，少なくとも
1,327人以上の来店が必要ということになる。こ
の寄付ボックスは，小銭を受ける入り口の構造か
らもレジ横にある小銭用ボックスという印象が強
く，各店舗を回って見ても，透明構造のため，1
円玉が多いことが判明し，募金の際は一度に数円
から10円程度が最も多いと判断できる。

仮に1人が1回あたり平均2円の寄付をした場
合，来店者数の「約3.72％」が寄付をすることに
なり，1人が1回あたり平均5円の寄付をした場
合，来店者数の「約1.49％」が寄付をすることに
なり，1人が1回あたり平均10円の場合，来店者
数の「約0.744％」が寄付をすることになると考
えられる。

社会貢献SNSチップドネーションの発明

109



⑵ 全国に加盟店をもつモスフードサービス
2018-2020年コミュニケーションレポートか
らの単純考察

（愛のモスボックス募金（盲導犬・視覚障が
い者への支援））

一例：日本全国のモスバーガー店頭寄付ボック
スの金額総計2018年8月-2019年7月（年間）
￥6,742,949で，店舗数約1,341店舗。1店舗あた
り単純計算で￥5,028の寄付がある。

つまり1店舗あたりの1日の寄付額合計は，
〈約13.8円の寄付〉と算出される。全国年間来店
者数は約1億935万人。単純計算では，一人当た
り平均一件約0.06円寄付していることになる。

こちらも⑴同様レジ横にある小銭ボックスとい
う印象が強く，寄付の際は，やはり小銭を1回数
円から10円程度と考えられる。こちらも公開され
ている情報から単純に全国の店舗数と利用者数で
単純計算すると，1店舗あたりの来店者数は，1
日平均約223人の来店者である。つまり約7日間
で，100円の寄付となり，100円に達するには，
1,561人以上の来店が必要となる。

仮に1人が1回あたり平均2円の寄付をした場
合，来店者数の「約3.1％」が寄付をすることに
なり，1人が1回あたり平均5円の寄付をした場
合，来店者数の「約1.24％」が寄付をすることに
なり，1人が1回あたり平均10円の寄付をした場
合，来店者数の「約0.619％」が寄付をすること
になると考えられる。

上記の比較により，非常に興味深く重要なこと
は，単純計算でもあるにもかかわらず，⑴，⑵の
いずれも一人当たり換算での寄付額が，約
0.06-0.07円とかなり近しい金額になることであ
る。（2020年前後に始まった，レジでの本格的な
キャッシュレス化導入の前の結果）

仮に寄付ボックスに入れる金額が，日本の各種
自動販売機で使用ができない1円玉，5円玉では
なく，自動販売機でも使用できる10円を「寄付を

第一の目的」として考えたとして，一人一回10円
とするのならば，日本マクドナルドは総来店客数
の約0.744％人，モスバーガーでは総来店数の約
0.619％が寄付をしていると考えられるため，こ
の調査内容からも，前述した通り日本の寄付に対
する関心の低さも裏付けていると，読み取ること
ができるのではないか。

筆者は，「はじめに」冒頭の首里城復興支援で
説明した通り，会場費の他に任意追加でもあった
にも関わらず，600名が1人平均425円という追加
寄付があったのは，何かの「ついで」にではなく，

「深い目的をもっての寄付」，人々の「コミュニケ
ーションを連動させた寄付」が，かけあわさった
ものが明確に存在すれば，日本におけるこの関心
の低さは大きく改善できるのではないかと考えた。
おもてなしの行動に，深い愛を感じさせる目的を
察してもらい，寄付のきっかけとし，そこへ双方
向のコミュニケーションを醸成する。チップに
SNS の機能を付随させることで，おもてなしと
寄付にこれまでにない付加価値を持たせ，日本に
おけるこの寄付の単価上昇と，寄付への関心をイ
ンターネット上からも高めることができるのでは
ないかとの考えに至った。

Ⅲ 日本のおもてなしをチップドネー
ション化

そこで「おもてなし」への感謝のチップを寄付
に変えるという発想はいかがなものか。日本には，
そもそもチップの習慣がないため，飲食代や商品
の購入金額（消費税を含む）以外にプラスαで金
銭を支払うという意識がない。しかし，世界的に
見ても，日本のおもてなし精神や接客対応力は優
れており，特に各国の玄関口となる航空会社は，
その象徴といえる。航空会社関連の格付け会社ス
カイトラックス社2023による世界の航空会社総合
ランキングでは ANA が3位，JAL は5位にラ
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ンクインしている。特に近年，衛生対策への関心
が高まる中，「機内清潔度」ランキングでは，ANA
が「World’s Best Airline Cabin Cleanness」を受
賞し，JAL は「Best Economy Class」でトップ
に君臨しており，世界的にも日本のおもてなしレ
ベルは，人のサービスだけでなく空間管理として
も高評価を得ているのだ。

そこで筆者は，これだけ評価の高い日本のおも
てなしに対して，チップの習慣を定着させること
ができ，そのチップを社会貢献の寄付に繋げる仕
組みを確立させることが出来れば，日本独自の世
界的に誇れる SDGs 活動に繋がるのではないかと
いう考えに行きついた。しかもチップという表現
は，チップが定着している欧米諸国においては，
社会通念上，数円というよりも数百円からという
認識が強く，レストラン等でのサービス料として
の対価では，提供価格の15％以上としていること
が多い。つまり，寄付の呼びかけ時にこの趣旨を
しっかり説明することで，1回に対する寄付額が
増えるのではないかという仮説が立てられる。

この仕組みを，筆者はチップを寄付にする「チ
ップドネーション」と命名したわけだが，「チッ
プドネーション」は双方にメリットがあるのが特
徴である。サービスを提供する側にとっては，自
分のおもてなしが認められ，社会貢献に直接結び
つくことで誇りを感じることができる。チップを
支払う側にとっては，相手への感謝を伝えるチッ
プが，結果的に世の中を支える活動への寄付金に
なると思えば，それは通常のチップを支払う以上
に心の満足感が高まるのではないかと考えたのだ。

また，チップドネーションの喜び効果は，客と
サービス提供者間の関係だけにとどまらない。例
えば，職場の上司や同僚とのコミュニケーション
において，喜びの表現を相互にチップドネーショ
ンすることにより，好循環を巻き起こす可能性に
も繋がる。さらには職場内にとどまらず，街を行
きかう人々の親切行為に対する感謝のかたちをチ

ップドネーションすることで，今までにない全く
新しいコミュニケーションが共有可能となり，お
もてなしやコミュニケーションの「真心」が，地
域社会，ひいては世界を救済することになる。ま
さに世界が求める夢のようなホスピタリティ・マ
ネジメントプログラムであると考える。

このおもてなしから始まる，全く新しいチップ
の形である社会貢献は，SNS の機能を盛り込む
ことで，チップを支払う→受取る→寄付するとい
うことだけにとどまらず，SNS 上にて，褒める・
感謝する・応援するというコミュニケーションが
とれ，モチベーションアップとなる。さらには企
業や店舗，街の宣伝効果にも波及効果があると考
えた。そこで筆者はホスピタリティの基本である
笑顔こそが，このチップドネーションの成功の鍵
と考え，チップに関する趣旨はしっかりと説明は
するものの，このキャッシュレスシステムを含め
たチップドネーションの SNS の実際の運用を

「スマイルドネーション」と銘打ち実施すること
にした。

Ⅳ 「社会貢献 SNS」のシステム構造・
発明

ここから先は，具体的な資料を交えて説明を行
うため，実際の資料の記載と同じチップドネーシ
ョンを，「スマイルドネーション」表記に統一す
る。（日本赤十字社とのチップドネーションシス
テム活用表記はスマイルドネーションで取り決め
をした。チップドネーションとスマイルドネーシ
ョンは同じ仕組みである。）

まず，スマイルドネーションの全体の大枠の仕
組みはこのような流れである。（図表①参照）こ
のスマイルドネーションの企画に賛同した1の企
業が，その顧客からのサービスの対価として従業
員が支払いを受ける際に，任意で追加でチップを
もらう。そのチップが完全非営利財団であるスマ
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イル財団協力のもと，地元の日本赤十字社の活動
支援として全額寄付されるという仕組みだ。顧客
の寄付は，サービスを提供した目の前の従業員へ
のお礼ではあるが，それが災害救援を中心に行う
日本赤十字社の寄付に繋がるという付加価値が同
時についてくる。

さらに，現金による寄付ボックスだけでなく，
図表①の1の企業がもつスマイルドネーション
専用の SDGs オリジナル HP に顧客がアクセス
し，キャッシュレスによる寄付をすれば，顧客
はその寄付（ここでは1回につき100円以上の
キャッシュレス寄付）と同時に「応援メッセージ

（#Tweedia）」もこの HP 内で一緒に投稿するこ
ともできるという仕組みである。日本印象行動学
会で紹介したスマイル財団による説明用詳細資料
を参照。（図表②参照）

図表①の1協力企業側は，サービスを提供する
ことで生まれた顧客からの応援メッセージ入り

SNS の HP を所有することができるため，SDGs
活動を積極的に対外的にも PR することができる。
こうすることで，双方向のコミュニケーションを
生み出す付加価値のある寄付となる。さらに，こ
の HP を通して遠隔地からも寄付を受けることが
でき，企業は顧客だけではなく，その社内組織間
での「感謝を伝えるツール」としてもこの寄付に
よる活用もできる。集まった寄付は，スマイル財
団を通して，日本赤十字社の活動資金へ全額寄付

（決済代行会社支払い手数料は除く）となってい
る。また，この仕組みと同じものを，タレントな
どの著名人でも，図①の1の企業枠と同じように，
ファンに向けて寄付を呼びかけ活用することもで
きる。

このキャッシュレス寄付の入り口となる POP
ビジュアルはこのようなものである。（図表③）
例えば，スマイルドネーション協力企業は，店舗
内でこのような POP を掲出する。顧客は，サー
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出典：日本印象行動学会 スマイルドネーション（2020，6頁）（2020年7月31日～2022年7月31日）

図表① ｢スマイルドネーション（チップドネーション）の流れ」
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出典：一般財団法人スマイル財団 スマイルドネーションHP「笑顔寄付とは」（2020年7月31日～2022年7月31日）

図表② ｢スマイルドネーションとは笑顔に寄付する仕組み」



ビス利用時にレジ横などで，この POP を見て右
側の QR コードからスマイルドネーションのサイト
へスマホなどでアクセスをする。そして，POP
にある6桁の笑顔寄付コードをサイト上で入力す
ると，この協力企業専用の社会貢献 HP にアクセ
スができ，寄付をするとリアルタイムで寄付金額
の合計が自動加算・掲載される仕組みである。

スマイルドネーションは，実際の活用実例とし
て，市役所，車ディーラー，エステ，コンサルテ
ィング会社，観光施設，不動産会社，お寺など
様々な業態で取り入れられた。前述した通りチッ
プといえば，サービスを提供する側と客という関
係をイメージするかもしれないが，スマイルドネ
ーションのシステムはその枠にとどまらない。例
えば，スマイルドネーションに参加している企業

内の人々が，その顧客ではなく，その会社の社員
やスタッフの行動に感謝することもあるだろう。
その際に，このスマイルドネーションを活用する
場合がある。上司が部下に対してお礼を述べる際，
スマイルドネーションを活用し，社内でのことも
社会貢献に繋げることもできるのだ。また，市役
所や観光施設などに対して，遠方から復興支援な
どの応援メッセージ入りで支援をする寄付も可能
である。このように S N S 機能を交えた SDGs の
活動を，協力企業は積極的にネット上でも PR す
ることもできる。
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出典：日本印象行動学会 スマイルドネーション資料（2020，14頁）（2020年7月31日～2022年7月31日）

図表③ ｢店舗やプレイスにあるPOP」



Ⅴ 寄付を習慣化する仕組みと効果

このスマイルドネーションを習慣化するために
重要なことは，スマイルドネーションをする喜び
をいかに感じ続ける事ができるかという点である
と考える。協力企業としては，SDGs など社会貢
献に積極的に参加していることを PR することが
可能となるが，そこへ実際に寄付をする側はどう
だろうか。寄付をする側も，プライドを感じ続け，
出来れば「良いことをしている」のだから，心の
報酬のほか，何かに得をしたいとも思うのも自然
であろう。チップという習慣がない，寄付をする
習慣の少ない国で，スマイルドネーションを継続
させるためには，それに相当する企業や団体，個
人におけるそれぞれのメリットを用意することも
重要なポイントだ。そこで，スマイルドネーショ
ンを継続させるための仕組みとして，以下のよう
なシステムを考え提供した。

1 自己のスマイルドネーションの実績を，寄
付記録としてネット上で確認ができる機能。

2 各企業，店舗，団体のスマイルドネーショ
ン専用 HP の制作提供と PR 可能ツールの機
能。

3 相手への感謝・感動・感激の思いを相互的
に文字や写真にして伝え合うことができる
SNS の機能。

上記の①は，思い出機能として日時記録のほか，
コメント投稿時に合わせて投稿した写真などもあ
とから振り返ることができる。②は，今回の運用
ではスマイル財団側からの制作提供とした。（実
際には協力企業側で一定の基準の範囲で自由に
更新・制作することも可能と考える。）③は
#Tweedia という機能で，ポジティブなコメント
投稿だけを掲載するルール・管理になっている。

この仕組みを通して，スマイルドネーションを
運用したところ，2020年7月31日から2022年7月
31日までの2年間で，サービス業界に限定した集
計で，キャッシュレスでの寄付は，トータル
1,393件の寄付，実人数として741名からの寄付が
あり，その寄付額の合計は1,656,891円であった。
つまり単純計算でこの2年間の間に，このスマイ
ルドネーションシステムを活用し，1人平均，合
計約2,236円の寄付をしたことになる。また1回
あたりの寄付単価は，約1,186円となった。前述
のⅡにあるとおり，身近なサービス業界での日本
マクドナルド，モスフードサービスでの各店舗レ
ジ横の寄付ボックスに100円の寄付がされるにあ
たり，約1,300名～1,500名の来店が必要と考えら
れるため，1人あたりのこのスマイルドネーショ
ンのシステムを活用した寄付単価は，驚異的な金
額であろう。

特筆すべき点として，繰り返しの寄付も数多く
あったが，中には，1人で2年間の合計が，数十
万円単位となる寄付をした人も複数いた。このコ
ロナ禍の間では医療機関に対する支援が積極的に
求められていたため，日本赤十字社の活動に賛同
した寄付が多かった事もあるだろう。近年，SNS
ではインフルエンサーなどに対するファンからの

「投げ銭」なども積極的に行われている時代にな
ってきており，SNS の機能と組み合わせること
で寄付に関しても双方向の交流が可能になると寄
付に関する関心がより高まり，金額も大幅に増え
ると筆者は考える。

このスマイルドネーションでは，こうした時代
の流れに合わせ，寄付した実績が年1回の封書な
どで1年分の総合計が送られて確認して終わるも
のではなく，自分の確認したいタイミングでいつ
でもリアルタイムで寄付した数字の履歴がその場
で達成感の他，楽しめるように動きのあるものに
した。また，寄付額の多さからゲーム感覚でも楽
しめるレベル分け機能も追加した。そして最終的
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には，ホスピタリティ産業を中心に活用できる
「スマイルドネーション」のシステム開発に伴い，
キャッシュレス化と SNS 機能を含めた独自シス
テムを組み合わせることで，新しい寄付管理サー
バの発明へと至ったため，研究アシスタントの石
神誠久氏とともに特許出願を行うこととした。こ
こに出願した発明内容の明細を記載する。

出願番号 特願2020-102118
公開番号 特開2021-196797
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-
2021-196797/73473419499CD2CC758B59081757
DE2D7820DC90285F2CD2C5E3EA1312FF58F
D/11/ja

Ⅵ まとめ

この活動報告は，コロナ禍における医療従事者
はもちろんのこと，観光業界，飲食業界，販売業
界において，対面での接客が困難となった中でも，
その職を全うし続けた人々へ，感謝と敬意を贈る
ものである。そしてこのチップドネーションのシ
ステムは「はじめに」で書いたように，ホスピタ
リティ業界に対する，憧れと現実とのギャップを
埋めることになり得るシステムであると感じるこ
とができた。当初，このチップドネーションを思
いつき，大学でゼミ生たちに初めてこの構想を私
の大きな夢として発表した日，一人の学生からそ
の日の深夜にメールが送られてきた。そのことが
今も忘れられない。当時彼女は，飲食店でアルバ
イトをしており，日々の仕事内容に退屈さを覚え
ながらも「マスクの下でも笑顔」を心がけ勤務し
ていたという。だが笑顔で接客していても，客と
目が合うことはほとんどなく，いつの間にか淡々
とレジ打ちをするようになっていたというのだ。
そんな彼女が合同ゼミの時間に，このチップドネ

ーションは「あなたの笑顔が世界を救う！ あな
たの接客する姿にお客様が感動したらレジ横の笑
顔寄付ボックスにチップを入れ，それが世界を救
う力となる。そんな世の中に私はしたい！ これ
から本気でその研究に取り掛かります！」という
私の熱いプレゼンテーションを聞き，「無理無理，
あり得ない。」と呟きながらアルバイト先の飲食
店に向かったという。だがその素直な学生は，先
生があそこまで熱く語っているんだから試してみ
るかと，久しぶりに「全力の笑顔＋笑声」で，お
客様との会話を楽しみながら接客を試みた。する
と一人の客から釣り銭の1円玉ではなく，わざわ
ざお財布から100円玉を取り出し「ありがとう，
あなたの笑顔に感動した！」と言われ，チャリン
と寄付箱にコインを入れたというのだ。その瞬間，
夢を見ているようで，全身が震え，涙が溢れ出た
という。私からチップドネーションの説明が行わ
れたその日に，あり得ないと思っていた笑顔の奇
跡を体感し，70％の笑顔では起こらないが，
100％の笑顔と笑声でいれば，先生が熱く語って
いたチップドネーションの構想は成功するに違い
ない，笑顔はあり得ない奇跡を起こすということ
を確信したというメールを送ってきた。そしてそ
の文中には，自分の笑顔が世の中の役に立つと感
じることができ，初めて自身の仕事に心からのプ
ライドを感じることが出来たという内容が綴られ
ていた。昨今，特にホスピタリティ業界で人材不
足が続く中，本来の「笑顔」や「ありがとう」と
いう言葉が好きで接客業に就いたホスピタリティ
溢れる人々の働く姿が，周囲の心を動かし，チッ
プドネーションに繋がる。そしてそのチップドネ
ーションが世界中の被災地や支援したい国，都道
府県などの地域や人を救う力になるならば，この
先の未来にどんなに素敵な笑顔が待っているのだ
ろうかと期待して止まない。近い将来，ホスピタ
リティ溢れる人々の力で，どうかこのチップドネ
ーションの可能性を広めていただきたい。そして
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これが世界中に笑顔をもたらす手伝いとなる日が
くることを信じたい。最後に，チップドネーショ
ンを今回実行するにあたり，寄付先を日本赤十字
社としたスマイルドネーションに賛同してくれた
ホスピタリティ企業，「SDGs 未来都市」並びに

「自治体 SDGs モデル事業」である石巻市役所，
市民の皆様，完全非営利財団一般財団法人スマイ
ル財団，一般社団法人日本印象行動学会，日本赤
十字社，全国エンジェルヒーロ─の皆さんに心か
らの感謝を申し上げたい。

｢どうか世界が笑顔に溢れ，平和でありますよ
うに。」
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